
特名随意契約の理由書

１ 案件番号 Ｋ２－２

２ 案件名 「出張！なんでも鑑定団 in宝塚」チラシ宅配業務委託（単価契約）

３ 案件場所 宝塚市市内一円 地内

４ 契約期間 令和６年（２０２４年） ４月１日 から

令和６年（２０２４年）６月１０日 まで

５ 契約相手方 住所：伊丹市大鹿６丁目６８番地  

事業者名：ジャパンメッセンジャーサービス株式会社 

６ 指定理由

（根拠）

地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 第 ２ 号該当

宝塚市契約規則 第２０条第１項 ただし書 該当

（指定理由）

①本チラシの宅配作業については、「通常、朝から夕方までの明るい時間帯とし、

計画的な宅配と配布状況が確認できる管理体制をもって遂行する」こととし、

広報たからづかの宅配作業と同条件としていることから、本チラシを円滑か

つ効率的に配布するためには、広報たからづかの宅配作業と同時に行うこと

が望ましい。

②本チラシの配布は令和６年６月に行うため、契約後、短期間での調整及び管

理体制の構築が必要となる。

③当該事業者とは令和５年（２０２３年）７月３１日に、令和５年（２０２３

年）１０月１日から令和８年（２０２６年）１０月３１日までを履行期間と

する「広報たからづか」「議会報かけはし」宅配及び管理業務（単価契約）委

託を長期継続契約で締結（担当課は広報課及び議会事務局総務課）している

ため、当該事業者は既に宅配作業に必要な管理体制を構築し、宅配に係るノ

ウハウを有している。

以上のことから、現在の広報たからづか宅配業務の受託業者である当該事業

者が本業務を遂行するのに適当である。

７ 問合わせ先

課名：企画政策課 内線：２０２７ 



                                   
特名随意契約の理由書 

 
 
１ 案件番号   Ｋ３－３ 
 
 
２ 案件名    コミュニティＦＭ放送番組制作及び放送業務委託（単価契約） 
 
 
３ 案件場所   宝塚市 市内一円 地内 
 
 
４ 契約期間   令和６年（２０２４年）４月１日 ～ 

 令和７年（２０２５年）３月３１日 
 
 
５ 契約相手方  
      住所： 宝塚市逆瀬川１丁目１１－１ 
      社名： 株式会社エフエム宝塚 
      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第 ２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第 １ 項 ただし書 該当 
 
     （指定理由） 

    幅広く市民に市政情報を発信するための有効な広報手段の一つとして、コミュ

ニティＦＭ放送による情報発信がある。㈱エフエム宝塚は、地元に密着した番組

を多く放送しており、災害時の緊急な情報提供の場合でも対応できるという地元

ＦＭ局ならではのメリットがある。市内で唯一のコミュニティＦＭ局である株式

会社エフエム宝塚のほかには契約の相手方はいないため、上記業者と契約する。 
 
７ 問合わせ先 
     課名：広報課       内線：２０３３     
 



特名随意契約の理由書 
 
１ 案件番号  Z13-2 
 
２ 案件名   統一的基準に基づく財務書類等作成業務委託 
 
３ 案件場所  宝塚市東洋町地内 
 
４ 履行期間  令和 6 年（2024 年）4 月 17 日 ～ 

 令和 7 年（2025 年）3 月 31 日 
 
５ 契約相手方  
      住所：大阪市中央区南久宝寺 4 丁目 1 番 2 号 7 階     
      社名：菅原正明公認会計士・税理士事務所 
      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第 167 条の 2 第 1 項 第 2 号該当 
     宝塚市契約規則   第 20 条第 1 項 ただし書 該当 
 
（指定理由） 
  統一的基準に基づく財務書類等の作成に関しては、総務省の基準に基づき作成するも

のです。 
この基準に基づく判断とは、細部まで明確に示されているものではなく、逸脱できな

い基準はあるものの、自治体に裁量の余地があるルールとなっています。したがって判

断によっては、財務書類の数値に影響を与えることも多いうえに、この判断は、数値上

の判断だけではなく、過去からの経緯を踏まえて判断すべきことも多々あります。 
  また、当該委託においては市の財務書類にかかる顧問業務が含まれており、議会、監

査、市民等からの質疑に対し専門家の立場として意見をもらう業務も包括されており、

こちらについても過去の経緯を踏まえた判断も重要となります。 
 

以上 2 点の理由により当該業務委託には継続性が重要であることから、当該業者を指

定します。 
 
 
７ 問合わせ先 
  課名：財政課  内線： 2018    



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   Ｋ１２－３ 
 
 
２ 案件名    pipitLINQ サービス利用契約 
 
 
３ 案件場所   宝塚市東洋町地内 
 
 
４ 契約期間   令和６年４月１日 ～ 令和７年３月３１日 
 
 
５ 契約相手方  
      住所： 大阪府大阪市北区堂島３－１－２１ NTTDATA 堂島ビル 
      社名： 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西 
      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第２号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第２項 第３号 該当 
 
     （指定理由） 
       本契約にて利用する預貯金照会サービス（pipitLINQ）は、市税徴収業務

において、書面で行っていた金融機関への預貯金照会をデジタル化するもの

です。デジタル化することによって、業務量が大幅に削減され、回答に要す

る時間も短縮することができます。 
       本市が預貯金照会を行っている主要な金融機関において、採用されている

システムは pipitLINQ のみであることから、当該システムを提供する株式会

社エヌ・ティ・ティ・データ関西を契約相手として指定し、契約を行います。 
                 
７．問合わせ先 
     課名：市税収納課  内線：2448 
 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   ＳＫ１－１ 
 
 
２ 案件名    法律相談業務委託 
 
 
３ 案件場所   宝塚市東洋町 地内 
 
 
４ 契約期間   令和 6 年（2024 年）4月 1日～令和 7年（2025 年）3月 31 日 

 
 
５ 契約相手方  
      住所：   神戸市中央区橘通１丁目４番３号 
      社名：   兵庫県弁護士会 
      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第  ２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項但書該当 
 
     （指定理由） 
          弁護士法により法律相談を業として行う者は、弁護士に限定されてい

るため、法律相談を行える団体は、弁護士で構成されている法人である

弁護士会以外にはありません。 
         また、弁護士会は弁護士法で地方裁判所の管轄区域ごとに設立するこ

とになっています。本市を担当する弁護士会は、兵庫県弁護士会となっ

ていることから、兵庫県弁護士会と随意契約するものです。 
         
                 
                 
                 
７ 問合せ先 
           課名：  市民相談課    内線： ２４７７ 
                 
 
 
 



特名随意契約の理由書 
 

 
１ 案件名   市民活動促進支援事業委託 

 
 

２ 案件場所  宝塚市市内一円地内 
 
 

３ 契約期間   令和６年（２０２４年）４月１日～令和７年（２０２５年）３月３１日 
 
 

４ 契約相手方  
       住所：宝塚市栄町２丁目１番１号 
 
       社名：特定非営利活動法人 宝塚ＮＰＯセンター 
      

５ 指定理由 
（根拠） 
      地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第２号該当 
 
      宝塚市契約規則   第２０条第１項ただし書該当 
 
（指定理由） 
 本市は、協働のまちづくりのために市内にＮＰＯ法人設立の促進を図ることを重要な施策

と位置付けている。宝塚ＮＰＯセンターは、平成１０年４月に市内で唯一のＮＰＯ法人に対

する中間支援組織として設立された。同ＮＰＯセンターは、これまで市内における非営利の

公益活動を行う団体の法人化に向けた相談業務や支援事業を行うとともに、既に設立された

ＮＰＯ法人に対しては、継続的・効率的な運営が図れるよう経営相談等の活動を行っており、

その実績は、市内外で高く評価されている。市内にはＮＰＯ法人に対する中間支援組織は当

該団体以外にはないこと、また、「宝塚市みんなのまちづくり協議会ポータルサイト」を同Ｎ

ＰＯセンターが作成しており、システム等を熟知し、効率的な運営が可能であることから、

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定に基づき随意契約を締結する。  
 

６ 問合わせ先 
     課名：市民協働推進課 内線：２０３７ 
 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   Ｒ６宝窓委－１ 
 
 
２ 案件名    令和６年度 戸籍システムソフトウェア等保守業務委託 

（令和６年４月分から令和６年１２月分） 
 
 
３ 案件場所   宝塚市東洋町 外 地内 
 
 
４ 契約期間   令和６年（2024 年）４月１日から令和６年（2024 年）１２月３１日 
 
 
５ 契約相手方 

住所：大阪府大阪市西区土佐堀２丁目２番１７号 
社名：富士フイルムサービス株式会社 

        公共事業本部 関西支店 
 
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第２号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 該当 
 
     （指定理由） 
      本契約の対象となる戸籍システムのソフトウェアは、富士フイルムシステムサー

ビス社製であるため、同システムの著作権を保有する上記相手方以外では対応で

きないため。 
 

 
 
７．問合わせ先 
     課名：窓口サービス課    内線：２４７２ 
 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   Ｒ６宝窓委－５ 
 
 
２ 案件名    令和６年度 窓口支援システムクラウドサービス保守に関する契約 
 
 
３ 案件場所   宝塚市 市内外 地内 
 
 
４ 契約期間   令和６年（2024 年）４月１日から令和７年（2025 年）３月３１日まで 
 
 
５ 契約相手方  
      住所： 大阪府大阪市西区土佐堀２丁目２番１７号 

社名： 富士フイルムシステムサービス株式会社 
公共事業本部 関西支店 

      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第２号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 該当 
 
     （指定理由） 

 本契約については、公募型プロポーザルを経て選定した上記相手方との契約

により構築し、サービス利用契約を締結した本市で稼働中の窓口支援システム

クラウドサービスに関する保守及び当該システムにおいて使用するハードウ

ェアの保守を委託するものである。 
クラウドサービスに関する著作権を保有し、かつ使用するハードウェアもク

ラウドサービスと一体的に運用されるものであり、当該サービスに関する保守

が可能な事業者は上記相手方のみであることから、随意契約を締結するもの。 
                 
 
７ 問合わせ先 
     課名：窓口サービス課    内線：２６８２ 
 



特名随意契約の理由書 
 
１ 案件番号  Ｒ６宝窓委－１２ 
 
 
２ 案件名   令和６年度 

マイナンバーカード交付予約コールセンター運営等業務委託 
 
３ 案件場所  宝塚市東洋町 外 地内 
 
 
４ 契約期間  令和６年（2024 年）４月１日～令和７年（2025 年）３月３１日 
 
 
５ 契約相手方  
      住所：大阪府大阪市北区大深町３番１号 

グランフロント大阪タワーＢ １１階 
      社名：株式会社ヒューマントラスト 
 
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 第 ２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 該当 
 
     （指定理由） 

マイナンバーカード交付予約コールセンター運営等業務

委託については、マイナンバーカードに関する問い合わせ

や予約対応の業務負荷低減の観点から令和 3 年度に入札を

実施し、令和６年３月３１日までの契約を締結しました。 

現在もマイナンバーカードについての問い合わせは多く、

令和６年度も上記委託契約の継続が必要です。 

令和６年度の実施にあたっては、本市のマイナンバー業

務への対応やノウハウを習得していることが必要であり、

この点、上記相手方は、本市における３年の業務実績とノ

ウハウを持つことから、本市にとって最も円滑で適切な業

務を実施できるため、特名随意契約を行います。 

 
７．問い合わせ先 
     課名： 窓口サービス課     内線：２６５６ 
 



特名随意契約の理由書 

 

 

１ 案件番号   R６宝窓委－１８ 

 

 

２ 案件名    令和６年度申請書作成支援システム保守業務委託 

 

 

３ 案件場所   宝塚市役所 窓口サービス課 

 

 

４ 契約期間   令和６年（2024 年）４月１日から 

令和７年（2025 年）３月３１日まで 

 

 

５ 契約相手方  

      住所：神戸市中央区東町１２６番地  

      社名：日本電気株式会社 神戸支社 

      

６ 指定理由 

（根拠） 

     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項２号該当 

     宝塚市契約規則   第２０条第１項ただし書き該当 

 

（指定理由） 

       本件は、すでに稼働している申請書作成支援システムの保守委託を行うもの

であり、同システムの著作権を保有する上記相手方以外では対応できないた

め。 

 

 

 

                   

７ 問合わせ先 

     課名：窓口サービス課     内線：2652 

 

 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   Ｒ６宝窓使－１ 
 
 
２ 案件名    戸籍総合システムソフトウェア賃貸借に関する契約 

 
 
３ 案件場所   宝塚市東洋町 外 地内 
 
 
４ 契約期間   令和６年（２０２４年）４月１日から 

令和６年（２０２４年）１２月３１日まで 
 
 
５ 契約相手方 

住所：大阪府大阪市西区土佐堀２丁目２番１７号 
社名：富士フイルムシステムサービス株式会社 

        公共事業本部 関西支店 
 
 
６ 指定理由 

（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項２号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 該当 
 
     （指定理由） 
      戸籍総合システムのソフトウェアは、現在稼働中の住民基本台帳システム、

コンビニ交付システム及び住民基本台帳ネットワークシステムと密接に連携し

ており、既に連携のための改修が行われている上記相手方のソフトウェアを引

き続き選定しなければ、安定して業務を継続することが困難になる。 
また、同ソフトウェアの著作権を保有しているのは上記相手方のみであるこ

とから、随意契約を締結するものである。 
                 
 
 
７ 問合わせ先 
     課名：窓口サービス課    内線：２６５８ 
 



特名随意契約の理由書 

 

 

１ 案件番号  Ｒ６宝窓使－７ 

 

 

２ 案件名   令和６年度個人番号カード交付予約・管理システム賃貸借契約 

（再リース） 

 

 

３ 案件場所  宝塚市東洋町  地内 

 

 

４ 契約期間  契約の日から令和７年（2025 年）３月３１日まで 

 

 

５ 契約相手方  

      住所   大阪市淀川区宮原４－５－４１  

      社名   行政システム株式会社   

 

 

６ 指定理由 

（根拠） 

     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 ２ 号該当 

     宝塚市契約規則   第２０条第１項ただし書該当 

 

（指定理由） 

現在利用中のマイナンバーカード交付予約・管理システムについては、事業

者が交代した場合、新たにシステムの構築、既存データの移行及び住民基本台

帳システムとのデータ連携が必要になり、作業費を要する。また、当該システ

ムにおいて利用状況が良好であり、職員も使用に慣れていることから、円滑に

業務を継続できる当該システムを提供している上記相手方と特名随意契約を

行います。 
 

 

７．問合わせ先 

     課名：窓口サービス課           内線：２６５６   

 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   国保委－１１ 
 
 
２ 案件名    差額通知作成処理委託契約 
 
 
３ 案件場所   宝塚市役所 
  
 
４ 契約期間   契約日 から 令和７年（２０２５年）３月３１日 
 
 
５ 契約相手方 
      住所：神戸市中央区三宮町１丁目９番１－１８０１号 
      社名：兵庫県国民健康保険団体連合会    
      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第 ２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 該当 
 
（指定理由） 
 差額通知作成処理委託は、被保険者の住所、氏名、被保険者番号等の情報及び調剤レセ

プトのデータより、対象者を抽出する。 
 これらの情報は兵庫県国民健康保険団体連合会が管理しており、個人情報保護の観点か

らも当該団体に差額通知作成処理を委託することが望ましいため、契約相手として指定す

る。 
         
                 
７ 問合わせ先 
     課名：国民健康保険課          内線：２４８２      
 



特名随意契約の理由書 

 

 

 

１ 案件番号   国保委－１７ 

 

 

２ 案件名    令和６年度被保険者証 個人番号下４桁通知のカスタマイズ対応改修業

務委託 

 

３ 案件場所   宝塚市東洋町地内 

 

 

４ 契約期間   契約日 ～ 令和６年(２０２４年)６月３０日 

          

５ 契約相手方  

      住所： 大阪市北区堂島浜一丁目２番１号    

      社名： 株式会社日立システムズ 関西支社  

      

６ 指定理由 

（根拠） 

     地方自治法施行令 第１６７条の２第１項 第２ 号該当 

 

     宝塚市契約規則  第２０条第１項 ただし書 該当 

 

     （指定理由） 

当委託は、現在稼働中の日立システムズ製パッケージ「ADWORLD」内の市町村事

務処理標準システム（国保システム）を改修するものであり、日立システムズが

「ADWORLD」の著作権を有しているため、改修は同社しか実施できません。 

従いまして、上記業者と特名による業務委託契約の締結を行います。 

 

７ 問合わせ先 

     課名： 国民健康保険課  内線：２４９６    
 



特名随意契約の理由書 

 

 

 

１ 案件番号   国保委－１０ 

 

 

２ 案件名    令和６年度国保収納別管理に伴う保守業務委託 

 

 

３ 案件場所   宝塚市東洋町地内 

 

 

４ 契約期間   令和６年（２０２４年）４月１日 ～ 令和７年(２０２５年)３月３１日 

          

５ 契約相手方  

      住所： 大阪市北区堂島浜一丁目２番１号    

      社名： 株式会社日立システムズ 関西支社  

      

６ 指定理由 

（根拠） 

     地方自治法施行令 第１６７条の２第１項 第２ 号該当 

 

     宝塚市契約規則  第２０条第１項 ただし書 該当 

 

     （指定理由） 

当委託は、現在稼働中の日立システムズ製パッケージ「ADWORLD」の国保システ

ムの収納管理を一部国民健康保険課で運用するための保守をするものであり、日

立システムズが「ADWORLD」の著作権を有しているため、保守業務は同社しか実施

できません。 

従いまして、上記業者と特名による業務委託契約の締結を行います。 

 

７ 問合わせ先 

     課名： 国民健康保険課  内線：２４２９    
 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   医療委－１３ 
 
２ 案件名    後期高齢者保健指導等事業業務委託（単価契約） 
 
３ 案件場所   宝塚市東洋町外地内 
 
４ 契約期間   令和６年（2024 年）４月１日 ～ 令和７年（2025 年）３月３１日 
 
５ 契約相手方  
  住所： 神戸市灘区水道筋５丁目１－１５－３０５    
  社名： 創和クリエイティブライフ株式会社 
      
６ 指定理由 

（根拠） 
   地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第２号該当 
 
   宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 該当 
 
  （指定理由） 

      当該業務委託について、上記契約相手方は、令和６年（2024 年）３月７日に実

施した公募型プロポーザル審査会において、十分な実績と蓄積された経験に基づい

た提案がなされ、優秀であると認められたことから、地方自治法施行令第１６７条

の２第１項第２号の規定及び宝塚市契約規則第２０条第１項ただし書の規定によ

り、特名随意契約を行うものです。 
                 
７ 問合わせ先 
  課名：医療助成課    内線：２６６１ 
 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   医療委－７ 
 
２ 案件名    後期高齢者フレイル予防事業業務委託（単価契約） 
 
３ 案件場所   宝塚市東洋町外地内 
 
４ 契約期間   令和６年（2024 年）４月１日 ～ 令和７年（2025 年）３月３１日 
 
５ 契約相手方  
  住所：兵庫県神戸市中央区下山手通 4-18-1 ひょうご女性交流館 401 号     
  社名：公益社団法人兵庫県栄養士会 
      
６ 指定理由 

（根拠） 
   地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第２号該当 
 
   宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 該当 
 
  （指定理由） 

      公益社団法人兵庫県栄養士会は、宝塚市及び阪神圏域の管理栄養士が多数所属す

る唯一の職能団体です。年間を通じて栄養士の資質の向上に関する研修や調査研究

等を実施しており、地域における健康教育や普及啓発活動等の実績があるため当該

業務を委託することが適切であることから、上記相手方と地方自治法施行令第１６

７条の２第１項第２号の規定及び宝塚市契約規則第２０条第１項ただし書の規定

により、特名随意契約を行うものです。 
                 
７ 問合わせ先 
  課名：医療助成課    内線：２６６１ 
 



特名随意契約の理由書 
 
 

１ 案件番号     

  国保委‐１３ 

 

２ 案件名     

  特定健診未受診者対策及び特定保健指導訪問指導等業務委託（単価契約） 

 

３ 案件場所   

  宝塚市東洋町外 地内 

 

４ 契約期間 

  契約締結日～令和７年（2025 年）３月３１日 

 

５ 契約相手方  

  住所： 神戸市灘区水道筋５丁目１－１５－３０５    

  社名： 創和クリエイティブライフ株式会社   

      

６ 指定理由 

（根拠） 

  地方自治法施行令 第１６７条の２第１項 第２号 該当 

  宝塚市契約規則 第２０条第１項 ただし書 該当 

（指定理由） 

     当該業務委託については、令和２年度に公募型プロポーザル方式を実施した結果、

本事業者が受託候補者として選定され、令和２年度から令和４年度まで特名随意契約

を行いました。また、令和５年度に公募型プロポーザル方式を実施した結果、再度本

事業者が受託候補者として選定され、特名随意契約を行いました。 

この分野は専門事業者が少なく、県下市町において訪問特定保健指導等を実施して

いる他の事業者に当該業務委託の可能性を確認したところ、本市の仕様内容について

はできる体制にないとの回答がありました。 

このような状況を踏まえ、これまでの受託業務において成果を上げていることから、

本事業者と特名随意契約を行うものです。 

 

７ 問合わせ先 

  課名： 国民健康保険課    内線： ２６６１ 



                                        （別紙２） 

特名随意契約の理由書 

 

１ 案 件 名  法制事務総合検索システム使用許諾契約 

２ 案件場所  システムサーバが存する場所又は宝塚市東洋町地内 

３ 契約期間  令和6年(2024年)4月1日 ～ 令和7年(2025年)3月31日 

４ 契約相手方 

   住 所： 東京都港区南青山２丁目１１番１７号 

   社 名： 第一法規株式会社 

５ 指定理由 

 （根拠） 地方自治法施行令 第１６７条の２第１項第２号該当 

      宝塚市契約規則 第２０条第１項ただし書該当 

 （指定理由） 

  法制執務のより的確な執行のためには、判例に関する情報のみならず、関連する法令、

基本行政通知・通達、行政解釈などを含む多角的な情報の収集が有効であるところ、各

情報の検索結果を相互に連携して閲覧する機能を有するシステムの調達が必要となる。

そのような機能を有する総合的な法律情報検索システムを提供できる業者は、本契約の

相手方しか存在しない。 

  また、訴訟事務や審査請求事務などにおいては、処分時点の法令の状態を確認すべき

ところ、任意の時点における法令の条文を検索・閲覧する機能が必要となるが、そのよ

うな機能を有するシステムを提供できる事業者は、本契約の相手方しか存在しない。 

  加えて、情報検索にかかる時間を短縮するためには、ＬＧＷＡＮ回線を介してシステ

ムにアクセスする環境が望ましいが、本契約の相手方が提供するシステムはこの仕様も

満たすものである。 

  以上のことから、本契約の相手方として、第一法規株式会社を指定することとする。 

６ 問合せ先 

課 名： 総務部行政管理室総務課   

内 線： ２０５４ 



                                        （別紙２） 

特名随意契約の理由書 

 

１ 案 件 名  法務コンシェルジュデスクシステム使用許諾に関する契約 

２ 案件場所  システムサーバが存する場所又は宝塚市東洋町地内 

３ 契約期間  令和6年(2024年)4月1日 ～ 令和7年(2025年)3月31日 

４ 契約相手方 

   住 所： 東京都港区南青山２丁目１１番１７号 

   社 名： 第一法規株式会社 

５ 指定理由 

 （根拠） 地方自治法施行令 第１６７条の２第１項第２号該当 

      宝塚市契約規則 第２０条第１項ただし書該当 

 （指定理由） 

  本契約は、本契約の相手方が発行する加除式図書（法制執務参考図書）と同一の内容

を網羅するWebサービスを調達するものであり、掲載内容の著作権は、本契約の相手方

に帰属するものである。 

  加えて、情報検索にかかる時間を短縮するためには、ＬＧＷＡＮ回線を介してシステ

ムにアクセスする環境が望ましいが、本契約の相手方が提供するシステムはこの仕様も

満たすものである。 

  以上のことから、本契約の相手方として、第一法規株式会社を指定することとする。 

６ 問合せ先 

課 名： 総務部行政管理室総務課   

内 線： ２０５４ 



                                        （別紙２） 

特名随意契約の理由書 

 

１ 案 件 名  例規執務サポートシステム使用許諾契約 

２ 案件場所  例規集データベースのサーバが存する場所又は宝塚市東洋町地内 

３ 契約期間  令和6年(2024年)4月1日 ～ 令和7年(2025年)3月31日 

４ 契約相手方 

   住 所： 大阪市中央区谷町三丁目１番９号 

   社 名： 株式会社ぎょうせい関西支社 

５ 指定理由 

 （根拠） 地方自治法施行令 第１６７条の２第１項第２号該当 

      宝塚市契約規則 第２０条第１項ただし書該当 

 （指定理由） 

  本契約の相手方は、法制執務等の知識を有し、改正例規だけによる例規集データベー

スの整備が可能であること、本市における例規集の整備（加除）の実績が豊富であるこ

とが求められる。これらの条件を満たし、本市が仕様として要求する、例規改め文自動

生成機能を有するシステムを提供できる業者は、株式会社ぎょうせいと他１社しか存在

しない。 

  現在稼働中のデータベースは、現時点での例規内容のみならず、改正等の内容も含め

過去各時点での例規内容で構成されており、それぞれの内容は株式会社ぎょうせいの例

規執務サポートシステムの仕様に合わせ作成している。 

  特に、改正等の内容を含む過去各時点での例規内容は、法制執務上不可欠なデータで

あり、他社システムを導入して当該データを不備なく搭載するには、相当の費用及び検

証が必要となることが見込まれる。 

  以上のことから、本契約の相手方として、株式会社ぎょうせいを指定することとする。 

６ 問合せ先 

課 名： 総務部行政管理室総務課   

内 線： ２０５４ 



特名随意契約の理由書 

１ 案件番号  総委－３ 

２ 案 件 名  宝塚市例規集（データベース）更新データ作成等業務委託契約 

３ 案件場所  例規集データベースのサーバが存する場所又は宝塚市東洋町地内 

４ 契約期間  令和６年(2024年)４月１日 ～ 令和７年(2025年)３月３１日 

５ 契約相手方 

住 所： 大阪市中央区谷町三丁目１番９号 

社 名： 株式会社ぎょうせい関西支社 

６ 指定理由 

（根拠） 地方自治法施行令 第１６７条の２第１項第２号該当 

     宝塚市契約規則 第２０条第１項ただし書該当 

（指定理由） 

(１) 現在、例規集初期データは、㈱ぎょうせいの例規執務サポートシステム仕様で作

成しており、他の業者が当該業務を行うためには、その業者のシステムに適応させ

るために当該初期データを修正するために膨大な作業時間を要すること。 

(２) 株式会社ぎょうせいは、法制執務等の知識を有し、改正例規だけによる例規集デ

ータベースの整備が可能であり、本市職員の負担を軽減し、また職員に異動等があ

ってもデータベースの正確性が確保されること。 

(３) 株式会社ぎょうせいは、昭和３２年の初版例規集発行から例規集を整備しており、

本市における法制上の取扱いを熟知していること。 

７ 問合せ先 

課 名： 総務部行政管理室総務課   

内 線： ２０５４ 



                                         

特名随意契約の理由書 

 

 

１ 案件番号   看委２４－２  

 

 

２ 案件名    市立看護専門学校清掃業務等委託 

 

 

３ 案件場所   宝塚市小浜４丁目地内 

 

 

４ 契約期間   令和６年（２０２４年） ４月 １日 ～ 

 令和７年（２０２５年） ３月３１日 

 

５ 契約相手方  

      住所： 箕面市船場東２丁目４番５６号 

      社名： 日本空調サービス㈱ 

      

６ 指定理由 

（根拠） 

     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第 ２ 号該当 

 

     宝塚市契約規則   第２０条第 １ 項 ただし書 該当 

 

     （指定理由） 

        本校は、宝塚市立病院と隣接しており、本校での各種警報を受信する警報

盤や防犯機器スイッチが市立病院施設（中央監視室ほか）内にあることから、

緊急対応を含め市立病院施設との一体的管理が必要です。市立病院の施設総合

管理業務受託業者は、本校の当該施設、設備を熟知しており、同業者と契約す

ることで、効率的、効果的に管理運営することができます。このため、市立病

院の施設総合管理業務を受託している上記業者と契約を行うものです。 

 

７ 問合わせ先 

     課名： 看護専門学校    内線： ８０７７     

 



特名随意契約の理由書 

 

 

1. 案件名  人事給与システムライセンス追加契約 

 

2. 案件場所  宝塚市東洋町地内 

 

3. 契約期間  契約日 ～ 令和７年（２０２５年）３月３１日まで 

履行期間       令和６年(２０２４年)４月１日 から 令和７年(２０２５年)３月３１日 

 

4. 契約相手方 住所：東京都渋谷区代々木１－２２－１ 

社名：ジャパンシステム株式会社 

 

5. 指定理由  （根拠） 

       地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 ２ 号該当 

        宝塚市契約規則  第２０条 １ 項 ただし書 該当 

 

（指定理由） 

令和４年度から稼働する人事給与システムの利用ライセンスのうち、委員報

酬者のライセンスについては、選挙の有無等により年度によって大きく変動す

ることが見込まれます。そのため、年度ごとに必要と見込まれるライセンス数を

試算し契約を行うことで、システム利用期間内のライセンス利用料を安価に抑

えられる可能性があることから、単年度ごとに契約を行うものです。新人事給与

システム本体の契約相手方であるジャパンシステム以外に当該ライセンス追加

の契約を行うことはできないため、上記事業者と特名随意契約を締結します。 

 

6. 問合わせ先  課名 ： 給与労務課     内線：2078 



特名随意契約の理由書 

 

 

1 案件番号   Ｋ４－２０ 

 

 

2 案件名    ぴったりサービス連携にかかる申請管理システム等保守委託 

 

 

3 案件場所   宝塚市東洋町 地内 

 

 

4 契約期間   令和６年（２０２４年）４月１日 ～  

令和７年（２０２５年）３月３１日 

 

5 契約相手方   

      住所 神戸市中央区東町１２６番地 
      社名 日本電気株式会社 神戸支社 
    

6 指定理由 

（根拠） 

   地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第 ２ 号該当 

 

宝塚市契約規則   第２０条第 １ 項ただし書該当 

 

（指定理由） 

当該契約は令和４年度契約「【K4-13】ぴったりサービス連携にかかる申請管理

システム等の構築業務委託」で上記相手方から導入したぴったりサービス連携にか

かる申請管理システム等の保守に係る契約です。当該システムを、常に正確かつ安

全に運用できる事業者は、導入事業者として当該システムの仕様、動作環境に精通

している上記契約相手方の他にありません。 

以上の理由により、上記契約相手方と特名による業務委託契約の締結を行います。 

 

7 問合わせ先 

課名：情報政策課 内線：４７０２・４７０４ 



特名随意契約の理由書 

 

 

1 案件番号   Ｋ４－７ 

 

 

2 案件名    サーバ統合化基盤（二次・三次稼働分） 
WindowsServer2022 対応業務委託 

 

3 案件場所   宝塚市東洋町 地内 

 

 

4 契約期間   契約日 ～  

令和６年（２０２４年）８月３１日 

 

5 契約相手方   

      住所 神戸市中央区東町１２６番地 
      社名 NECフィールディング株式会社 関西支社 神戸支店 
    

6 指定理由 

（根拠） 

   地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第 ２ 号該当 

 

宝塚市契約規則   第２０条第 １ 項ただし書該当 

 

（指定理由） 
サーバ統合化基盤（二次・三次稼働分）については、令和６年１０月１日から令和

１１年９月３０日までの長期継続契約を締結しており、令和６年１０月稼働に向けて、

構築しています。サーバ統合化基盤（二次・三次稼働分）上に WindowsServer2022 でセ

ットアップされたゲスト OS の払い出し対応作業ができるのは、サーバ統合化基盤（二

次・三次稼働分）の構築・保守事業者である上記契約相手方の他にありません。 
以上の理由により、上記契約相手方と特名による業務委託契約の締結を行います。 

 

7 問合わせ先 

課名：情報政策課 内線：４７０４・４７０３ 



特名随意契約の理由書 

 

 

1 案件番号   Ｋ４－９４ 

 

 

2 案件名    宝塚市統合運用業務委託  

 

 

3 案件場所   宝塚市東洋町 地内 

 

 

4 契約期間   令和６年（２０２４年）４月１日 ～  

令和７年（２０２５年）３月３１日 

 

5 契約相手方   

      住所   神戸市中央区東町１２６番地 

      社名   日本電気株式会社 

  

    

6 指定理由 

（根拠） 

   地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第 ２ 号該当 

 

宝塚市契約規則   第２０条第 １ 項ただし書該当 

 

（指定理由） 

 本件の対象となるのは、情報システム、サーバ統合化基盤システム及び共通基盤

システムです。 

 情報システムは、本市のネットワークを構成するサーバ・パソコン・ネットワー

ク機器であり、その運用にあたっては、既存機器の仕様や本市特有のセキュリティ

対策、ネットワーク構成に精通していることが求められます。 

 サーバ統合化基盤システム、共通基盤システムは、それぞれ仮想化技術によって

サーバ台数の削減を図る基盤と各課業務システムが共通利用するデータをとりま

とめて連携するための基盤であり、運用にあたっては、情報システムの機能の利用

を前提としているため、情報システムの構成・運用に精通していることが必須条件

となります。 

 上記事業者は、各システムの構築業者であるとともに、セキュリティ強化のため、

度重なる当市のネットワーク構成見直し作業を実施した実績があります。そのため、

前述の要件を満たす唯一の事業者であり、かつ障害発生時の迅速な対応が可能であ

ることから、同事業者を随意契約の相手方とします。 

  

 

7 問合わせ先 

課名：情報政策課 内線：４７０６ 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   Ｋ４ ― ６ 
 
 
２ 案件名    行政情報サービス ｉＪＡＭＰ 使用に関する契約 
 
 
３ 案件場所   宝塚市東洋町 地内 
 
 
４ 契約期間   令和６年（２０２４年）４月１日 ～ 令和７年（２０２５年）３月３１日 
 
 
５ 契約相手方  
      住所   東京都中央区銀座５丁目１５番８号  
      社名   株式会社時事通信社  
      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 ２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則  第２０条第１項 ただし書該当 
 
     （指定理由） 

庁内のパソコンから、最新の国の施策や補助金、他自治体の事例など、業務に活

用できる質の高い情報を各部署が効率的に収集でき、ＬＧＷＡＮ経由の配信が可能

な行政情報サービスは「ｉＪＡＭＰ（官庁速報）」のみであり、当該サービスは上

記相手方のみが取り扱っているため。 
 

 
７．問合わせ先 
     課名：情報政策課           内線：４７０５   
 



特名随意契約の理由書 

 

 

１ 案件番号   Ｋ４－１７ 

 

 

２ 案件名    住民問い合わせ対応 AI チャットボットシステム使用に関する契約 

 

 

３ 案件場所   宝塚市東洋町 地内 

 

 

４ 契約期間   令和６年（２０２４年）４月１日 ～ 

令和７年（２０２５年）３月３１日 

 

 

５ 契約相手方  

      住所 兵庫県豊岡市桜町 10-11 

      社名 ＣＡＭＥＬ株式会社 

      

６ 指定理由 

（根拠） 

地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第 ２ 号該当 

 

宝塚市契約規則   第２０条第 １ 項ただし書該当 

 

（指定理由） 

当該契約は令和４年度に「【K4-16】住民問い合わせ対応 AIチャットボットシステ

ム導入に関する契約」で上記相手方から導入した住民問い合わせ対応 AIチャットボ

ットシステムの使用に係る契約です。上記相手方以外では当該システムの提供を受

けることが出来ません。以上の理由により、上記相手方と随意契約を行います。 

 

 

７ 問合わせ先 

     課名：情報政策課          内線：４７０２ 

 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   Ｋ４－１９ 
 
 
２ 案件名    申請管理システムライセンス使用に関する契約 
 
 
３ 案件場所   宝塚市東洋町 地内 
 
 
４ 契約期間   令和６年（２０２４年）４月１日 ～ 

令和７年（２０２５年）３月３１日 
 
 
５ 契約相手方  
      住所 神戸市中央区東町１２６番地 
      社名 日本電気株式会社 神戸支社 
      
６ 指定理由 
（根拠） 

地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第 ２ 号該当 

 

宝塚市契約規則   第２０条第 １ 項ただし書該当 

 
（指定理由） 

当該契約は令和４年度契約「【K4-13】ぴったりサービス連携にかかる申請管理シ

ステム等の構築業務委託」で上記相手方から導入した申請管理システムの使用に係

る契約です。上記相手方以外では当該システムの提供を受けることが出来ません。

以上の理由により、上記相手方と随意契約を行います。 
 

 
 
７ 問合わせ先 
     課名：情報政策課          内線：４７０２ 
 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   Ｋ４ ― ７６ 
 
 
２ 案件名    宝塚市サーバ統合化基盤(二次稼働分)の賃貸借及び保守に関する契約（再

リース） 
 
 
３ 案件場所   宝塚市東洋町 地内 
 
 
４ 契約期間   契約日 ～ 令和６年（２０２４年）９月３０日 
（履行期間）  令和６年（２０２４年）４月１日  から 

令和６年（２０２４年）９月３０日 まで 
 
 
５ 契約相手方  
      住所： 大阪府大阪市淀川区宮原 3-3-31        
      社名： 三菱 HC キャピタル株式会社 関西法人支店  
      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 ２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則  第２０条第１項 ただし書該当 
 
     （指定理由） 

本案件については、上記契約相手方とのリース契約期間が令和４年９月３０日を

もって満了し、令和６年３月３１日まで再リース契約を締結していますが、次期サ

ーバ統合化基盤の導入まで現行機器を使用する必要があります。 
以上のことから、上記相手方と特名随意契約による再リース契約を締結するもの

です。 
 
 
７．問合わせ先 
     課名：情報政策課           内線：４７０４ 
 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   Ｋ４ ― １４１ 
 
 
２ 案件名    LoGo チャットサービス利用契約 
 
 
３ 案件場所   宝塚市東洋町 地内 
 
 
４ 契約期間   令和 6 年（２０２4 年）４月１日 ～ 令和 7 年（２０２5 年）３月３１日 
 
 
５ 契約相手方  
      住所   神戸市中央区伊藤町１２１   
      社名   株式会社システムリサーチ 神戸支店  
      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 第２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則  第２０条第１項 ただし書該当 
 
     （指定理由） 

庁内のパソコンを利用し、ＬＧＷＡＮ環境及びインターネット環境の両方で利用

でき、職員間および全国の多数の自治体と効率的な情報共有を行うことができる自

治体用ビジネスチャットツールは「ＬｏＧｏチャット」のみである。また、兵庫県

が事務局を務める兵庫県電子自治体推進協議会にて、令和５年度から県下自治体で

「ＬｏＧｏチャット」を共同調達することとなっており、当該サービスを販売でき

るのは、サービス提供会社である株式会社トラストバンクから指定されている上記

業者のみであるため。 
 

 
７．問合わせ先 
     課名：情報政策課           内線：４７０５   
 



特名随意契約の理由書 

 

 

１ 案件番号   総委―76 

 

２ 案件名    セクシュアルマイノリティ電話相談業務 

 

３ 案件場所   兵庫県宝塚市中野町４−１１ 

 

４ 契約期間   令和 6年（2024年）4月 1日 ～ 

   令和 7年（2025年）3月 31日 

 

５ 契約相手方  

      住所：兵庫県宝塚市中野町４−１１ 

      社名：特定非営利活動法人 女性と子どものエンパワメント関西 

      

６ 指定理由 

（根拠） 

      地方自治法施行令  第１６７条の２第１項２号該当 

 

      宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 該当 

 

  （指定理由） 

 セクシュアルマイノリティ電話相談では、性自認や性的指向など性に関する悩みをはじ

め、それに付随する人間関係や職場についてなど幅広い相談を受けています。相談者に年

齢制限はなく、当事者本人、家族、友人、教員など誰でも相談できるようにしています。 

セクシュアルマイノリティの相談は、長い期間をかけて信頼関係を築きながら相談に対

応する必要性があり、本市のセクシュアルマイノリティ電話相談業務も開始から受託し、

相談者の方との信頼関係が築かれている当該団体と契約するものです。 

 

７．問合わせ先 

     課名：人権男女共同参画課   内線：2467 

 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号    
 
 
２ 案件名    ひょうご防災ネット（宝塚市安心メール）使用 
 
 
３ 案件場所   宝塚市 東洋町 地内 
 
 
４ 契約期間   令和６年（2024 年）４月１日から 

令和７年（2025 年）３月３１日まで 
 
 
５ 契約相手方  

住所： 神戸市中央区東川崎町 1 丁目 5 番 7 号 
             社名： 株式会社ラジオ関西 
      
６ 指定理由 

（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 ２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 該当 
 
     （指定理由） 
       ひょうご防災ネットは、兵庫県が株式会社ラジオ関西に依頼して開発した

システムであり、県下市町が株式会社ラジオ関西に使用料を支払うことによ

り開発費を抑えつつ同じプラットフォームでメール配信ができる仕組みであ

る。このシステムを提供できるのは当該事業者のみであるため、同者を特名

随意契約の相手方とする。               
                              
                 
７．問合わせ先 
     課名：総合防災課          内線：4811 
 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号    
 
 
２ 案件名    宝塚市防災行政無線 

スマートフォンアプリ「コスモキャスト」サービス利用契約 
 
 
３ 案件場所   宝塚市東洋町１－１ 地内 
 
 
４ 契約期間   令和６年（２０２４年）４月１日から 

令和７年（２０２５年）３月３１日まで 
 
 
５ 契約相手方  

住所： 大分県別府氏大字野田８０７番地の３ 
             社名： 株式会社サークル・ワン 
      
 
６ 指定理由 

（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 ２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 該当 
 
     （指定理由） 
      本サービスは防災行政無線と連携して、市民が保有するスマートフォンを通

じて、一斉もしくは登録地域ごとに避難の呼び掛けや緊急連絡を可能とするも

のであり、防災行政無線の放送が聞こえにくい屋内や山間部への災害情報伝達

を目的としている。 
      本サービスは株式会社サークル・ワンが開発し特許を取得している装置を通

じて起動させるため、同社以外の業者で構築することができない。 
以上の理由から、株式会社サークル・ワンとサービス利用契約することとす

る。 
 
            
７．問合わせ先 
     課名：総合防災課          内線：４８１１ 
 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   宝防委―１ 
 
 
２ 案件名    宝塚市災害情報システム運用保守業務委託 
 
 
３ 案件場所   宝塚市 東洋町 地内 
 
 
４ 契約期間   令和６年（２０２４年） ４月 １日 ～ 
         令和７年（２０２５年） ３月３１日 
 
 
５ 契約相手方  
      住所：神戸市中央区磯辺通三丁目２番１１ 
      社名：アジア航測株式会社 
      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 ２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 該当 
 
     （指定理由） 
          本件において、上記契約相手方は、令和２年（２０２０年）２月１２

日～３月２５日に実施した公募型プロポーザルにおいて、厳正中立に審

査した結果、十分な実績と蓄積された経験に基づいた提案がなされ、優

秀であると認められており、令和２年（２０２０年）６月２６日の議決

をもって「防災情報システム機器」の調達を行った事業者である。また、

「防災情報システム機器（機能拡張用端末）」についても、令和２年（２

０２０年）１２月２２日付で契約を締結し調達を行っている。本業務は、

令和 3 年 4 月より運用を開始している同システムについて、市での円滑

な運用を支援することを目的とし、運用支援業務、緊急対応業務、シス

テム維持業務を行うものであるため、上記契約相手方と特名随意契約を

行うものである。 
 
７．問合わせ先 
     課名：総合防災課          内線：４８１１ 
 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   宝防委―２ 
 
 
２ 案件名    宝塚市被災者支援システム運用保守業務委託 
 
 
３ 案件場所   宝塚市 東洋町 地内 
 
 
４ 契約期間   令和６年（２０２４年） ４月 １日 ～ 
         令和７年（２０２５年） ３月３１日 
 
 
５ 契約相手方  
      住所：神戸市中央区磯辺通三丁目２番１１ 
      社名：アジア航測株式会社 
      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 ２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 該当 
 
     （指定理由） 
          本件において、上記契約相手方は、令和２年（２０２０年）８月２４

日～１０月２７日に実施した公募型プロポーザルにおいて、厳正中立に

審査した結果、十分な実績と蓄積された経験に基づいた提案がなされ、

優秀であると認められており、令和２年（２０２０年）１２月２２日付

で契約を締結し調達を行った事業者である。本業務は、令和 3 年 4 月よ

り運用を開始した同システムについて、市での円滑な運用を支援するこ

とを目的とし、運用支援業務、緊急対応業務、システム維持業務を行う

ものであるため、上記契約相手方と特名随意契約を行うものである。 
 
７．問合わせ先 
     課名：総合防災課          内線：４８１１ 
 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   宝防委－３ 
 
 
２ 案件名    宝塚市ＭＣＡ防災行政無線システム保守点検業務委託 
 
３ 案件場所   宝塚市東洋町外地内 
 
 
４ 契約期間   令和６年（２０２４年）４月１日から 

令和７年（２０２５年）３月３１日まで 
 
 
５ 契約相手方  

住所： 大阪市北区堂島浜２－２－８ 
             社名： 西菱電機株式会社大阪支社 
      
 
６ 指定理由 

（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 ２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 該当 
 
     （指定理由） 
      本業務は、災害時に避難情報等を放送するため確実な作動が求められる宝塚

市ＭＣＡ防災行政無線に関わる保守点検業務である。ＭＣＡ防災行政無線は、

通信情報、監視、遠隔制御コマンド、制御手順等について、メーカーがそれぞ

れに開発しているため、異なる他社が対応（保守管理）することが出来ない。 
以上の理由から、本市が導入しているシステムを構築した上記業者を指定し

て契約する。 
 
            
７ 問合わせ先 
     課名：総合防災課          内線：4811 
 
 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号  Ｅ２－１ 
 
 
２ 案件名   公営住宅システム簡易改修業務委託 
 
 
３ 案件場所  宝塚市東洋町 地内 
 
 
４ 契約期間  令和６年（2024 年）４月１日～令和６年（2024 年）１０月３１日 
 
 
５ 契約相手方  
      住所：神戸市中央区磯辺通り２丁目１－１３  
      社名：株式会社ニチワ 
      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第 ２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 該当 
 
     （指定理由） 
      本案件は現行の公営住宅システムの機能のオプションを追加し、業務効率を

向上させることを目的としており、上記契約相手方は、ソフトウェアの開発元

であり所有権を持つＮＥＣソリューションイノベータ社の代理店で同システム

を設計、構築した事業者であることから、著作権等の権利関係のため、ほかに

受託できる事業者がいないため。 

   
 
７ 問合わせ先 
     課名： 住まい政策課  内線：2377 

 



特名随意契約の理由書 

 

 

１ 案件番号   ＴＫＳ２－１ 

 

 

２ 案件名    宝塚市建築確認情報ＭＡＰシステム維持管理業務委託 

 

 

３ 案件場所   宝塚市東洋町地内 
 

 

４ 契約期間   令和６年(2024 年)４月１日 ～ 令和６年(2024 年)８月３１日 

 

 

５ 契約相手方 

住所： 神戸市中央区播磨町２１番１号 

社名： 株式会社さくらケーシーエス 

 

 

６ 指定理由 

（根拠） 

     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第２号 該当 

 

     宝塚市契約規則  第２０条第１項ただし書   該当 

 

（指定理由） 

当契約にかかるシステムは、建築確認業務のため導入されたものであり、

今後もこのシステムを継続して使用するためには、十分な維持管理を行うと

ともに、障害発生時の迅速な対応が求められます。 

当該システムは株式会社さくらケーシーエスが開発したものであり、他者

では維持管理ができないことから、上記相手方と維持管理契約をします。 

 

 

７ 問合わせ先 

課名：建築指導課  内線：２３６３ 

 



特名随意契約の理由書 

 

 

１ 案件番号  Ｔ７－２ 

 

 

２ 案件名   宝塚市屋外広告物管理システム保守業務委託 

 

 

３ 案件場所  宝塚市東洋町地内 

 

 

４ 契約期間  令和５年（２０２３年）４月 １日 ～ 

 令和６年（２０２４年）３月３１日 

 

 

５ 契約相手方  

      住所： 神戸市中央区磯上通４－１－６ 

      社名： 株式会社 パスコ 神戸支店 

      

６ 指定理由 

（根拠） 

     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 ２ 号該当 

 

     宝塚市契約規則   第２０条第 １ 項ただし書き該当 

 

     （指定理由） 

      本保守サービスを受ける屋外広告物管理システムは、平成２７年度に屋外広告物

管理システム導入業務委託で整備したもので、兵庫県屋外広告物条例に適合するよ

う構築したものであります。 

     当システムの運用に際しては、株式会社パスコが、本市の使用形態に対応できる    

よう仕様に変更を加えて納入しており、そのシステムにも株式会社パスコの    

著作権が及びます。 

           以上のことから、当該システムの保守等メンテナンスを行える者は、これを    

構築した株式会社パスコだけであり、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項    

第 2 号の規定等により当該業者へ委託をするものであります。 

 

７ 問合わせ先 

     課名：都市計画課      内線：2393 

 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号  Ｔ７－3 
 
 
２ 案件名   都市計画支援システム保守管理等業務委託 
 
 
３ 案件場所  宝塚市東洋町地内 
 
 
４ 契約期間  令和５年（２０２３年）４月１日 ～ 

 令和６年（２０２４年）３月３１日 
 
 
５ 契約相手方  
      住所： 尼崎市西長洲町１－１－１５ 
      社名： 国際航業株式会社兵庫支店 
      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 ２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第 １ 項ただし書き該当 
 
     （指定理由） 
      本保守サービスを受ける都市計画支援システムは、令和元年度事業である都市計

画基本図更新等業務委託で整備したもので、市が保有している都市計画の地形図及

び都市計画情報の閲覧、検索、印刷、修正及び加工が可能なシステムで、都市計画

業務の効率化・合理化を図るための都市計画業務支援システムと来庁者が利用でき

る窓口支援システムからなるものであります。 
     都市計画基本図更新等業務委託の受託者である国際航業株式会社が、本市の使用

形態に対応できるよう仕様に変更を加えて納入しており、そのシステムにも国際航

業株式会社の著作権が及びます。 
           以上のことから、当該システムの保守等メンテナンスを行える者は、これを    

構築した国際航業株式会社だけであり、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項    

第 2 号の規定等により当該業者へ委託をするものであります。 
 
７ 問合わせ先 
     課名：都市計画課      内線：2393 
 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   Ｅ１－１  
 
 
２ 案件名    営繕積算システムＲＩＢＣ２賃貸借 
 
 
３ 案件場所   宝塚市東洋町外地内 
 
 
４ 契約期間   令和６年（２０２４年） ４月 １日 ～ 

   令和７年（２０２５年） ３月３１日 
 
 
５ 契約相手方  
      住所：東京都港区西新橋３－２５－３３ 
      社名：一般財団法人 建築コスト管理システム研究所 
      
 
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 ２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 該当 
 
     （指定理由） 
       「営繕積算システムＲＩＢＣ２」は、公共建築工事の積算業務の合理化・省 

力化を図るため、「営繕積算システム等開発利用協議会」（旧建設省、都道府県 
及び政令指定都市で構成）にて開発された「営繕積算システムＲＩＢＣ」の後 
継システムである。同システムは上記相手方が開発したものであり、賃貸借及 
びサポートについても上記相手方のみが行っているため、随意契約を締結する 
ものである。   

 
 
７．問合わせ先 
     課名：建築営繕課     内線：２３５０  
 



特名随意契約の理由書

１ 案件番号 健せ支委－１

２ 案件名 宝塚市生活困窮者自立相談支援事業業務委託

３ 案件場所 宝塚市東洋町外地内

４ 契約期間 令和６年（２０２４年）４月１日 ～

令和７年（２０２５年）３月３１日

５ 契約相手方 

住所：宝塚市安倉西２丁目１番１号  

社名：社会福祉法人 宝塚市社会福祉協議会

６ 指定理由

（根拠）

地方自治法施行令 第１６７条の２第１項  ２ 号該当

宝塚市契約規則 第２０条第１項 ただし書 号該当

（指定理由）

本事業は、生活困窮者等からの相談に応じ支援を行うものであるが、生活

困窮者等の自立支援については、社会福祉士である相談支援員の知識と経験

を生かし、生活困窮者に寄り添った包括的な支援を継続的に行うことが必要

である。

契約相手方である社会福祉法人宝塚市社会福祉協議会（以下、「市社協」と

いう。）は、社会福祉法第 109 条に定められた法人であり、本事業開始以前よ

り、民生委員・児童委員を中心とした地域の支援者との連携によって、生活

に何らかの課題を抱えている生活困窮者等の相談及び支援に取り組んでいる

団体である。  

また、市域７地区全てに地区センターを設け、地域福祉の推進におけるネ

ットワークを既に構築しており、本事業により配置される相談支援員は、こ

のネットワークを最大限に活用して支援を行っている。

さらに、生活困窮者への支援は長期に亘り継続するケースが多く、生活困窮

者に対する個別的、継続的な支援にあたり、行政機関や関係団体との連携が不

可欠である。

本事業を推進するにあたり、相談支援員に必要とされる専門的知識、技術及

び経験、そして地域資源を活かすことができる団体は市社協以外にはないため

特名随意契約とする。

７ 問合わせ先 

課名：せいかつ支援課 内線２６２２ 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   健せ支委－２  
 
 
２ 案件名    宝塚市就労準備支援事業及び 

生活困窮者自立相談支援事業（就労支援）業務委託 
 
３ 案件場所   宝塚市全域 
 
 
４ 契約期間   令和６年（２０２４年）４月１日 ～ 

   令和７年（２０２５年）３月３１日 
 
 
５ 契約相手方  
      住所：宝塚市栄町２丁目１番１号 ソリオ１ ３Ｆ     
      社名：特定非営利活動法人 宝塚ＮＰＯセンター 
      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第  ２ 号該当   
 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 号該当 
 
     （指定理由） 

就労準備支援事業は、生活困窮者等で日常生活や社会生活上の自立が

不十分であるため、直ちに求職活動を行うことが困難で、就労意欲の喚

起や一般就労に向けた基礎知識の形成に関する支援を必要とする者が対

象である。 
また、自立相談支援事業（就労支援）は、就労に向けた準備が一定以上

整っている者に対して、ハローワークへの同行訪問、面接対策、就労後

のフォローアップなどの支援を行うものであり、前述の就労準備支援事

業と一体的に事業を実施することは、支援の連続性の観点からも円滑な

事業運営を可能とする。 
さらに、国の就労準備支援事業実施要領において、生活困窮者自立支

援制度による就労準備支援事業が行われている場合、被保護者に対する

就労準備支援事業との一体的実施に努めることとされている。 
宝塚ＮＰＯセンター（以下、「当法人」という。）は、厚生労働省より

地域若者サポートステーション事業を受託している市内唯一の団体であ

り、就職困難者の支援に関する専門知識や技術及び豊富な経験を活かし、

被保護者就労準備支援事業を併せて実施できるとともに、一体的・効率

的・円滑な事業運営を行える団体であるため。 
 
７ 問合わせ 

課名：せいかつ支援課          内線：２６２２      



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   健せ支委－３ 
 
 
２ 案件名    宝塚市生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業業務委託 
 
 
３ 案件場所   宝塚市全域 
 
 
４ 契約期間   令和６年（２０２４年）４月 １日 ～ 

   令和７年（２０２５年）３月３１日 
 
５ 契約相手方  
      住所：宝塚市安倉西３丁目１番５号     
      社名：社会福祉法人 希望の家 
      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第 ２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 号該当 
 
     （指定理由） 
          本委託業務は、「貧困の連鎖防止」の観点から、生活保護受給世帯や就

学援助対象世帯等の生活困窮世帯における子どもに対して学習支援を行

うことで、基礎学力や学習意欲の向上を促し、子どもの将来の社会的自

立に寄与することを目的とするものである。 
         契約相手方である社会福祉法人希望の家は、障害福祉施設ならではの

視点を活かし、対人関係が苦手であったり、集団になじめない等の理由

により参加が困難な児童・生徒の対応や当該世帯の生活実態への気づき

など単なる学習支援の提供だけでなく、生活困窮者等世帯に対する配慮

が行き届いている。 
         また、本事業開始時より本事業を委託しており、これまで培ったノウ

ハウを生かし、対象児童・生徒への安定的・継続的な支援を考慮し、当法

人を契約相手方として指定することが望ましい。 
 
 

７ 問合わせ先 
 
        課名：せいかつ支援課          内線：２６２２      



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   宝介保第２４０５号 
 
 
２ 案件名    介護給付適正化支援システム導入業務・運用支援業務委託 
 
 
３ 案件場所   宝塚市東洋町 地内 
 
 
４ 契約期間   令和６年(2024 年)４月１日から令和７年(2025 年)３月３１日まで 
 
 
５ 契約相手方  住所：高知市葛島４－３－３０ 

社名：ジェイエムシー株式会社 
      
６ 指定理由 

（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第 ２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 該当 
 
  （指定理由） 

  介護給付適正化支援システムの導入業務・運用支援については、令和２年度か

ら令和５年度までの４年間、長期継続契約により上記契約相手方が実施している。 
同支援システムの賃貸借に関する契約は、令和６年３月３１日で４年間の賃貸

借期間切れとなるが、本市が求める機能を満たしている現在のシステムを引き続

き利用するため、再度賃貸借契約を締結しようとするにあたり、上記契約相手方

は、同システム及び本市での運用状況を熟知していることから、効率的かつ適正

にシステムの運用支援を継続することができる。 
また、上記契約相手方以外のものがシステムの導入業務・運用支援を行った場

合、責任体制が不明確になり、著しく支障を生じる恐れがある。これらのことか

ら、引き続き業務を委託するものである。 
 
７ 問合わせ先 
     課名：健康福祉部 介護保険課  内線：２５１０ 
 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   宝介保第２４０７号 
 
 
２ 案件名    介護給付適正化支援システム賃貸借及び保守業務 
 
 
３ 案件場所   宝塚市東洋町 地内 
 
 
４ 契約期間   令和６年(2024 年)４月１日から令和７年(2025 年)３月３１日まで 
 
 
５ 契約相手方  住所：高知市葛島４－３－３０ 

社名：ジェイエムシー株式会社 
      
６ 指定理由 

（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第 ２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 該当 
 
  （指定理由） 

  現在稼働している介護給付適正化支援システムの賃貸借に関する契約は、令和

６年（2024 年）３月３１日で賃貸借期間が終了する。 
上記事業者のシステムの導入以来、初めて契約期間の満了に伴う更新の機会を

迎えることとなるが、現行システムを用いての業務遂行が軌道に乗り始めたとこ

ろ、今のタイミングで新システムへ更新を行えば、かえって業務効率を損なうこ

ととなる。 
令和６年度については、現行システムを継続使用することが望ましいと判断し、

現賃貸人との再リース契約を行う。 
 
７ 問合わせ先 
     課名：健康福祉部 介護保険課  内線：２５１０ 
 



特名随意契約の理由書 

 

１ 案件番号   宝介保第１５号 

 

２ 案件名    高齢者生活機能評価等業務委託（運動機能向上型） 

 

３ 案件場所   宝塚市 市内一円 地内 

 

４ 契約期間   令和６年（２０２４年）４月 １日 から 

         令和７年（２０２５年）３月３１日 まで 

 

５ 契約相手方  住所：宝塚市小浜４－５－６ 

社名：一般財団法人 宝塚市保健福祉サービス公社 

 

６ 指定理由 

（根拠） 

    地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 第２ 号該当 

    宝塚市契約規則   第２０条第１号ただし書該当 

 

（指定理由） 

     本件委託業務は、介護保険法第 115 条の 45 第 1 項第 1号に定める介護予防・日

常生活支援総合事業におけるサービス類型の一つとして、宝塚市介護予防・日常

生活支援総合事業の実施に関する規則第 3 条に定める訪問型サービスＣ事業を実

施する業務である。訪問型サービスＣ事業は、介護保険法施行規則第 140 条の 62

の 3 第 2 項に定める基準に従って、リハビリテーション専門職（以下、専門職と

いう。）がサービス利用者の自宅を訪問し、生活機能や生活環境を評価した上で、

介護予防に向けた改善の提案や助言を行うものであることから、本件委託業務を

受けるためには、①介護保険法施行規則の基準を遵守すること、②市内に専門職

を派遣することができること、③介護予防に対する理解と経験が十分であること、

の要件を満たす必要がある。 

     一般財団法人宝塚市保健福祉サービス公社は、総合事業の訪問型サービスを既

に実施しており、基準を遵守することが可能である。また、市内に専門職を派遣

することができる法人は、多数の専門職を雇用している病院又は介護老人保健施

設等に限られる中、同法人は、介護老人保健施設を運営し、多数の専門職を雇用

していることから、専門職を派遣することができる。さらに、本市との協定に基

づき、本市の介護予防の取組の一つであるいきいき百歳体操へ専門職を派遣する

など、本市の目指す介護予防に対する理解と経験が十分である。 

     したがって、契約の目的及び性質に照らして、上記要件を満たす同法人を相手

方と特定して契約を締結する。 

 

７ 問い合わせ先 

     課名：介護保険課   内線：２１５４ 



 

特名随意契約の理由書 
 
１ 案件番号   宝介保第２３９６号 
 
２ 案件名    新規申請に係る要介護認定調査業務委託 
 
３ 案件場所   宝塚市内一円外 地内 
 
４ 契約期間   令和６年（2024 年）４月１日～令和７年（2025 年）３月３１日 
 
５ 契約相手方  住所：宝塚市小浜４－５－６     
          社名：一般財団法人宝塚市保健福祉サービス公社   
      
６ 指定理由 
 （根拠） 
     介護保険法     第２４条の２第１項第２号、同法第２７条第２項該当 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項２号該当 
     宝塚市契約規則   第２０条第２項第４号該当 
    
      介護保険法第２７条第２項の規定により、新規の要介護認定申請に係る認定

調査については、市町村が行うこととし、例外として、同法第２４条の２第１

項で指定市町村事務受託法人（以下、「事務受託法人」）に委託できると規定

されている。本市では認定調査を行う専門的な知識を有する職員が配置されて

いないため、介護保険制度創設当初から事務受託法人による調査を行っている。 
      事務受託法人として兵庫県の指定を受けているのは、公益財団法人こうべ市

民福祉振興協会（神戸市）・社会福祉法人小野市社会福祉協議会（小野市）・

公益財団法人加古川総合保健センター（加古川市）・一般財団法人宝塚市保健

福祉サービス公社（宝塚市）・株式会社アール・ツーエス（西宮市）であり、

市内では一般財団法人宝塚市保健福祉サービス公社のみである。 

      近隣市の事務受託法人である、こうべ市民福祉振興協会と株式会社アール・

ツーエスは、神戸市および西宮市と当該調査の委託契約を締結しており、人員

体制等により本市と契約することはできない。 

契約相手方である宝塚市保健福祉サービス公社は、調査責任者および専任で

認定調査に従事する介護支援専門員が配置され、日々の認定申請に早急に対応

できる体制が確保できている。また、研修等で調査基準を熟知した調査員によ

る正確・公平な調査が保障されている。よって、宝塚市契約規則第２０条第２

項第４号に基づき上記契約相手方と特名随意契約とするものである。 

        
７ 問合わせ先 
  課名：介護保険課  内線：２５１１ 
     



特名随意契約の理由書 
 
１ 案件番号   宝介保第２３９９号（－１～４） 
 
２ 案件名    新規申請（他市依頼分）に係る要介護認定調査業務委託 
 
３ 案件場所   宝塚市内一円 地内 
 
４ 契約期間   令和６年（2024 年）４月１日～令和７年（2025 年）３月３１日 
 
５ 契約相手方  
          住所： 宝塚市小浜４－５－６     
          社名： 一般財団法人宝塚市保健福祉サービス公社   
      

住所： 宝塚市安倉西２丁目１番１号     
          社名： 社会福祉法人宝塚市社会福祉協議会 
 
         住所： 静岡県浜松市中央区元城町２１８番地２６ 
         社名： 社会福祉法人聖隷福祉事業団 
  
         住所： 宝塚市大原野字南穴虫１－２５３ 
         社名： 社会福祉法人宝成会 
 
６ 指定理由 
 （根拠） 
     介護保険法     第２４条の２第１項第２号、同法第２７条第２項該当 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項２号該当 
     宝塚市契約規則   第２０条第２項第４号該当 
 
      介護保険法第２７条第２項の規定により、新規の要介護認定申請に係る認定

調査については、市町村が行うこととし、例外として、同法第２４条の２第１

項で指定市町村事務受託法人（以下、「事務受託法人」）に委託できると規定

されている。本市では認定調査を行う専門的な知識を有する職員が配置されて

いないため、介護保険制度創設当初から事務受託法人による調査を行っている。 
      事務受託法人として兵庫県の指定を受けているのは、公益財団法人こうべ市

民福祉振興協会（神戸市）・社会福祉法人小野市社会福祉協議会（小野市）・

公益財団法人加古川総合保健センター（加古川市）・一般財団法人宝塚市保健

福祉サービス公社（宝塚市）・株式会社アール・ツーエス（西宮市）であり、

市内では一般財団法人宝塚市保健福祉サービス公社のみである。 

      近隣市の事務受託法人である、こうべ市民福祉振興協会と株式会社アール・

ツーエスは、神戸市および西宮市と当該調査の委託契約を締結しており、人員

体制等により本市と契約することはできない。 

契約相手方である宝塚市保健福祉サービス公社は、調査責任者および専任で

認定調査に従事する介護支援専門員が配置され、日々の認定申請に早急に対応

できる体制が確保できている。また、研修等で調査基準を熟知した調査員によ

る正確・公平な調査が保障されている。よって、宝塚市契約規則第２０条第２

項第４号に基づき上記契約相手方と特名随意契約とするものである。 

        
 
７ 問合わせ先   

課名：介護保険課  内線：２５２０ 
 



特名随意契約の理由書 
 
１ 案件番号   宝介保第２４００号 
 
２ 案件名    新規申請（他市依頼分）に係る要介護認定調査業務委託 
 
３ 案件場所   宝塚市内一円 地内 
 
４ 契約期間   令和６年（2024 年）４月１日～令和７年（2025 年）３月３１日 
 
５ 契約相手方  
          住所： 宝塚市小浜４－５－６     
          社名： 一般財団法人宝塚市保健福祉サービス公社   
      
６ 指定理由 
 （根拠） 
     介護保険法     第２４条の２第１項第２号、同法第２７条第２項該当 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項２号該当 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項ただし書該当 
 
      介護保険法第２７条第２項の規定により、新規の要介護認定申請に係る認定

調査については、市町村が行うこととし、例外として、同法第２４条の２第１

項で指定市町村事務受託法人（以下、「事務受託法人」）に委託できると規定

されている。本市では認定調査を行う専門的な知識を有する職員が配置されて

いないため、介護保険制度創設当初から事務受託法人による調査を行っている。 
      事務受託法人として兵庫県の指定を受けているのは、公益財団法人こうべ市

民福祉振興協会（神戸市）・社会福祉法人小野市社会福祉協議会（小野市）・

公益財団法人加古川総合保健センター（加古川市）・一般財団法人宝塚市保健

福祉サービス公社（宝塚市）・株式会社アール・ツーエス（西宮市）であり、

市内では一般財団法人宝塚市保健福祉サービス公社のみである。 

      近隣市の事務受託法人である、こうべ市民福祉振興協会と株式会社アール・

ツーエスは、神戸市および西宮市と当該調査の委託契約を締結しており、人員

体制等により本市と契約することはできない。 

契約相手方である宝塚市保健福祉サービス公社は、調査責任者および専任で

認定調査に従事する介護支援専門員が配置され、日々の認定申請に早急に対応

できる体制が確保できている。また、研修等で調査基準を熟知した調査員によ

る正確・公平な調査が保障されている。よって、宝塚市契約規則第２０条第１

項ただし書に基づき上記契約相手方と特名随意契約とするものである。 

        
 
７ 問合わせ先   

課名：介護保険課  内線：２５２０ 
 
 
 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   障委－２ 

 
 
２ 案件名    宝塚市ピアサポート事業業務委託 
 
 
３ 案件場所   宝塚市安倉西２丁目外地内 
 
 
４ 契約期間   令和６年（２０２４年）４月 １日から 

 令和７年（２０２５年）３月３１日まで 
 
 
５ 契約相手方  住所：宝塚市安倉西２丁目１番１号 
          社名：社会福祉法人宝塚市社会福祉協議会 
 
      
６ 指定理由 

（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第 ２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則  第２０条第１項ただし書該当 
 
     （指定理由） 

本件の履行においては、自ら障碍
がい

や疾病の経験を持ち、その経験を生かしなが 

ら、他の障碍や疾病のある発達障碍を含めた障碍者及び障碍児のための支援を行 

うことができる体制が求められる。 

上記法人は、ピアサポーターによる面談、ピアサポートサロンの実施、ピアサ 

ポーターの養成やピアサポート活動のコーディネートを行うなどの実績がある。 

さらに、ピアサポート事業に関する環境が整備できている業者は上記法人をおい 

て他にないことから、随意契約の相手方とする。 
 

                         
７ 問合わせ先   課名：障碍

がい

福祉課      内線：２５４０  
 



特名随意契約の理由書 
 
 

１ 案件番号   障賃 – ３  
 
 
２ 案件名    地域生活支援事業給付費請求審査システム賃貸借契約 
 
 
３ 案件場所   宝塚市東洋町 地内 
 
 
４ 契約期間   令和６年（２０２４年）４月 １日 から 

 令和７年（２０２５年）３月３１日 まで 
 
 
５ 契約相手方  住所：枚方市牧野本町２－１－１２       
          社名：株式会社 ＰＳＢ     
      
 
６ 指定理由 

（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第 ２ 号該当 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 該当 
 

（指定理由） 
対象物件は、地域生活支援事業（移動支援・日中一時支援）の請求審査用のソフト

ウエアーである。対象物件を使用することにより、正確かつ迅速に請求内容を審査す

ることが可能となる。上記業者は、著作権者としてソフトウエアーの仕様等を熟知し

ており、トラブル発生時の迅速な復旧が可能となり、当課の業務円滑な遂行が期待で

きることや、制度改正等にも柔軟に対応が可能である。 
                  
 

７ 問合わせ先   課名：障碍
がい

福祉課   内線：２５４０ 
  
                                 
                 
      
 



特名随意契約の理由書 
 
 

１ 案件番号   障賃 – ５  
 
 
２ 案件名    障害福祉業務総合支援ソフト賃貸借契約 
 
 
３ 案件場所   宝塚市東洋町 地内 
 
 
４ 契約期間   令和６年（２０２４年）４月 １日 から 

令和７年（２０２５年）３月３１日 まで 
 
 
５ 契約相手方  住所：福岡県大野城市川久保３丁目１番２３号      
         社名：株式会社 ニック     
      
 
６ 指定理由 

（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第 ２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則  第２０条１項 ただし書 該当 
 

（指定理由） 
（１）上記ソフトウェアは、支払業務を委託している国民健康保険連合会からのデー

タを活用し請求審査を行うため、導入にあたり既存システムの大改修を行う必要

が無く、早期かつ安定的に稼動できる。 

（２）（１）に該当するソフトウェアを取り扱っている事業者が、上記契約相手方以

外にない。 

 
 

７ 問合わせ先   課名：障碍
がい

福祉課   内線：2540 
  
                                 
                 
      
 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   障委－ ８ 
 
 
２ 案件名    宝塚市視覚障碍

がい

者生活訓練事業委託 
 
 
３ 履行場所   宝塚市市内一円 地内 
 
４ 履行期間   令和６年（２０２４年）４月１日から 
         令和７年（２０２５年）３月３１日まで 
 
５ 契約相手方  
      住所：大阪市鶴見区今津中２丁目４番３７号     
      社名：社会福祉法人 日本ライトハウス 
      
 
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第  2 号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項ただし書該当 
 
     （指定理由） 

① 上記法人は、９０年を超える歴史を有し、視覚障碍
がい

者の福祉を目的とする        

社会福祉法人では草分け的な団体であり、視覚障碍
がい

者のリハビリテーショ

ン等に関し、専門知識、技術及び豊富な経験を有すること。 

② この契約の目的である生活訓練事業と同様の事業を実施している社会福祉

法人が見当たらないこと。 

③ 上記法人は、この契約の受託者として、これまでの成績が優秀であること。 

                 
 
７ 問合わせ先 

     課名：障碍
がい

福祉課 内線： ２５４２    
 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   障委－９  
 
 
２ 案件名    宝塚市障碍

がい

者就労支援事業委託 
 
  
３ 案件場所   宝塚市 売布東の町 地内 
 
 
４ 契約期間   令和６年（２０２４年）４月 １日 から  

令和７年（２０２５年）３月３１日 まで 
 
 
５ 契約相手方  住所：宝塚市安倉西３丁目１番５号 

社名：社会福祉法人宝塚さざんか福祉会 
 
 
６ 指定理由 

（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第 ２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則  第２０条第１項ただし書該当 
 
     （指定理由） 

本件の履行においては、就職に向けた準備、就職活動、職場定着及び離職

後の再支援等、一人の障碍
がい

者に対して深く関わる必要があり、身体障碍
がい

、知

的障碍
がい

、精神障碍
がい

、発達障碍
がい

等の障碍
がい

特性を理解し、それぞれに適した支援

を行うことができる体制が求められる。 

上記法人は平成６年度から障害者支援施設等に職域開発指導員を配置し、

多数の障碍
がい

者を支援の上、就職に導いた実績があり、障碍
がい

者の就労に関する

専門知識と豊富な経験を有している。さらに、ハローワークや企業との連携

体制も構築されており、就労支援、ジョブコーチによる職場定着支援に特化

した相談員を配置している業者は上記法人をおいて他にないことから、随意

契約の相手方とする。 
 
                                

７ 問合わせ先   課名：障碍
がい

福祉課   内線：２５４０      
 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   障委－１９ 
 
 

２ 案件名    宝塚市高齢者・障碍
がい

者権利擁護支援センター運営業務委託 
 
 
３ 案件場所   宝塚市弥生町外地内 
 
 
４ 契約期間   令和６年（２０２４年）４月 １日から 

令和７年（２０２５年）３月３１日まで 
 

  
５ 契約相手方  住所：静岡県浜松市中区元城町２１８番地２６ 

社名：社会福祉法人聖隷福祉事業団 
 
      
６ 指定理由 

（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 ２ 号該当 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 該当 
 
     （指定理由） 

   本業務は、高齢者及び障碍
がい

者の権利を尊重し、かつ擁護し地域社会でその人らし   

く安心して暮らせるようにするため、高齢者及び障碍
がい

者の権利擁護に関する総合的   

な相談支援等を行う宝塚市高齢者・障碍
がい

者権利擁護支援センターの運営を委託する   

ものである。 

令和２年度に行った本案件の公募型プロポーザルは、業務内容に問題がなければ

翌年度以降も継続して契約するというものであり、受注者となった上記相手方は、

年度を通して問題なく業務を遂行したため、引き続き随意契約を締結する。 

                
 

７ 問合わせ先   課名：障碍
がい

福祉課 内線：２７０５ 



特名随意契約の理由書 

 

１ 案件番号   障委－１２   

 

２ 案件名    宝塚市相談支援等事業委託  

 

３ 案件場所   宝塚市口谷東３丁目外地内 

 

４ 契約期間   令和６年（２０２４年）４月 １日から 

 令和７年（２０２５年）３月３１日まで 

 

５  契約相手方  住所：宝塚市安倉西３丁目１番５号 

           社名： 社会福祉法人 宝塚さざんか福祉会 

                

６ 指定理由 

（根拠） 

     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 ２ 号該当 

     宝塚市契約規則  第２０条第１項 ただし書 該当 

 

     （指定理由） 

本委託業務は、障碍
が い

者等からの相談に応じる障害者相談支援事

業及び障碍
が い

者虐待に関する通報等を受理する障害者虐待防止セ

ンターが行う業務を委託するものである。 

障害者相談支援事業については、障害者総合支援法による地

域生活支援事業の市町村必須事業であり、常勤の相談支援専門

員が配置されている指定一般相談支援事業者等への委託が可能

とされている。 

本市においては、障碍
が い

のある人等からの相談に応じるととも

に情報の提供や援助を行い、自立した社会生活を支援するため、

市内 7 地区に設置する事業所に相談支援事業を委託することと

しており、常勤の相談支援専門員を配置し、兵庫県知事の指定

一般相談支援事業者の指定を受けている事業者は該当法人以外に

いないため、引き続き、当該法人を特名随意契約の相手方とする。 

               障害者虐待防止センターが行う業務については、日常的に障碍
が い

のある人 

等からの相談に応じる相談支援事業と一体的に行うことが障碍
が い

者虐待への 

対応を効果的に行うことができるため、併せて委託する。 

 

                                      

７ 問合わせ先   課名：障碍
が い

福祉課     内線：２７０５     

 

 



特名随意契約の理由書 

 

１ 案件番号   障委－１３   

 

２ 案件名    宝塚市相談支援等事業委託  

 

３ 案件場所   宝塚市逆瀬川１丁目外地内 

 

４ 契約期間   令和６年（２０２４年）４月 １日から 

 令和７年（２０２５年）３月３１日まで 

 

５  契約相手方  住所：宝塚市玉瀬字田畠１０番地 

社名： 社会福祉法人 希望の家    

                

６ 指定理由 

（根拠） 

     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 ２ 号該当 

     宝塚市契約規則  第２０条第１項 ただし書 該当 

 

     （指定理由） 

本委託業務は、障碍
が い

者等からの相談に応じる障害者相談支援事

業及び障碍
が い

者虐待に関する通報等を受理する障害者虐待防止セ

ンターが行う業務を委託するものである。 

障害者相談支援事業については、障害者総合支援法による地

域生活支援事業の市町村必須事業であり、常勤の相談支援専門

員が配置されている指定一般相談支援事業者等への委託が可能

とされている。 

本市においては、障碍
が い

のある人等からの相談に応じるととも

に情報の提供や援助を行い、自立した社会生活を支援するため、

市内 7 地区に設置する事業所に相談支援事業を委託することと

しており、常勤の相談支援専門員を配置し、兵庫県知事の指定

一般相談支援事業者の指定を受けている事業者は該当法人以外に

いないため、引き続き、当該法人を特名随意契約の相手方とする。 

               障害者虐待防止センターが行う業務については、日常的に障碍
が い

のある人 

等からの相談に応じる相談支援事業と一体的に行うことが障碍
が い

者虐待への 

対応を効果的に行うことができるため、併せて委託する。 

 

                                      

７ 問合わせ先   課名：障碍
が い

福祉課     内線：２７０５     

    

 



特名随意契約の理由書 

 

１ 案件番号   障委－２５   

 

２ 案件名    宝塚市相談支援等事業委託  

 

３ 案件場所   宝塚市御殿山２丁目外地内 

 

４ 契約期間   令和６年（２０２４年）４月 １日から 

 令和７年（２０２５年）３月３１日まで 

 

５  契約相手方  住所：宝塚市小浜４丁目５番６号 

社名： 一般社団法人 宝塚市保健福祉サービス公社   

                

６ 指定理由 

（根拠） 

     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 ２ 号該当 

     宝塚市契約規則  第２０条第１項 ただし書 該当 

 

     （指定理由） 

本委託業務は、障碍
が い

者等からの相談に応じる障害者相談支援事

業及び障碍
が い

者虐待に関する通報等を受理する障害者虐待防止セ

ンターが行う業務を委託するものである。 

障害者相談支援事業については、障害者総合支援法による地

域生活支援事業の市町村必須事業であり、常勤の相談支援専門

員が配置されている指定一般相談支援事業者等への委託が可能

とされている。 

本市においては、障碍
が い

のある人等からの相談に応じるととも

に情報の提供や援助を行い、自立した社会生活を支援するため、

市内 7 地区に設置する事業所に相談支援事業を委託することと

しており、常勤の相談支援専門員を配置し、兵庫県知事の指定

一般相談支援事業者の指定を受けている事業者は該当法人以外に

いないため、引き続き、当該法人を特名随意契約の相手方とする。 

               障害者虐待防止センターが行う業務については、日常的に障碍
が い

のある人 

等からの相談に応じる相談支援事業と一体的に行うことが障碍
が い

者虐待への 

対応を効果的に行うことができるため、併せて委託する。 

 

                                      

７ 問合わせ先   課名：障碍
が い

福祉課     内線：２７０５     

 

     



 特名随意契約の理由書 

 

１ 案件番号   障委－２６   

  

２ 案件名    宝塚市相談支援等事業委託  

 

３ 案件場所   宝塚市切畑字長尾山外地内 

 

４ 契約期間   令和６年（２０２４年）４月 １日から 

 令和７年（２０２５年）３月３１日まで 

 

５  契約相手方  住所：静岡県浜松市中区元城町２１８番地２６ 

社名： 社会福祉法人 聖隷福祉事業団    

                

６ 指定理由 

（根拠） 

     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 ２ 号該当 

     宝塚市契約規則  第２０条第１項 ただし書 該当 

 

     （指定理由） 

本委託業務は、障碍
が い

者等からの相談に応じる障害者相談支援事

業及び障碍
が い

者虐待に関する通報等を受理する障害者虐待防止セ

ンターが行う業務を委託するものである。 

障害者相談支援事業については、障害者総合支援法による地

域生活支援事業の市町村必須事業であり、常勤の相談支援専門

員が配置されている指定一般相談支援事業者等への委託が可能

とされている。 

本市においては、障碍
が い

のある人等からの相談に応じるととも

に情報の提供や援助を行い、自立した社会生活を支援するため、

市内 7 地区に設置する事業所に相談支援事業を委託することと

しており、常勤の相談支援専門員を配置し、兵庫県知事の指定

一般相談支援事業者の指定を受けている事業者は該当法人以外に

いないため、引き続き、当該法人を特名随意契約の相手方とする。 

               障害者虐待防止センターが行う業務については、日常的に障碍
が い

のある人 

等からの相談に応じる相談支援事業と一体的に行うことが障碍
が い

者虐待への 

対応を効果的に行うことができるため、併せて委託する。 

 

                                      

７ 問合わせ先   課名：障碍
が い

福祉課     内線：２７０５     

 

     



特名随意契約の理由書 

 

１ 案件番号   障委－２７   

 

２ 案件名    宝塚市相談支援等事業委託  

 

３ 案件場所   宝塚市安倉西２丁目外地内 

 

４ 契約期間   令和６年（２０２４年）４月 １日から 

 令和７年（２０２５年）３月３１日まで 

 

５  契約相手方  住所：宝塚市安倉西２丁目１番１号 

社名： 社会福祉法人 宝塚市社会福祉協議会 

                

６ 指定理由 

（根拠） 

     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 ２ 号該当 

     宝塚市契約規則  第２０条第１項 ただし書 該当 

 

     （指定理由） 

本委託業務は、障碍
が い

者等からの相談に応じる障害者相談支援事

業及び障碍
が い

者虐待に関する通報等を受理する障害者虐待防止セ

ンターが行う業務を委託するものである。 

障害者相談支援事業については、障害者総合支援法による地

域生活支援事業の市町村必須事業であり、常勤の相談支援専門

員が配置されている指定一般相談支援事業者等への委託が可能

とされている。 

本市においては、障碍
が い

のある人等からの相談に応じるととも

に情報の提供や援助を行い、自立した社会生活を支援するため、

市内 7 地区に設置する事業所に相談支援事業を委託することと

しており、常勤の相談支援専門員を配置し、兵庫県知事の指定

一般相談支援事業者の指定を受けている事業者は該当法人以外に

いないため、引き続き、当該法人を特名随意契約の相手方とする。 

               障害者虐待防止センターが行う業務については、日常的に障碍
が い

のある人 

等からの相談に応じる相談支援事業と一体的に行うことが障碍
が い

者虐待への 

対応を効果的に行うことができるため、併せて委託する。 

 

                                      

７ 問合わせ先   課名：障碍
が い

福祉課     内線：２７０５     

 

 



特名随意契約の理由書 

 

１ 案件番号   障委－３２   

 

２ 案件名    宝塚市相談支援等事業委託  

 

３ 案件場所   宝塚市東洋町外地内 

 

４ 契約期間   令和６年（２０２４年）４月 １日から 

 令和７年（２０２５年）３月３１日まで 

 

５  契約相手方  住所：西宮市山口町下山口１６５０番地２６ 

社名： 社会福祉法人 阪神福祉事業団 

                

６ 指定理由 

（根拠） 

     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 ２ 号該当 

     宝塚市契約規則  第２０条第１項 ただし書 該当 

 

     （指定理由） 

本委託業務は、障碍
が い

者等からの相談に応じる障害者相談支援事

業及び障碍
が い

者虐待に関する通報等を受理する障害者虐待防止セ

ンターが行う業務を委託するものである。 

障害者相談支援事業については、障害者総合支援法による地

域生活支援事業の市町村必須事業であり、常勤の相談支援専門

員が配置されている指定一般相談支援事業者等への委託が可能

とされている。 

本市においては、障碍
が い

のある人等からの相談に応じるととも

に情報の提供や援助を行い、自立した社会生活を支援するため、

市内 7 地区に設置する事業所に相談支援事業を委託することと

しており、常勤の相談支援専門員を配置し、兵庫県知事の指定

一般相談支援事業者の指定を受けている事業者は該当法人以外に

いないため、引き続き、当該法人を特名随意契約の相手方とする。 

               障害者虐待防止センターが行う業務については、日常的に障碍
が い

のある人 

等からの相談に応じる相談支援事業と一体的に行うことが障碍
が い

者虐待への 

対応を効果的に行うことができるため、併せて委託する。 

 

                                      

７ 問合わせ先   課名：障碍
が い

福祉課     内線：２７０５     

 

      



特名随意契約の理由書 

 

１ 案件番号   障委－３３   

 

２ 案件名    宝塚市相談支援等事業委託  

 

３ 案件場所   宝塚市玉瀬字田畑外地内 

 

４ 契約期間   令和６年（２０２４年）４月 １日から 

 令和７年（２０２５年）３月３１日まで 

 

５  契約相手方  住所：宝塚市玉瀬字田畑１０番地 

社名： 社会福祉法人 希望の家    

                

６ 指定理由 

（根拠） 

     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 ２ 号該当 

     宝塚市契約規則  第２０条第１項 ただし書 該当 

 

     （指定理由） 

本委託業務は、障碍
が い

者等からの相談に応じる障害者相談支援事

業及び障碍
が い

者虐待に関する通報等を受理する障害者虐待防止セ

ンターが行う業務を委託するものである。 

障害者相談支援事業については、障害者総合支援法による地

域生活支援事業の市町村必須事業であり、常勤の相談支援専門

員が配置されている指定一般相談支援事業者等への委託が可能

とされている。 

本市においては、障碍
が い

のある人等からの相談に応じるととも

に情報の提供や援助を行い、自立した社会生活を支援するため、

市内 7 地区に設置する事業所に相談支援事業を委託することと

しており、常勤の相談支援専門員を配置し、兵庫県知事の指定

一般相談支援事業者の指定を受けている事業者は該当法人以外に

いないため、引き続き、当該法人を特名随意契約の相手方とする。 

               障害者虐待防止センターが行う業務については、日常的に障碍
が い

のある人 

等からの相談に応じる相談支援事業と一体的に行うことが障碍
が い

者虐待への 

対応を効果的に行うことができるため、併せて委託する。 

 

                                      

７ 問合わせ先   課名：障碍
が い

福祉課     内線：２７０５     

 



特名随意契約の理由書

１ 案件番号 健福生委－１

２ 案件名 生活保護システム保守管理業務委託

３ 案件場所 宝塚市東洋町地内

４ 契約期間 令和６年（２０２４年）４月１日 から

令和７年（２０２５年）３月３１日

５ 契約相手方 住所： 秋田市南通築地１５－３２

社名： 北日本コンピューターサービス株式会社

６ 指定理由

（根拠）

地方自治法施行令 第１６７条の２第１項第 ２ 号該当

宝塚市契約規則 第２０条第１項ただし書 該当

（指定理由）

 システムに関する作業等については、現在使用しているソフトの著作権を保

有している上記業者以外は当業務の実施ができないため

７ 問合わせ先

 課名： 生活援護課  内線：２６１８



特名随意契約の理由書

１ 委託番号 健長委Ｒ６－１

２ 案件名 宝塚市肺がん個別検診業務委託（長期継続契約）

３ 案件場所 宝塚市 市内一円 地内

４ 契約期間 令和６年（2024 年）４月１日～令和８年（2026 年）３月３１日 

５ 契約相手方 

住所：宝塚市小浜４丁目５番４号

社名：一般社団法人宝塚市医師会

６ 指定理由

（根拠）

健康増進法 第１９条の２該当

地方自治法施行令 第１６７条の２第１項２号該当

宝塚市契約規則  第２０条第２項第４号該当

（指定理由）

本業務は、健康増進法第１９条の２に基づく、がん検診事業のひとつであり、

その業務は、市民の医療、健康にかかわるニーズに対して、公平かつ効率的な

サービスの提供が求められています。その資格を有し、全市的な体制を整え、

信頼性に足る医療機関に委託することが条件となるものです。

また「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針（健発第０３３

１０５８号）」において、地域医師会及び検診実施機関等関係者と十分協議を行

い地域における実施体制の整備に努める」こととなっています。

 一般社団法人宝塚市医師会は、地域医師会でありその会員が市内全域をカバ

ーする法人で、長期にわたり市民の健康増進に寄与しており、市民の信頼性も

高く、実績も過去の本市業務委託のとおりです。また、医療情報に関する連携

体制も充実していることから、特名随意契約を行うものです。

７ 担当課 健康推進課 内線 ２８６８



特名随意契約の理由書 
 
１ 委託番号  健長委Ｒ６－２ 
 
 
２ 案件名   宝塚市大腸がん個別検診業務委託（長期継続契約） 
 
 
３ 案件場所  宝塚市 市内一円 地内 
 
 
４ 契約期間  令和６年（2024 年）４月１日～令和８年（2026 年）３月３１日 
 
 
５ 契約相手方  
      住所：宝塚市小浜４丁目５番４号 
      社名：一般社団法人宝塚市医師会 
 
 
６ 指定理由 

（根拠）  
健康増進法     第１９条の２該当 

     地方自治法施行令   第１６７条の２第１項２号該当 
宝塚市契約規則    第２０条第２項第４号該当 

 
  （指定理由） 

本業務は、健康増進法第１９条の２に基づく、がん検診事業のひとつであ

り、その業務は、市民の医療、健康にかかわるニーズに対して、公平かつ効

率的なサービスの提供が求められています。その資格を有し、全市的な体制

を整え、信頼性に足る医療機関に委託することが条件となるものです。 
また「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針（健発第０３

３１０５８号）」において、地域医師会及び検診実施機関等関係者と十分協議

を行い地域における実施体制の整備に努める」こととなっています。 
一般社団法人宝塚市医師会は、地域医師会でありその会員が市内全域をカ

バーする法人で、長期にわたり市民の健康増進に寄与しており、市民の信頼

性も高く、実績も過去の本市業務委託のとおりです。また、医療情報に関す

る連携体制も充実していることから、特名随意契約を行うものです。 
 
７ 担当課  健康推進課 内線２８６８ 



特名随意契約の理由書 
 
１ 委託番号  健長委Ｒ６－３ 
 
 
２ 案件名   宝塚市子宮頸がん個別検診業務委託（長期継続契約） 
 
 
３ 案件場所  宝塚市 市内一円 地内 
 
 
４ 契約期間  令和６年（2024 年）４月１日～令和８年（2026 年）３月３１日 
 
 
５ 契約相手方  
      住所：宝塚市小浜４丁目５番４号 
      社名：一般社団法人宝塚市医師会 
 
 
６ 指定理由 

（根拠） 
健康増進法         第１９条の２該当 

     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項２号該当 
     宝塚市契約規則   第２０条第２項第４号該当 
 
  （指定理由）   

本業務は、健康増進法第１９条の２に基づくがん検診事業のひとつであ

り、その業務は、市民の医療、健康に関わるニーズに対して、公平かつ効率

的なサービスの提供が求められています。その資格を有し、全市的な体制を

整え、信頼性に足る医療機関に委託することが条件となるものです。また、

「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針（健発第０３３１０

５８号）」において、地域医師会及び検診実施機関等関係者と十分協議を行い

地域における実施体制の整備に努める」こととなっています。 
一般社団法人宝塚市医師会は、地域医師会であり、その会員が市内全域をカ

バーする法人で、長期にわたり市民の健康増進に寄与しており、市民の信頼性

も高く、実績も過去の本市業務委託のとおりです。また、医療情報に関する連

携体制も充実していることから、特名随意契約を行うものです。 
 
７ 問合せ先   
 

課名：健康推進課  内線（２８６８） 
 
 
 



特名随意契約の理由書 
 
１ 委託番号  健長委Ｒ６－４ 
 
 
２ 案件名   宝塚市乳がん個別検診業務委託（長期継続契約） 
 
 
３ 案件場所  宝塚市 市内一円 地内 
 
 
４ 契約期間  令和６年（2024 年）４月１日～令和８年（2026 年）３月３１日 
 
 
５ 契約相手方  
      住所：宝塚市小浜４丁目５番４号 
      社名：一般社団法人宝塚市医師会 
 
 
６ 指定理由 

（根拠）  
健康増進法     第１９条の２該当 

     地方自治法施行令   第１６７条の２第１項２号該当 
宝塚市契約規則    第２０条第２項第４号該当 

 
  （指定理由）   

本業務は、健康増進法第１９条の２に基づく、がん検診事業のひとつで

あり、その業務は、市民の医療、健康にかかわるニーズに対して、公平か

つ効率的なサービスの提供が求められています。その資格を有し、全市的

な体制を整え、信頼性に足る医療機関に委託することが条件となるもので

す。また「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針（健発第

０３３１０５８号）」において、地域医師会及び検診実施機関等関係者と十

分協議を行い地域における実施体制の整備に努める」こととなっていま

す。 
      一般社団法人宝塚市医師会は、地域医師会であり、その会員が市内全域

をカバーする法人で、長期にわたり市民の健康増進に寄与しており、市民

の信頼性も高く、実績も過去の本市業務委託のとおりです。また、医療情

報に関する連携体制も充実していることから、特名随意契約を行うもので

す。 
 
 
７ 問合せ先  課名：健康推進課    内線：２８６８ 
 



特名随意契約の理由書 
 
１ 案件番号  健長委Ｒ６－５ 
 
２ 案件名   宝塚市肝炎ウイルス個別検診業務委託（長期継続契約） 
 
 
３ 案件場所  宝塚市 市内一円 地内 
 
 
４ 契約期間   令和６年（2024 年）４月１日～令和８年（2026 年）３月３１日 
 
 
５ 契約相手方  
      住所：宝塚市小浜４丁目５番４号 
      社名：一般社団法人宝塚市医師会 
 
 
６ 指定理由 

（根拠）  健康増進法     第１７条第１項及び第１９条の２該当 
地方自治法施行令   第１６７条の２第１項２号該当 
宝塚市契約規則    第２０条第２項第４号該当 

 
   （指定理由） 本業務は、健康増進法第１７条第１項及び第１９条の２にもとづい

て市が実施するとされている事業のひとつであり、その業務は、市民

の医療、健康にかかわるニーズに対して、公平かつ効率的なサービス

の提供が求められています。その資格を有し、全市的な体制を整え、

信頼性に足る医療機関に委託することが条件となるものです。また、

健康増進法において、地域医師会及び検診実施機関等関係者と十分協

議を行い地域における実施体制の整備に努めることとなっています。 
          一般社団法人宝塚市医師会は、地域医師会でありその会員が市内

全域をカバーする法人で、長期にわたり市民の健康増進に寄与してお

り、市民の信頼性も高く、実績も過去の本市業務委託のとおりです。

また、医療情報に関する連携体制も充実していることから、特名随意

契約を行うものです。 
 
７ 担当課  健康推進課 内線２８６８ 



特名随意契約の理由書 
 
１ 委託番号  健長委Ｒ６－６ 

 
 
２ 案件名   宝塚市前立腺がん個別検診業務委託（長期継続契約） 
 
 
３ 案件場所  宝塚市 市内一円 地内 
 
 
４ 契約期間  令和６年（2024 年）４月１日～令和８年（2026 年）３月３１日 
 
 
５ 契約相手方  
      住所：宝塚市小浜４丁目５番４号 
      社名：一般社団法人宝塚市医師会 
 
 
６ 指定理由 

（根拠）地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第２号該当 
宝塚市契約規則     第２０条第２項第４号該当 

 
（指定理由）  

本業務は、がん検診事業のひとつであり、その業務は、市民の医療、健康にかか

わるニーズに対して、公平かつ効率的なサービスの提供が求められています。その

資格を有し、全市的な体制を整え、信頼性に足る医療機関に委託することが条件と

なるものです。また「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針（健発

第０３３１０５８号）」において、地域医師会及び検診実施機関等関係者と十分協議

を行い地域における実施体制の整備に努める」こととなっています。 
      一般社団法人宝塚市医師会は、地域医師会でありその会員が市内全域をカバーす

る法人で、長期にわたり市民の健康増進に寄与しており、市民の信頼性も高く、実

績も過去の本市業務委託のとおりです。また、医療情報に関する連携体制も充実し

ていることから、特名随意契約を行うものです。 
    
 
７ 担当課  健康推進課 内線 ２８６８ 
 
 



特名随意契約の理由書 
 
１ 委託番号  健長委Ｒ６－７ 
 
 
２ 案件名   宝塚市胃がんリスク個別検診業務委託（長期継続契約） 
 
 
３ 案件場所  宝塚市 市内一円 地内 
 
 
４ 契約期間  令和６年（2024 年）４月１日～令和８年（2026 年）３月３１日 
 
 
５ 契約相手方  
      住所：宝塚市小浜４丁目５番４号 
      社名：一般社団法人宝塚市医師会 
 
 
６ 指定理由 

（根拠）地方自治法施行令 第１６７条の２第１項第２号該当 
宝塚市契約規則  第２０条第２項第４号該当 

 
  （指定理由） 

本業務は、がん検診事業のひとつであり、その業務は、市民の医療、健康に

かかわるニーズに対して、公平かつ効率的なサービスの提供が求められていま

す。その資格を有し、全市的な体制を整え、信頼性に足る医療機関に委託する

ことが条件となるものです。また「がん予防重点健康教育及びがん検診実施の

ための指針（健発第０３３１０５８号）」において、地域医師会及び検診実施

機関等関係者と十分協議を行い地域における実施体制の整備に努める」ことと

なっています。 
一般社団法人宝塚市医師会は、地域医師会でありその会員が市内全域をカバ

ーする法人で、長期にわたり市民の健康増進に寄与しており、市民の信頼性も

高く、実績も過去の本市業務委託のとおりです。また、医療情報に関する連携

体制も充実していることから、特名随意契約を行うものです。 
 
７ 担当課  健康推進課 内線２８６８ 



 
特名随意契約の理由書 

 
１ 案件番号  健長委 R6-8   
 
２ 案件名      宝塚市立健康センター健診業務委託 
 
３ 案件場所    宝塚市小浜４丁目外 地内 
 
４ 契約期間    令和６年（2024 年）４月 １日 ～ 

令和８年（2026 年）３月３１日 
 
５ 契約相手方  
          住所：神戸市兵庫区荒田町２丁目１番１２号  
          社名：公益財団法人 兵庫県健康財団 
      
６ 指定理由 

（根拠） 
          地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第２号該当 
 
          宝塚市契約規則   第２０条第 １ 項 ただし書 該当 
 

（指定理由） 本業務は、市民等の疾病の早期発見・早期治療を目的に実施する健康ド

ック、高齢者の医療の確保に関する法律及び健康増進法等に基づく、特定

健康診査、後期高齢者健康診査、基本健康診査、各種がん検診事業等であ

り、市民等の医療・健康のニーズに対して、的確で効率的なサービスの提

供が求められます。 
受託者は、検査の実施や精度管理の資格、認定等を有し、当市が求め

る日程での検診車両の配車や検診機器の配置、並びに専門技師やスタッ

フ等を派遣できることが必須条件となります。また、市民の利便性の観

点から、予約業務や健康ドックに係る事務一式を健康センター内で実施

できることも必須条件となります。 
         本案件については、平成３０年（２０１８年）１１月２６日及び令和元

年（２０１９年）９月６日に公募型プロポーザルを実施していますが、い

ずれの回も参加者は上記法人のみという結果となりました。 
また、今般、本件を履行する能力を有する可能性があると思われる複数

の法人に、受託の可否について照会したところ、いずれも現時点での受託

は困難であるという回答を得ました。 
以上のことから、当市の求める条件を満たす者は現状上記法人しかない

ため、随意契約の相手方とします。 
 

 
７ 問合わせ先 
       課名：健康推進課      内線：２８６８     
  
 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   健推委－２６ 
 
 
２ 案件名    宝塚市特定健診及び後期高齢者健診等健診業務委託 
 
 
３ 案件場所   宝塚市内一円 地内 
 
 
４ 契約期間   令和６年（２０２４年）４月１日～令和８年（２０２６年）３月３１日 
 
 
５ 契約相手方  
      住所：宝塚市小浜４丁目５番４号 
      社名：一般社団法人宝塚市医師会 
      
６ 指定理由 
（根拠） 

高齢者の医療の確保に関する法律 第２８条該当 
健康増進法第１９条の２該当 
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当 
宝塚市契約規則第２０条２項第４号該当 

 
 
（指定理由） 本業務は、高齢者医療確保法に基づく特定健康診査、後期高齢者医療健康診

査、健康増進法に基づく基本健康診査業務であり、市民の医療、健康に関わ

るニーズに対して、公平かつ効率的なサービスの提供が求められています。

その資格を有し、全市的な体制を整え、信頼性に足る機関に委託することが

条件となるものです。 
       上記、一般社団法人宝塚市医師会は、その会員が市内全域をカバーする医

療機関であり、長期にわたり市民の健康増進に寄与しており、市民の信頼性

も高く、実績も過去の本市業務委託のとおりです。 
       また、医療情報に関する連携体制も充実していることから、特名随意契約

を行うものです。 
        
７．担当課    健康推進課 内線：２８６８  
 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   健推委－６６ 
 
 
２ 案件名    宝塚市国民健康保険特定保健指導業務委託 
 
 
３ 案件場所   宝塚市内一円 地内 
 
 
４ 契約期間   令和６年（２０２４年）４月１日～令和８年（２０２６年）３月３１日 
 
 
５ 契約相手方  
      住所：宝塚市小浜４丁目５番４号 

      社名：一般社団法人宝塚市医師会 
      
６ 指定理由 
（根拠） 

高齢者の医療の確保に関する法律 第２８条該当 
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当 
宝塚市契約規則第２０条２項第４号該当 
 

 
 
（指定理由） 本業務は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定保健指導であり、

市民の健康に関わるニーズに対して、公平かつ効率的なサービスの提供が求

められています。その資格を有し、全市的な体制を整え、信頼性に足る機関

に委託することが条件となるものです。 
       上記、一般社団法人宝塚市医師会は、その会員が市内全域をカバーする医

療機関であり、長期にわたり市民の健康増進に寄与しており、市民の信頼性

も高く、実績も過去の本市業務委託のとおりです。 
       また、本業務は宝塚市特定健康診査の事後に実施するものであり、一連の

業務として実施していくことが可能となることからも、特名随意契約を行う

ものです。 
        
７ 担当課    健康推進課 内線：２８６８  
 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   健推賃－３ 
 
 
２ 案件名    健康センタートイレ防臭衛生器具等賃貸借 
 
 
３ 案件場所   宝塚市小浜４丁目地内 
 
 
４ 契約期間   令和６年（2024 年）４月 １日から 

令和７年（2025 年）３月３１日まで 
 
５ 契約相手方  
      住所：東京都千代田区九段南１丁目５番１０号 
      社名：日本カルミック株式会社                       
      
６ 指定理由 

（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 ２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則  第２０条第１項 ただし書 該当 
 

（指定理由） 
日本カルミック株式会社はトイレ衛生環境の維持・向上のための優れた製

品を多く扱っており、それら製品には同社の特許が用いられています。 
また、生理用品をボックスに手を触れることなく廃棄できる「サニッコフ

ィット」も同社のみが取り扱っており、メンテナンスも同社の他に実施でき

る者はいません。 
同社の機器が最も良好な衛生環境もたらすものと判断し、引き続き同社の

製品を使用することとします。 
      

７ 問合わせ先 
     課名：健康推進課 内線：２８６８ 
 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   健推賃－７  
 
 
２ 案件名    業務用車両一式賃貸借トヨタシエンタ賃貸借 
 
 
３ 案件場所   宝塚市立健康センター（宝塚市小浜４丁目地内） 
 
 
４ 契約期間   令和６年（2024 年）４月 １日 ～ 

   令和７年（2025 年）３月３１日 
 
 
５ 契約相手方  
      住所： 神戸市長田区北町２丁目５番地 
      社名： 株式会社トヨタレンタリース兵庫   
      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 ２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 該当 
 
     （指定理由） 
        株式会社トヨタレンタリース兵庫から、業務用車両一式を平成３０年４

月１日から令和６年３月３１日まで賃貸借しており、当契約は当該物件に

ついて令和６年４月１日から再リース契約をしようとするものであること

から、同社を相手方として指名するものです。 
                        
                               
７．問合わせ先 
     課名：健康推進課          内線：2868      
 



特名随意契約の理由書 
 
１ 案件番号   健推委‐１６ 
 
２ 案件名    宝塚市産後ケア事業に関する委託 
 
３ 案件場所   宝塚市域一円地内  
 
４ 契約期間   令和６年（2024 年）4月 1日～令和７年（2025 年）3月 31 日 

 
５ 契約相手方  住所：宝塚市伊孑志３丁目１０番１２号 

社名：宝塚市助産師会 
 
６ 指定理由 

（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第２号該当 
     宝塚市契約規則   宝塚市契約規則第２０条第２項第４号該当 
 
 （指定理由） 
   産後ケア事業は、令和３年４月１日に施行された改正母子保健法の規定により、妊

娠・出産・育児などに関する専門的な知識と経験を有する助産師等の専門職の配置に

より実施される必要がある。 

産後ケア事業を円滑に実施するには、市内の各地域を訪問できる人員や、ケアが適

切に実施できる施設の確保、市と産科医療機関との連絡や調整を行う連携体制が重要

であり、個々のケースに応じた適切なケアの提供、健康や子育て情報の提供、助言・

指導と共に、市の保健サービス等の現状を理解していることが求められる。 

契約相手方は、市内に事業所があり、市の母子保健活動の推進に協力し、母子保健

サービスの現状を理解したうえで、市民に対しその周知に努めることができる医療機

関や助産所（開業助産師含む）であり、地域に密着した活動の展開を図ることが期待

できる。 

以上のことから、特名随意契約の相手方として指定する。 

 
７ 担当者 
     課名：健康推進課      内線：２８６８、２８６９ 



特名随意契約の理由書 
 
１ 案件番号   健推委‐１７ 
 
２ 案件名    宝塚市産後ケア事業に関する委託 
 
３ 案件場所   宝塚市域一円地内  
 
４ 契約期間   令和６年（2024 年）4 月 1 日～令和７年（2025 年）3 月 31 日 
 
５ 契約相手方  住所：西宮市神楽町１１番２０-２０２ 

社名：一般社団法人ママズケア 
 
６ 指定理由 

（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第２号該当 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項ただし書該当 
 
 （指定理由） 
   産後ケア事業は、令和３年４月１日に施行された改正母子保健法の規定により、妊

娠・出産・育児などに関する専門的な知識と経験を有する助産師等の専門職の配置に

より実施される必要がある。 

産後ケア事業を円滑に実施するには、市内の各地域を訪問できる人員や、ケアが適

切に実施できる施設の確保、市と産科医療機関との連絡や調整を行う連携体制が重要

であり、個々のケースに応じた適切なケアの提供、健康や子育て情報の提供、助言・

指導と共に、市の保健サービス等の現状を理解していることが求められる。 

契約相手方は、市内に事業所があり、市の母子保健活動の推進に協力し、母子保健

サービスの現状を理解したうえで、市民に対しその周知に努めることができる医療機

関や助産所（開業助産師含む）であり、地域に密着した活動の展開を図ることが期待

できる。 

以上のことから、特名随意契約の相手方として指定する。 

 
７ 担当者 
     課名：健康推進課      内線：２８６８、２８６９ 



特名随意契約の理由書 
 
１ 案件番号   健推委‐１９ 
 
２ 案件名    宝塚市産後ケア事業に関する委託 
 
３ 案件場所   宝塚市域一円地内  
 
４ 契約期間   令和６年（2024 年）4 月 1 日～令和７年（2025 年）3 月 31 日 
 
５ 契約相手方  住所：宝塚市泉町４番３８号 

        社名：産後ケアなないろ助産院 
 
６ 指定理由 

（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第２号該当 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項ただし書該当 
 
 （指定理由） 
   産後ケア事業は、令和３年４月１日に施行された改正母子保健法の規定により、妊

娠・出産・育児などに関する専門的な知識と経験を有する助産師等の専門職の配置に

より実施される必要がある。 

産後ケア事業を円滑に実施するには、市内の各地域を訪問できる人員や、ケアが適

切に実施できる施設の確保、市と産科医療機関との連絡や調整を行う連携体制が重要

であり、個々のケースに応じた適切なケアの提供、健康や子育て情報の提供、助言・

指導と共に、市の保健サービス等の現状を理解していることが求められる。 

契約相手方は、市内に事業所があり、市の母子保健活動の推進に協力し、母子保健

サービスの現状を理解したうえで、市民に対しその周知に努めることができる医療機

関や助産所（開業助産師含む）であり、地域に密着した活動の展開を図ることが期待

できる。 

以上のことから、特名随意契約の相手方として指定する。 

 
７ 担当者 
     課名：健康推進課      内線：２８６８、２８６９ 



特名随意契約の理由書 
 
１ 案件番号   健推委‐２０ 
 
２ 案件名    宝塚市産後ケア事業に関する委託 
 
３ 案件場所   宝塚市中筋６丁目地内  
 
４ 契約期間   令和６年（2024 年）4 月 1 日～令和７年（2025 年）3 月 31 日 
 
５ 契約相手方  住所：宝塚市中筋６丁目１５番７号   

社名：医療法人社団 中村産婦人科 
 
６ 指定理由 

（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第２号該当 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項ただし書該当 
 
 （指定理由） 
   産後ケア事業は、令和３年４月１日に施行された改正母子保健法の規定により、妊

娠・出産・育児などに関する専門的な知識と経験を有する助産師等の専門職の配置に

より実施される必要がある。 

産後ケア事業を円滑に実施するには、市内の各地域を訪問できる人員や、ケアが適

切に実施できる施設の確保、市と産科医療機関との連絡や調整を行う連携体制が重要

であり、個々のケースに応じた適切なケアの提供、健康や子育て情報の提供、助言・

指導と共に、市の保健サービス等の現状を理解していることが求められる。 

契約相手方は、市内に事業所があり、市の母子保健活動の推進に協力し、母子保健

サービスの現状を理解したうえで、市民に対しその周知に努めることができる医療機

関や助産所（開業助産師含む）であり、地域に密着した活動の展開を図ることが期待

できる。 

以上のことから、特名随意契約の相手方として指定する。 

 
７ 担当者 
     課名：健康推進課      内線：２８６８、２８６９ 



特名随意契約の理由書 
 
１ 案件番号   健推委‐２１ 
 
２ 案件名    宝塚市産後ケア事業に関する委託 
 
３ 案件場所   宝塚市山本東３丁目地内  
 
４ 契約期間   令和６年（2024 年）4 月 1 日～令和７年（2025 年）3 月 31 日 
 
５ 契約相手方  住所：宝塚市山本東３丁目１４－５ 

社名：医療法人社団 平野マタニティクリニック 
 
６ 指定理由 

（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第２号該当 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項ただし書該当 
 
 （指定理由） 
   産後ケア事業は、令和３年４月１日に施行された改正母子保健法の規定により、妊

娠・出産・育児などに関する専門的な知識と経験を有する助産師等の専門職の配置に

より実施される必要がある。 

産後ケア事業を円滑に実施するには、市内の各地域を訪問できる人員や、ケアが適

切に実施できる施設の確保、市と産科医療機関との連絡や調整を行う連携体制が重要

であり、個々のケースに応じた適切なケアの提供、健康や子育て情報の提供、助言・

指導と共に、市の保健サービス等の現状を理解していることが求められる。 

契約相手方は、市内に事業所があり、市の母子保健活動の推進に協力し、母子保健

サービスの現状を理解したうえで、市民に対しその周知に努めることができる医療機

関や助産所（開業助産師含む）であり、地域に密着した活動の展開を図ることが期待

できる。 

以上のことから、特名随意契約の相手方として指定する。 

 
７ 担当者 
     課名：健康推進課      内線：２８６８、２８６９ 



特名随意契約の理由書 
 
１ 案件番号   健推委‐２２ 
 
２ 案件名    宝塚市産後ケア事業に関する委託 
 
３ 案件場所   宝塚市武庫川町 地内  
 
４ 契約期間   令和６年（2024 年）4 月 1 日～令和７年（2025 年）3 月 31 日 
 
５ 契約相手方  住所：宝塚市武庫川町６－２２ 
         社名：レディース&マタニティクリニックサンタクルス ザ タカラ

ヅカ 
６ 指定理由 

（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第２号該当 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項ただし書該当 
 
 （指定理由） 
   産後ケア事業は、令和３年４月１日に施行された改正母子保健法の規定により、妊

娠・出産・育児などに関する専門的な知識と経験を有する助産師等の専門職の配置に

より実施される必要がある。 

産後ケア事業を円滑に実施するには、市内の各地域を訪問できる人員や、ケアが適

切に実施できる施設の確保、市と産科医療機関との連絡や調整を行う連携体制が重要

であり、個々のケースに応じた適切なケアの提供、健康や子育て情報の提供、助言・

指導と共に、市の保健サービス等の現状を理解していることが求められる。 

契約相手方は、市内に事業所があり、市の母子保健活動の推進に協力し、母子保健

サービスの現状を理解したうえで、市民に対しその周知に努めることができる医療機

関や助産所（開業助産師含む）であり、地域に密着した活動の展開を図ることが期待

できる。 

以上のことから、特名随意契約の相手方として指定する。 

 
７ 担当者 
     課名：健康推進課      内線：２８６８、２８６９ 



特名随意契約の理由書 

１ 案件番号   健推委－３０ 

２ 案件名 予防接種業務委託 

３ 案件場所   宝塚市域一円 

４ 契約期間   令和６年（2024年）４月１日 ～ 令和７年（2025年）３月３１日 

５ 契約相手方 

住所： 宝塚市小浜４丁目５番４号 

社名： 一般社団法人 宝塚市医師会 

６ 指定理由 

（根拠） 

予防接種法施行令  第４条第１項該当 

地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第２号 

宝塚市契約規則   第２０条第２項第４号該当 

（指定理由） 

予防接種は、疾病のまん延を予防するため接種の対象となる市民への情報周知が図られ、

公平に接種の機会が与えられるよう措置を講じなければなりません。 

宝塚市医師会は、市内の医師約３５０名を会員として構成される市内で唯一の医師によ

る団体であり、会員は市内全地域を網羅する医療体制をもっているため、予防接種法施行

令第４条に規定する医師と集合契約が可能であるので、同会と特名随意契約します。 

７ 問合わせ先 

課名： 健康推進課 内線：２８６８ 



特名随意契約の理由書

１ 案件番号 健推委－３１

２ 案件名 宝塚市第２次救急医療体制の整備に関する委託

３ 案件場所 宝塚市域一円（宝塚市が指定した医療機関）

４ 契約期間 令和６年(2024 年)４月１日～令和７年(2025 年)３月３１日 

５ 契約相手方 

住所： 宝塚市小浜４丁目５番４号

社名： 一般社団法人 宝塚市医師会

６ 指定理由

（根拠）

地方自治法施行令 第１６７条の２第１項第２号該当

宝塚市契約規則  第２０条第１項ただし書該当

（指定理由）

当市では、休日・夜間における重症救急患者に対応するため、阪神北圏域当番制

（輪番制）に参加し、救急医療の確保をしている。

当市の年間実質約２３０日に及ぶ当番日に救急医療を確保することは、複雑な

調整等を要し、確実で効率的な輪番体制を整えることができるのは、各救急病院の

業務を熟知する宝塚市医師会以外にない。

また、宝塚市医師会は、従来より市立休日応急診療所業務に携わっていることか

ら、救急時においても組織的かつ迅速に対応し、信頼のおける業務の遂行を期待で

きる。

７ 問合わせ

課名：健康推進課 内線：２８６８ 



別紙１ 

特名随意契約の理由書 

１ 案件番号 健推委－３９ 

２ 案件名 母子保健健康診査事業に関する委託 

３ 案件場所 宝塚市小浜４丁目地内 

４ 契約期間 令和６年（2024年）４月１日～令和７年（2025年）３月３１日 

５ 契約相手方  住所：宝塚市小浜４丁目５番４号  

 社名：一般社団法人 宝塚市医師会 

６ 指定理由    （根拠） 

    地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第２号該当 

    宝塚市契約規則   第２０条第１項ただし書 

 （指定理由） 

 ４か月児健康診査事業、１０か月児健康診査事業、１歳６か月児健康診査事

業、３歳児健康診査事業は母子保健法第１２条及び第１３条の規定に基づき実

施し、健診項目として医師による診察が定められています。当事業の実施にあ

たっては、医師の出務調整、連絡業務等が必要であり、組織として連携のとれ

る体制が求められます。 

  また、健康診査後の事後指導を適切に行うためには、市民に身近な場所にお

いてサービスが提供される必要があり、市内全域の医療機関が加入する宝塚市

医師会に委託することにより、円滑かつ効率的な推進が図れると考えます。 

さらに、宝塚市医師会は、長期にわたり市民の医療・健康増進に寄与してお

り、市民の信頼性も高く、実績もあるため特名随意契約を行うものです。 

７ 担当 

課名：健康推進課 内線： ２８６８ 



特名随意契約の理由書 
 
１ 案件番号   健推委－４１ 
 
２ 案件名    母子保健歯科健康診査業事業に関する委託 
 
３ 案件場所   宝塚市小浜４丁目地内 
 
４ 契約期間   令和６年（2024 年）４月１日～ 

令和７年（2025 年）３月３１日 
 
５ 契約相手方  住所：宝塚市逆瀬川１丁目１３番１号 アピア３ ２階    
          社名：一般社団法人 宝塚市歯科医師会    
      
６ 指定理由    （根拠） 
            地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第２号該当 
            宝塚市契約規則  第２０条第２項第４号該当 
 
     （指定理由）          
        妊婦歯科健診事業、１歳６か月児健康診査事業、３歳児健康診査事

業は母子保健法第１０条及び第１２条に規定されており、歯科健康診

査は、健康診査の実施項目となっています。当事業の実施にあたって

は、歯科医師の出務調整、連絡業務等が必要であり、組織として連携のと

れる体制が求められます。 

また、健康診査後の事後指導を適切に行うためには、市民に身近な場所

においてサービスが提供される必要があり、市内全域の医療機関が加入す

る宝塚市歯科医師会に委託することにより、円滑かつ効率的な推進が図れ

ると考えます。 

さらに、宝塚市歯科医師会は、長期にわたり市民の歯科診療や歯科保

健思想の普及に努め、歯科保健の向上に寄与しており、市民の信頼性も

高く、実績もあるため、特名随意契約を行うものです。 

             
 
７ 担当者 
     課名：健康推進課             内線：２８６８      
 



特名随意契約の理由書

１ 案件番号 健推委‐42 の１、及び健推委‐42 の２ 

２ 案件名 産前・産後サポート事業に関する委託

３ 案件場所 宝塚市小浜４丁目外地内 

４ 契約期間 令和６年（2024 年）4 月 1 日～令和７年（2025 年）3 月 31 日 

５ 契約相手方 

（１） 住所：宝塚市川面３丁目２３番１２号

社名：医療法人社団大門医院

（２） 住所：宝塚市伊孑志３丁目１０番１２号

社名：宝塚市助産師会

６ 指定理由

（根拠）

地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第２号該当

宝塚市契約規則   第２０条第１項ただし書該当

（指定理由）

 産前・産後サポート事業は、助産師等の専門職による専門相談と子育て経験者によ

る一般相談の両方を実施することとしており、事業の実施にあたり、妊娠・出産・産

後の子育てと母子の健康に関する専門的な知識、市の母子保健サービスの現状の十分な

理解、必要な時には、市や産科医療機関と連携して支援することが必要です。

このような事業を実施できるのは、現在のところ、上記の２者であるため、当該２

者とそれぞれに特名随意契約を行うこととします。

７ 担当者

課名：健康推進課 内線：２８６８、２８６９



特名随意契約の理由書 
 
 
 
１ 案件番号  健推委－４７ 
 
 
２ 案件名   宝塚市立休日応急診療所業務委託契約（医師会） 
 
 
３ 案件場所  宝塚市小浜４丁目 地内 
 
 
４ 契約期間  令和６年(2024 年)４月１日 ～ 令和７年(2025 年)３月３１日 
 
 
５ 契約相手方  
      住所：宝塚市小浜４丁目５番４号     
      社名：一般社団法人 宝塚市医師会     
      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第２号該当 
     宝塚市契約規則第２０条第１項ただし書該当 
      
 
（指定理由） 
     当該委託業務は、年間７３日にわたる日曜日・祝日・年末年始の出務医師の調

整、連絡、診療所の円滑な運営や課題の検討を図るための運営協議会の開催、レ

セプトの点検等、宝塚市医師会の協力ならびに連携なくしては実施困難な業務で

ある。宝塚市医師会は、市内全域をカバーする団体であり、各種の専門分野の医

師が会員として参加し、市民の日々の医療にかかわっており、市民の信頼性も高

く、また、本業務開始以来継続して協力を得て、連携体制も充実しているため、

指定するものです。  
            
              
                 
                 
                 
 
７ 問合わせ先 
     課名： 健康推進課   内線： ２８６８     
 
 
 



 
特名随意契約の理由書 

 
 
 
１ 案件番号  健推委－４８ 
 
 
２ 案件名   宝塚市立休日応急診療所業務委託契約（薬剤師会） 
 
 
３ 案件場所  宝塚市小浜４丁目地内 
 
 
４ 契約期間  令和６年(2024 年)４月１日 ～ 令和７年(2025 年)３月３１日 
 
 
５ 契約相手方  
      住所：宝塚市伊孑志３丁目８－２０馬殿第１ビル２０１     
      社名：一般社団法人 宝塚市薬剤師会    
      
 
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第２号該当 

宝塚市契約規則第２０条第２項第４号該当 
      
 
     
（指定理由） 
     当該委託業務は、年間７３日にわたる日曜日・祝日・年末年始の出務薬剤師の

調整、連絡、調剤業務の周知徹底を図る等、宝塚市薬剤師会の協力ならびに連携 
なくしては実施困難な業務である。 
 一般社団法人宝塚市薬剤師会は、市内全域をカバーする唯一の団体であり、長

期にわたり市民の健康増進に寄与しており、市民の信頼性も高く、また、本業務

開始以来継続して協力を得て連携体制も充実しており、他に本業務を受託可能な

者はないため指定するものです。 
      
 
７ 問合わせ先 
     課名： 健康推進課     内線： ２８６８     
 
 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   健推委－４９ 
 
２ 案件名    宝塚市休日歯科応急診療事業委託 
 
 
３ 案件場所   宝塚市小浜４丁目地内 
 
 
４ 契約期間   令和６年（２０２４年）４月１日から令和７年（２０２５年） 
         ３月３１日 
 
 
５ 契約相手方  
      住所：宝塚市逆瀬川１丁目１３番１号 アピア３ ２階 
      社名：一般社団法人 宝塚市歯科医師会 
      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 ２ 号該当 
     宝塚市契約規則  第２０条第 ２ 項第 ４ 号該当 
 
     （指定理由） 
      本業務は、年間７３日間にわたり日曜日や祝日、年末年始など歯科医療機関の休 

日に発症する歯科疾患の応急処置をするものであり、業務は、市民の医療、健康に 
かかわるニーズに対して、公平かつ効率的なサービスの提供が求められております。 
そのため、資格を有し、全市的な体制を整え、信頼性に足る医療機関に委託するこ 
とが条件となることはいうまでもありません。 

      上記、一般社団法人宝塚市歯科医師会は、その会員が市内全域をカバーする歯科 
医療機関であり、長期にわたり市民の健康増進に寄与しており、市民の信頼性も高 
く、実績も過去の本市業務委託のとおりです。また、診療機関としての管理能力に 
優れており、医療情報に関する連携体制も充実していることから、他機関では実施 
のできない業務であるため指定するものです。 

 
７ 問合わせ先 
     課名：健康推進課 内線：２８６８ 
 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   健推委－５０ 
 
 
２ 案件名    宝塚市障碍者及び障碍児歯科診療事業委託 
 
 
３ 案件場所   宝塚市小浜４丁目地内 
 
 
４ 契約期間   令和６年（２０２４年）４月１日から令和７年（２０２５年） 
         ３月３１日 
 
 
５ 契約相手方  
      住所：宝塚市逆瀬川１丁目１３番１号 アピア３ ２階 
      社名：一般社団法人 宝塚市歯科医師会 
      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 ２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則  第２０条第 ２ 項第 ４ 号該当 
 
     （指定理由） 
      本業務は、障碍者及び障碍児に対して歯科治療行為や歯科診療に対する保健指導 

を行うものであり、高度な専門性が求められます。一部大学病院等でこれらの治療 
は行われておりますが、数が限られていることや受入数の問題を考慮しますとこれ 
ら機関に委託することは事実上不可能と考えます。 
本業務において、中心的な役割を担っている歯科医師は、本市が直接雇用して 

おりますが、そのサポートを行う多数の歯科医師の派遣が必要であり、上記、一般
社団法人宝塚市歯科医師会は、その会員が市内全域をカバーする歯科医療機関であ

り、専門性に優れた歯科医師を数多く有しており、年間５０日にも及ぶ事業完遂の

ため歯科医師を派遣することが可能な唯一の機関です。 
また、障碍（がい）者（児）歯科診療のスキルアップを目的とした研修にもノウ 

ハウを有しており、他機関では実施できない能力を有していること、実績も過去の

本市業務委託のとおりであることから指定するものです。 
 
７ 問合わせ先 
     課名：健康推進課 内線：２８６８ 
 



特名随意契約の理由書

１ 案件番号 健推委－５１

２ 案件名 宝塚市高齢者歯科保健推進事業委託

３ 案件場所 宝塚市域一円

４ 契約期間 令和６年（2024年）４月１日から令和７年（2025年）３月３１日 

５ 契約相手方 

住所：宝塚市逆瀬川１丁目１３番１号 アピア３ ２階

社名：一般社団法人 宝塚市歯科医師会

６ 指定理由

（根拠）

地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 ２ 号該当

宝塚市契約規則  第２０条第 ２ 項第 ４ 号該当

（指定理由）

本業務は、歯科診療所への通院が困難で、かかりつけ歯科医を持たない等の理由により、 
歯科医療が受けられない状態にある高齢者に対し、訪問診療の対応可能な医療機関の紹介や

担当歯科医の選定等の調整を図り、訪問による歯科治療や定期的な口腔ケアを実施すること

を目的としていることから、迅速かつ円滑な事業運営が求められるため、全市的な体制を整

え、信頼性に足る医療機関に委託することが条件となることはいうまでもありません。

 一般社団法人宝塚市歯科医師会は、その長期にわたり市民の健康増進に寄与しており、市

民の信頼性も高く、診療機関としての管理能力に優れており、医療情報に関する連携体制も

充実していることから、他機関では実施のできない業務であるため指定するものです。

７ 問合わせ先

課名：健康推進課 内線：２８６８



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   健推委－５２ 
 
 
２ 案件名    市民歯の無料健診と相談事業に関する委託 
 
 
３ 案件場所   宝塚市逆瀬川１丁目地内 
 
 
４ 契約期間   令和６年（２０２４年）４月 １日から 

令和７年（２０２５年）３月３１日まで 
 
 
５ 契約相手方  
      住所：宝塚市逆瀬川１丁目１３番１号 アピア３ ２階 
      社名：一般社団法人 宝塚市歯科医師会 
 
      
６ 指定理由 

（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 ２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則  第２０条第 ２ 項第 ４ 号該当 
 
     （指定理由） 
      本業務は、歯の無料健診と相談を行うことで市民の歯に関する衛生思想の普及

を図ることを目的とした啓発活動であり、健診・相談に当たる歯科医師には臨床

経験が豊かで学術的な人材が求められます。 
      上記、一般社団法人宝塚市歯科医師会は、その会員が市内全域をカバーする歯

科医療機関であり、臨床経験が豊富で学術的な人材を多く抱えており、一定期間

に多量の人材を派遣することも可能であり、実績も過去の事業実績が示すとおり

です。 
以上の理由から特名随意契約を行うものです。 

 
 
７ 問合わせ先 
     課名：健康推進課 内線：２８６８  
 



特名随意契約の理由書 

 

 

 

１ 案件番号   健推委－５６ 

 

２ 案件名    宝塚市歯周病検診業務委託 

 

 

３ 案件場所   宝塚市域一円 

 

 

４ 契約期間   令和６年（2024 年）４月１日～令和７年（2025 年）３月３１日 

 

 

５ 契約相手方  

      住所：宝塚市逆瀬川１丁目１３番１号 アピア３ ２階     

      社名：一般社団法人 宝塚市歯科医師会 

                                

 

６ 指定理由 

（根拠） 

     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項２号該当 

     宝塚市契約規則  第２０条第２項第４号該当 

 

     （指定理由）歯周病検診業務は、市民の医療、健康に係わるニーズに対して、公平 

かつ安全で効率的なサービスの提供が求められており、その資格を有し、全市的な 

体制を整え、信頼性がある医療機関に委託することが条件となります。一般社団法 

人宝塚市歯科医師会は、市内全域をカバーする団体であり、長期にわたり市民の健 

康増進に寄与しており、市民の信頼性も高く、実績もあり、医療情報に関する連携 

体制も充実しており、他に本業務を受託可能な者はないため指定するものです。 

                         

                 

 

７ 問合わせ先 

     課名：健康推進課       内線：２８６８ 

 



特名随意契約の理由書 

 

１ 案 件 名  兵庫県広域的予防接種における予防接種業務委託 

 

２ 案 件 場 所  兵庫県下の広域的予防接種参加医療機関 

 

３ 契 約 期 間  令和６年（2024年）４月 1日～令和７年（2025年）３月３１日 

 

４ 契約相手方  住所： 神戸市中央区磯上通６丁目１－１１ 

         社名： 一般社団法人 兵庫県医師会 

 

５ 指定理由 

（根拠） 地方自治法施行令１６７条の２第１項第２号 

宝塚市契約規則第２０条第１項ただし書 

（指定理由） 被接種者の接種機会の拡大とかかりつけ医による個別接種の推進を目

的とした県の制度で、県下ほぼ全ての市町が参加している。宝塚市民が

本制度を利用するには宝塚市と兵庫県医師会の間で契約を締結する必

要があるため、特名随意契約を締結するものである。 

 

６ 問い合わせ先 課名：健康推進課  内線：２８６８ 



特名随意契約の理由書 
 

 
１ 案件番号   健推委－７３ 
 
２ 案件名    健康管理システム改修業務委託 
          （ＨＰＶ９価ワクチン接種情報副本連携対応） 
 
 
３ 案件場所   宝塚市小浜４丁目 地内 
 
４ 契約期間   令和６年（2024 年）４月 １日  から  
         令和６年（2024 年）６月２８日 まで 
 
５ 契約相手方  
      住所：岡山市南区豊成二丁目７番１６号     
      社名：株式会社両備システムズ 
      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第  ２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 号該当 
 
     （指定理由） 
       本件は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律（平成２５年５月３１日法律第２７号）」に基づき情報連携を行う項

目が令和６年６月より変更されることに伴い、本市が導入している健康管理

システム『健康かるて』の改修業務を委託するものです。 
       本業務はシステム開発元でないと対応ができないことから、地方自治法施

行令第１６７条の２第１項第２号の規定により、上記相手方と特名随意契約

を行います。 
 

 
７ 問合わせ先    

課名：健康推進課         内線：２８６８  



特名随意契約の理由書 
 
１ 案件番号   健推委－７４ 
 
２ 案件名    健康管理システム改修業務委託 
          （５種混合及び新型コロナウイルスワクチン定期接種化対応） 
 
 
３ 案件場所   宝塚市小浜４丁目 地内 
 
４ 契約期間   令和６年（2024 年）４月 １日 から  
         令和６年（2024 年）６月２８日 まで 
 
５ 契約相手方  
      住所：岡山市南区豊成二丁目７番１６号     
      社名：株式会社両備システムズ 
      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第  ２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 号該当 
 
     （指定理由） 
       本件は、５種混合ワクチン及び新型コロナウイルスワクチンの定期接種化

にあたり、本市が導入している健康管理システム『健康かるて』における改

修業務を委託するものです。 
 本業務にあたってはシステム開発元である上記相手方でないと対応ができ

ないことから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により、

特名随意契約を行うものです。 
 
７ 問合わせ先    

課名：健康推進課         内線：２８６８  



特名随意契約の理由書 
 
１ 案件番号   健推委－７６ 
 
２ 案件名    健康管理システム改修業務委託 
          （第４期特定健康診査対応） 
 
 
３ 案件場所   宝塚市小浜４丁目 地内 
 
４ 契約期間   令和６年（2024 年）４月 １日 から  
         令和６年（2024 年）５月３１日 まで 
 
５ 契約相手方  
      住所：岡山市南区豊成二丁目７番１６号     
      社名：株式会社両備システムズ 
      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第  ２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 号該当 
 
     （指定理由） 
       本業務は、第４期特定健康診査の実施に伴う健診項目及び問診項目の変更

対応にあたり、本市が導入している健康管理システム『健康かるて』におけ

る機能改修を委託するものです。 
 本業務にあたってはシステム開発元である上記相手方でないと対応ができ

ないことから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により、

特名随意契約を行うものです。 
 
７ 問合わせ先    

課名：健康推進課         内線：２８６８  



特名随意契約の理由書 
 
 

１ 案件番号     

  健推委‐７８ 

 

２ 案件名     

  特定保健指導訪問指導等業務委託 

 

３ 案件場所   

  宝塚市小浜４丁目外地内 

 

４ 契約期間 

  契約締結日～令和７年（2025 年）３月３１日 

 

５ 契約相手方  

  住所： 神戸市灘区水道筋５丁目１－１５－３０５    

  社名： 創和クリエイティブライフ株式会社   

      

６ 指定理由 

（根拠） 

  地方自治法施行令 第１６７条の２第１項 第２号 該当 

  宝塚市契約規則 第２０条第１項 ただし書 該当 

（指定理由） 

     当該業務委託について、令和５年度は公募型プロポーザル審査会を実施し、本事業者

と特名随意契約を行いました。 

この分野は専門事業者が少なく、県下市町において訪問特定保健指導等を実施して

いる他の事業者に本市の仕様内容での当該業務委託の可能性を確認したところ、実施

できる体制にないと回答があったため、令和６年度においてもこれまでの受託業務に

おいて成果を上げている本事業者と特名随意契約を行うものです。 

 

 

７ 問合わせ先 

  課名： 健康推進課    内線： ２８６８ 



特名随意契約の理由書

１ 案件番号 

２ 案件名 令和６年度予防接種事業用医薬材料

３ 案件場所 宝塚市予防接種実施医療機関

４ 契約期間 令和６年（2024 年）４月１日～令和７年（2025 年）３月３１日 

５ 契約相手方 

㈱ケーエスケー 兵庫県尼崎市西昆陽２－１５－４

㈱メディセオ  東京都中央区京橋３丁目１番１号

東邦薬品㈱  兵庫県西宮市東鳴尾浜町１丁目６－２０

アルフレッサ㈱ 兵庫県伊丹市野間北３丁目１２番３１号

㈱スズケン  兵庫県伊丹市高台１丁目４番地

６ 指定理由

（根拠）

地方自治法施行令 第１６７条の２第１項第 ２ 号該当

宝塚市契約規則 第２０条第 １ 項 ただし書 該当

（指定理由）

定期予防接種で使用するワクチンは、ワクチンの総必要本数を確保すること

や、その供給について、感染症の流行状況や検定不合格など不確実な要素を抱え

ており、１者との契約では、万が一の場合に供給不足となるリスクが高まるおそ

れがあります。以上のことから、ワクチンを安定的に確保し、各医療機関に遅滞

なく流通されるためには、１者のみではなく複数業者との契約が必要です。

医試薬品の取扱を第１希望とする者のうち、購入予定の予防接種ワクチンメー

カーを主たる仕入先としている５者を契約相手として指定します。

７．問合わせ先

課名：健康推進課 内線：２８６８



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   健高－３  
 
 
２ 案件名    宝塚市緊急通報体制整備業務委託 
 
 
３ 案件場所   宝塚市市内一円 地内 
 
 
４ 契約期間   令和６年（２０２４年）４月 １日 から 
          令和７年（２０２５年）３月３１日 まで 
 
 
５ 契約相手方  
      住所：宝塚市安倉西２丁目１番１号 

社名：社会福祉法人 宝塚市社会福祉協議会 

      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 ２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 該当 
 
     （指定理由） 
           宝塚市緊急通報システム事業は、緊急通報装置を利用者対象者宅に設置

し、緊急時の対応を行うと同時に、民生委員や福祉協力員等による地域の見

守り体制を確立しようとするものであるため、本業務の契約相手先として

は、従前から地域福祉に貢献し、民生委員とのつながりも深い上記業者しか

ない。 
 
 
７ 問合わせ先 
     課名：高齢福祉課          内線： ２１５３     
 



特名随意契約の理由書 

 

 

１ 案件番号   健高－４ 

 

 

２ 案件名    宝塚市介護ファミリーサポートセンター業務運営委託 

 

 

３ 案件場所   宝塚市売布東の町地内 

 

 

４ 契約期間   令和 6年(2024 年)4 月 1 日 ～ 令和６年(2024 年)9 月 30 日 

 

 

５ 契約相手方  

      住所：宝塚市小浜４－５－６     

      社名：一般財団法人 宝塚市保健福祉サービス公社 

 

６ 指定理由 

（根拠） 

     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項  ２ 号該当 

 

     宝塚市契約規則  第２０条第１項 ただし書 該当 

 

     （指定理由） 

          上記事業者は、平成１２年度から介護ファミリーサポートセンター 

         事業を受託しており、令和６年１月末現在、４８５名の会員に対して 

                さまざまなニーズに対応したコーディネートを行い、安定したサービ 

                スを提供している。 

                  平成１１年度から育児ファミリーサポートセンター事業を受託して 

                おり、乳幼児から高齢者までの統合した有償サービスを実施している 

                こと、また、令和元年１０月から同一事務所内で育児と介護のファミ 

リーサポート事業を実施しており、連携した活動が行えることなど、 

効率的な事業運営を行える団体は上記事業者以外にない。 

 

 

７ 問合わせ先 

     課名：高齢福祉課   内線：2164 

 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   健高－５ 
 
 
２ 案件名    宝塚市シルバーハウジング等生活援助員派遣事業委託 
 
 
３ 案件場所   宝塚市泉町外 ７カ所地内 
 
 
４ 契約期間   令和 6年(2024 年)4 月 1 日 ～ 令和 7年(2025 年)3 月 31 日 

 
 
５ 契約相手方 

住所：宝塚市小浜４－５－６ 
社名：一般財団法人 宝塚市保健福祉サービス公社 

      
６ 指定理由 

（根拠） 
地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 ２ 号該当 

 
     宝塚市契約規則  第２０条第１項 ただし書 該当 
 
    （指定理由） 
                 平成８年に市内で最初のシルバーハウジングが池ノ島第２住宅内に設置 
                され、その住宅内に合築された市立デイサービスセンターの運営は上記事 

           業者が受託し、現在も引き続き運営を担っている。 
       シルバーハウジング各戸内に設置されている緊急通報装置の中央監視 

盤がデイサービス内にあることから、当該事業を最も効果的に実施するに

は同建物内で事業運営を行う上記事業者に委託することが効率的であり、

また、上記事業者はシルバーハウジング設置当初より当該事業を受託し今

日に至るまで円滑に実施されているため、当該事業の受託団体は上記事業

者以外にない。 
 
 
７ 問合わせ先 
     課名：高齢福祉課    内線：2164 
 
 
 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   健高－６ 
 
 
２ 案件名    ミニデイサービス等支援事業委託 
 
 
３ 案件場所   宝塚市市内一円 地内 
 
 
４ 契約期間   令和６年(2024 年)４月１日 ～ 令和７年(2025 年)３月３１日 
 
 
５ 契約相手方  
      住所：宝塚市安倉西２－１－１ 
      社名：社会福祉法人 宝塚市社会福祉協議会 
 
 
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第 ２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項ただし書該当 
 
     （指定理由） 
         上記事業者は、地域福祉活動の推進と、福祉コミュニティづくりを担う 
        団体であり、地域のボランティア活動の支援に関するノウハウと経験を有 
        し、ミニデイサービスの支援と併せてふれあいいきいきサロンの運営支援 
        を行っている。同事業を実施できる団体は他にないことから、令和６年度 
        においても上記事業者へ委託することとする。 

 
 

７ 問合わせ先 
     課名：高齢福祉課     内線：2164      
 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件名   ①小林地域包括支援センター運営業務委託  （健高－２１） 
        ②逆瀬川地域包括支援センター運営業務委託 （健高－２２） 
        ③御殿山地域包括支援センター運営業務委託 （健高－２３） 

④小浜地域包括支援センター運営業務委託  （健高－２４） 
⑤長尾地域包括支援センター運営業務委託  （健高－２５） 
⑥花屋敷地域包括支援センター運営業務委託 （健高－２６） 
⑦西谷地域包括支援センター運営業務委託  （健高－２７） 

 
２ 案件場所  宝塚市市内一円 
 
３ 契約期間  令和 6 年（2024 年）4 月 1 日～令和 7 年（2025 年）3 月 31 日 
 
４ 契約相手方  

（1）（健高－２１） 
   住所：宝塚市安倉西２丁目１番１号 

社名：社会福祉法人 宝塚市社会福祉協議会  
（2）（健高－２２・２６） 
      住所：静岡県浜松市中区元城町２１８番地２６ 

社名：社会福祉法人 聖隷福祉事業団    
 （3）（健高－２３・２４） 
        住所：宝塚市小浜４丁目５番６号 

社名：一般財団法人 宝塚市保健福祉サービス公社 
  （4）（健高－２５） 
          住所：豊中市寺内１丁目１番１０号 

社名：社会福祉法人 愛和会    
  （5）（健高－２７） 

住所：宝塚市大原野南穴虫１番地の２５３ 
社名：社会福祉法人 宝成会 

       
５ 指定理由  
（根拠）介護保険法第１１５条の４６及び第１１５条の４７ 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 
宝塚市契約規則第２０条第１項ただし書 

  
（指定理由） 

     地域包括支援センターの運営に関する業務は、介護保険法施行規則第１４０条

の６７第１項の規定により、包括的支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実

施する法人に委託することができるとされ、上記の委託先法人については、その

規定を満たしているものである。 
     また、介護保険法では、当事業の運営を委託する場合、委託先法人について、

市が設置する「地域包括支援センター運営協議会」の意見聴取を経て決定するこ

ととされており、前年度に引き続き各法人に委託することについては、当該協議

会からも異議はないものである。 
     
６ 問合わせ先 
     課名：高齢福祉課   内線：２１６６         



特名随意契約の理由書 

 

 

１ 案件番号   子政委－１ 

 

 

２ 案件名    子ども家庭総合支援拠点システム保守業務委託 

 

 

３ 案件場所   宝塚市東洋町 地内 

 

 

４ 契約期間   令和６年（2024 年）４月１日 ～  

令和７年（2025 年）３月３１日 

 

 

５ 契約相手方  

      住所：岡山県岡山市南区豊成二丁目７番１６号 

      社名：株式会社両備システムズ 

 

６ 指定理由 

（根拠） 

     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第 ２ 号該当 

 

     宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 該当 

 

     （指定理由） 

      当該業務については、子ども家庭総合支援拠点システムに関するシス

テムのソフトウェアおよび端末機器の保守業務であり、子ども家庭総合

支援拠点システムのベンダーである当該事業者以外では行えない業務

であるため、特名随意契約を行うものです。 

 

 

７ 問い合わせ先  子ども政策課  内線：２６４７ 

 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   子支委－１ 
 
２ 案件名    宝塚市ひとり親家庭生活学習支援事業業務委託 
 
３ 案件場所   宝塚市逆瀬川一丁目 外 地内 
 
４ 契約期間   令和６年（２０２４年）４月 １日 ～ 

令和７年（２０２５年）３月３１日 
 
５ 契約相手方  
      住所：大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 
      社名：株式会社トライグループ 
      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第２号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 該当 
 
     （指定理由） 
          
       本業務は、個別指導による学習習慣の定着をはかり、高校進学を後押しす

るのみならず、ひとり親家庭の養育や生活に対する支援を行うことも目的と

しています。本業務実施にあたり、豊富な情報・経験・知識を有し業務遂行

能力に優れた受託事業者を選定するため、プロポーザル方式を採用しました。 
                 
               令和３年度に受託事業者を求めるプロポーザルを公募にて行った結果、応

募のあった３事業者のうち、上記事業者は本市が求めている基準を満たして

おり、提案内容も当業務を行うのに相応しく優秀であると認められたことか

ら、地方自治法施行令第１６７条の２第１項２号の規定により、令和４年度

に上記事業者と特名随意契約を行いました。 
 
        なお、プロポーザル結果は令和４年度から令和６年度末まで有効としてお

り、令和４年度及び令和５年度の業務内容を審査し、問題がないと判断され

たため、令和５年度に引き続き令和６年度も上記事業者と特名随意契約を行

います。 
 
        
 
７．問合先 
     課名：子育て応援課    内線：2548      



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   子支賃－１ 
 
 
２ 案件名    宝塚市児童扶養手当システムの賃貸借に関する契約（再リース） 
 
 
３ 案件場所   宝塚市東洋町地内 
 
 
４ 契約期間   契約日 ～ 令和７年（2025 年）３月３１日 
 
 
５ 契約相手方   
      住所：東京都千代田区丸の内１丁目３番２号 
      社名：三井住友ファイナンス＆リース株式会社 
      
６ 指定理由 

（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 ２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 該当 
 

（指定理由） 
 本案件について、上記契約相手方とのリース契約が令和６年２月末をもって

満了し、令和６年３月末まで再リース契約を締結していますが、令和７年度中

に法令に基づく、自治体情報システム標準化に対応したシステムへの移行を予

定しており、それまでは現行システムを使用する必要があります。 
以上のことから、上記相手方と随意契約を行い、現行機器を再リースします。 

 
７ 問合わせ先 
     課名：子育て応援課     内線：２５４８ 
 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   子支委－３ 
 
 
２ 案件名    児童手当システム保守業務委託 
 
 
３ 案件場所   宝塚市東洋町地内 
 
 
４ 契約期間   令和６年（2024 年）４月 １日 ～ 

   令和７年（2025 年）３月３１日 
 
 
５ 契約相手方   
      住所：大阪府大阪市北区堂島２－４－２７ 
      社名：日本事務器株式会社 
      
６ 指定理由 

（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第 ２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 該当 
 

（指定理由） 
現在使用している児童手当システム（パッケージシステム）の販売等に関

する権利を有している納入業者である日本事務器㈱以外には同システムの

保守業務を行うことができないため。 
 

７ 問合わせ先 
     課名：子育て応援課     内線：２５４８ 
 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   子応委－５ 
 
 
２ 案件名    児童手当及び児童扶養手当システム搭載基盤更新関係業務委託 
 
 
３ 案件場所   宝塚市東洋町地内 
 
 
４ 契約期間   契約日 ～ 令和６年（2024 年）９月３０日 
 
 
５ 契約相手方  

住所： 大阪市北区堂島２－４－２７ 
社名： 日本事務器株式会社 

      
６ 指定理由 

（根拠） 
地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第 ２ 号該当 

 
宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 該当 

 
（指定理由） 

現在使用している児童手当及び児童扶養手当システム(パッケ－ジシステム）

の販売等に関する権利を有している納入業者である日本事務器㈱以外では、著

作権上の理由により、当該システムの搭載環境変更への対応作業を行うことが

不可能であるため。 
         
                 
７．問合わせ先 

課名：子育て応援課   内線：２６４９ 
 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   子セ委－１ 
 
２ 案件名    宝塚市ファミリーサポートセンター事業運営委託 
 
３ 案件場所   宝塚市売布東の町地内 
 
４ 契約期間   令和６年（2024 年）４月 １日 ～ 

令和７年（2025 年）３月３１日 

 
５ 契約相手方 

住所： 宝塚市小浜４丁目５番６号 
社名： 一般財団法人 宝塚市保健福祉サービス公社 

 
６ 指定理由 

（根拠） 
   地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第２号該当 
   宝塚市契約規則   第２０条第１項ただし書該当 
 
   （指定理由） 

依頼会員及び提供会員ともに増加し、令和６年１月末現在約２，０５４人が会員

として登録している。核家族やひとり親世帯の増加に伴い、依頼会員からの要望は、

年々複雑化し続けていることから、丁寧できめ細やかな対応がより重要になってき

ている。当該事業は、事業立ち上げ当初の平成１１年度から、上記事業者に委託し

ており、会員に対し、研修会や交流会等を実施するなど、会員の資質向上に努める

とともに、要支援家庭に対しては、子ども家庭支援センター等関係機関や同事業者

内の専門職と連携を図り、様々なニーズに対応したコーディネートを行うなど、利

用者に安定したサービスを提供している。 
上記事業者は、これまでの実績を踏まえ、安定した事業の継続実施が望め、リスク

マネジメントや事業の特性に精通し、豊富なノウハウを活用して効率的で円滑な事業

運営を行うことができる唯一の事業者である。 
 
７ 問い合わせ先 
  課名：子ども家庭支援センター（８５－３８６２） 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   子セ委－２ 
 
２ 案件名    きらきら子育てＬＩＮＥ管理業務委託 
 
３ 案件場所   宝塚市売布東の町地内 
 
４ 契約期間   令和６年（2024 年）４月 １日 ～ 

 令和７年（2025 年）３月３１日 
 
５ 契約相手方 
      住所： 東京都新宿区高田馬場１－２２－１０－３Ｂ 
      社名： 特定非営利活動法人きずなメール・プロジェクト 
      
６ 指定理由 

（根拠） 
      地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第２号該当 
 
      宝塚市契約規則   第２０条第１項ただし書該当 
 
     （指定理由） 

当該業務は、生年月日に基づく子どもの生育に応じた子育て支援のためのアドバ

イス等に加え、本市の自治体情報について、ＬＩＮＥ配信の原稿作成を含めたシス

テム管理業務を行うものである。 
当該事業者は、子どもの育ちに関する基本情報部分コンテンツの著作権を有して

いるとともに、他社では行われていない自治体情報と基本情報とを併せて配信する

ノウハウを有している。 
また、本業務の対象となるＬＩＮＥ配信原稿は、平成２８年度に当該事業者が制

作したメール配信原稿を基に、令和４年度に当該事業者に委託し制作したものであ

る。原稿作成及び保守管理にあたっては、引き続き当該事業者に委託することで、

コンテンツを熟知している点で迅速に更新等を行うことができる。 
以上のことから、本市にとって効率的で円滑なＬＩＮＥ配信のシステム管理を行

うことができるのは、前記事業者しかいない。 
 
７ 問い合わせ先 
     課名：子ども家庭支援センター （ ８５－３８６２ ） 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   子保委－１３６   
 
 
２ 案件名    宝塚市保育業務システム保守業務委託 
 
 
３ 案件場所   宝塚市東洋町 地内 
 
 
４ 契約期間   契約日～令和７年（２０２５年）３月３１日 
 
 
５ 契約相手方  
      住所：大阪府大阪市中央区瓦町 1-4-8 
      社名：株式会社アイネス 関西支社    
      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第 ２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 該当 
 
     （指定理由） 
      当該委託は、現在本市が使用している保育業務システムの保守業務です。 

当該システムは上記相手方のパッケージシステムであり、そのシステムの保

守については、著作権上、上記相手方しか作業することができないため、現在

の保育業務システムを構築した当該事業者と特名随意契約を締結します。 

   
 
７．問合わせ先 
     課名： 保育事業課      内線：2641 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号  子ア委－１        
 
 
２ 案件名   宝塚市青少年育成啓発事業委託 
 
 
３ 案件場所  宝塚市東洋町外地内  
 
 
４ 契約期間  令和 6 年（2024 年）4 月 1 日 ～ 令和 7 年（2025 年）3 月 31 日 
 
 
５ 契約相手方  
      住 所：宝塚市東洋町１番１号     
      団体名：宝塚市青少年育成市民会議推進本部    
      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第２号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第２項第４号 
 
（指定理由） 
       市の事業として青少年健全育成事業を実施している。 

上記の青少年育成市民会議は昭和５７年に設立され、青少年の健全育成を図る

ため各中学校区の代表が集まり、情報交換する中で、各中学校区独自の活動を行う

とともに、全市共通的な啓発・育成活動を強力に推進することを目的として創設さ

れた団体である。 
当該事業においては、契約相手方に運営を委任しており、この案件における

責任の所在は市にある。 
青少年健全育成事業を、市が統一的に、また直接行うのではなく、長期期間に

わたり実施してきた事業の実績と地域住民が自ら地域の実情に即して行うための

ノウハウを有し、効率的に事業展開を図れる団体は、上記の推進本部以外にはない。 
 
７．問合わせ先 
     課名：アフタースクール課   内線：２２２８      
 



特名随意契約の理由書 

 

１ 案件番号   子ア委－２ 

 

２ 案件名    放課後の子どもの居場所づくり地域スタッフ支援事業委託 

 

３ 案件場所   宝塚市市内全域地内 

 

４ 契約期間   令和６年（2024 年）４月１日～令和７年（2025 年）３月３１日 

 

５ 契約相手方 

     住所 ：宝塚市仁川台２８９番１   

団体名：特定非営利活動法人 放課後遊ぼう会  

 

６ 指定理由 

（根拠） 

地方自治法施行令 第 167 条の 2 第 1 項第 2 号該当 

宝塚市契約規則  第 20 条第 2 項第 4 号該当 

 

（指定理由） 

放課後や週末等に小学校等の施設を利用し、地域の大人の参画と協働により、

子どもの安全・安心な居場所を確保し放課後子ども教室を実施している。市の事

業として、それに関わる地域のスタッフ不足や後継者の育成・資質向上等人的課

題解消等、市内各校区の放課後子ども教室の開催を支援する。当該事業において

は、契約相手方に運営を委任しており、この案件における責任の所在は市にある

ものである。 

委託しようとしている団体は、本市の放課後子ども教室推進事業を中心的に

担っている市民活動団体である。当該団体に委託することで、地域のニーズや課

題に即した事業効果が期待できるとともに、市民参加条例第３条に則り、市民と

行政の協働により個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指す基本理念

に沿うものであり、その事業の目的から競争入札に適しないことから、上記

団体を契約の相手方とするものである。 

 

７ 問合せ先 課名：アフタースクール課   内線２２２７ 

 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   子ア委－３ 
 
 
２ 案件名    思春期ひろば事業委託 
 
 
３ 案件場所   宝塚市売布東の町外地内 
 
 
４ 契約期間   令和 6 年（2024 年）4 月 1 日～令和 7 年（2025 年）3 月 31 日 
 
 
５ 契約相手方  
          住所： 宝塚市安倉西２－１－１ 

団体名：（社）宝塚市社会福祉協議会 
      
６ 指定理由 

（根拠） 
     地方自治法施行令  第 167 条の 2 第 1 項第 2 号該当 
 
     宝塚市契約規則   第 20 条第 1 項ただし書該当 
 
    （指定理由） 

本事業は、不登校やひきこもりに悩む当事者や保護者が気軽に集うことができる

場（ひろば）を提供し、当事者や保護者の自主性を尊重しながら地域住民が関わる

ことができる環境を創り出していく事業である。平成 21 年度から国の補助を受け

て事業を開始し、平成 25 年度途中に国の補助事業でなくなって以降も市の事業と

して当該団体を受託者として実施してきており、これまでの事業実施にあたっての

具体的かつ実践的なノウハウの蓄積がある。当該団体としても、不登校・ひきこも

りに対する事業を行っており、事業内容で類似した点が多いことから当該団体と連

携した取り組みができるものと期待できる。さらに、各地域の地区センターなど当

該団体のもつ地域ネットワークを有効に活用できることから他の事業者に委託す

る場合に比べて高い事業効果が見込まれるため、上記契約の相手方と特名随意契約

を締結しようとするものです。 
          
 
７．問合わせ先 
     課名：アフタースクール課   内線：２２２８ 
 



特名随意契約の理由書 

 

１ 案件番号   子ア委－8 

 

２ 案件名    宝塚市放課後子ども教室推進事業 

 

３ 案件場所   宝塚市仁川宮西町外地内 

 

４ 契約期間   令和6年（2024年）4月 1日～令和7年（2025年）3月 31日 

 

５ 契約相手方 

     住 所：宝塚市仁川宮西町1-25 

団体名：仁川小 放課後遊ぼう会  

 

６ 指定理由 

（根拠） 

地方自治法施行令 第167 条の2 第 1 項 2 号該当  

宝塚市契約規則  第 20 条第1 項ただし書該当 

 

（指定理由） 

市の事業として放課後や週末等に小学校等の施設を利用し、地域の大人の参画と協働に

より、子どもの安全・安心な居場所を確保し、遊びや文化活動、スポーツなどの様々な体

験活動や学習機会の提供を実施している。当該事業においては、契約相手方に運営を委任

しており、この案件における責任の所在は市にあるものである。 

当該事業を委託しようとしている団体は、本市の放課後子ども推進事業を中心的に担っ

ている市民活動団体である。当該団体に委託することで、地域のニーズや課題に即した事

業効果が期待できるとともに、市民参加条例第３条に則り、市民と行政の協働により個性

豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指す基本理念に沿うものであり、その事業

の目的から競争入札に適しないことから、上記団体を契約の相手方とするものである。 

 

７  問合せ先 課名： アフタースクール課   内線：２２２８ 



特名随意契約の理由書 

 

１ 案件番号   子ア委－10 

 

２ 案件名    宝塚市放課後子ども教室推進事業 

 

３ 案件場所   宝塚市末成町外地内 

 

４ 契約期間   令和6年（2024年）4月 1日～令和7年（2025年）3月 31日 

 

５ 契約相手方 

     住 所：宝塚市末成町1-1 

団体名：末成小 放課後遊ぼう会  

 

６ 指定理由 

（根拠） 

地方自治法施行令 第167 条の2 第 1 項 2 号該当  

宝塚市契約規則  第 20 条第1 項ただし書該当 

 

（指定理由） 

市の事業として放課後や週末等に小学校等の施設を利用し、地域の大人の参画と協働に

より、子どもの安全・安心な居場所を確保し、遊びや文化活動、スポーツなどの様々な体

験活動や学習機会の提供を実施している。当該事業においては、契約相手方に運営を委任

しており、この案件における責任の所在は市にあるものである。 

当該事業を委託しようとしている団体は、本市の放課後子ども推進事業を中心的に担っ

ている市民活動団体である。当該団体に委託することで、地域のニーズや課題に即した事

業効果が期待できるとともに、市民参加条例第３条に則り、市民と行政の協働により個性

豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指す基本理念に沿うものであり、その事業

の目的から競争入札に適しないことから、上記団体を契約の相手方とするものである。 

 

７  問合せ先 課名： アフタースクール課   内線：２２２８



特名随意契約の理由書 

 

１ 案件番号   子ア委－12 

 

２ 案件名    宝塚市放課後子ども教室推進事業 

 

３ 案件場所   宝塚市中山桜台５丁目外地内 

 

４ 契約期間   令和6年（2024年）4月 1日～令和7年（2025年）3月 31日 

 

５ 契約相手方 

     住 所：宝塚市中山桜台４丁目25-1 

団体名：中山台子ども広場  

 

６ 指定理由 

（根拠） 

地方自治法施行令 第167 条の2 第 1 項 2 号該当  

宝塚市契約規則  第 20 条第1 項ただし書該当 

 

（指定理由） 

市の事業として放課後や週末等に小学校等の施設を利用し、地域の大人の参画と協働に

より、子どもの安全・安心な居場所を確保し、遊びや文化活動、スポーツなどの様々な体

験活動や学習機会の提供を実施している。当該事業においては、契約相手方に運営を委任

しており、この案件における責任の所在は市にあるものである。 

当該事業を委託しようとしている団体は、本市の放課後子ども推進事業を中心的に担っ

ている市民活動団体である。当該団体に委託することで、地域のニーズや課題に即した事

業効果が期待できるとともに、市民参加条例第３条に則り、市民と行政の協働により個性

豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指す基本理念に沿うものであり、その事業

の目的から競争入札に適しないことから、上記団体を契約の相手方とするものである。 

 

７  問合せ先 課名： アフタースクール課   内線：２２２８ 

 



特名随意契約の理由書 

 

１ 案件番号   子ア委－13 

 

２ 案件名    宝塚市放課後子ども教室推進事業 

 

３ 案件場所   宝塚市長尾台１丁目外地内 

 

４ 契約期間   令和6年（2024年）4月 1日～令和7年（2025年）3月 31日 

 

５ 契約相手方 

     住 所：宝塚市長尾台１丁目1-1 

団体名：坂っこひろば  

 

６ 指定理由 

（根拠） 

地方自治法施行令 第167 条の2 第 1 項 2 号該当  

宝塚市契約規則  第 20 条第1 項ただし書該当 

 

（指定理由） 

市の事業として放課後や週末等に小学校等の施設を利用し、地域の大人の参画と協働に

より、子どもの安全・安心な居場所を確保し、遊びや文化活動、スポーツなどの様々な体

験活動や学習機会の提供を実施している。当該事業においては、契約相手方に運営を委任

しており、この案件における責任の所在は市にあるものである。 

当該事業を委託しようとしている団体は、本市の放課後子ども推進事業を中心的に担っ

ている市民活動団体である。当該団体に委託することで、地域のニーズや課題に即した事

業効果が期待できるとともに、市民参加条例第３条に則り、市民と行政の協働により個性

豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指す基本理念に沿うものであり、その事業

の目的から競争入札に適しないことから、上記団体を契約の相手方とするものである。 

 

７  問合せ先 課名： アフタースクール課   内線：２２２８ 



特名随意契約の理由書 

 

１ 案件番号   子ア委－14 

 

２ 案件名    宝塚市放課後子ども教室推進事業 

 

３ 案件場所   宝塚市逆瀬台６丁目外地内 

 

４ 契約期間   令和6年（2024年）4月 1日～令和7年（2025年）3月 31日 

 

５ 契約相手方 

     住 所：宝塚市逆瀬台６丁目1-1 

団体名：逆瀬台小 放課後遊ぼう会  

 

６ 指定理由 

（根拠） 

地方自治法施行令 第167 条の2 第 1 項 2 号該当  

宝塚市契約規則  第 20 条第1 項ただし書該当 

 

（指定理由） 

市の事業として放課後や週末等に小学校等の施設を利用し、地域の大人の参画と協働に

より、子どもの安全・安心な居場所を確保し、遊びや文化活動、スポーツなどの様々な体

験活動や学習機会の提供を実施している。当該事業においては、契約相手方に運営を委任

しており、この案件における責任の所在は市にあるものである。 

当該事業を委託しようとしている団体は、本市の放課後子ども推進事業を中心的に担っ

ている市民活動団体である。当該団体に委託することで、地域のニーズや課題に即した事

業効果が期待できるとともに、市民参加条例第３条に則り、市民と行政の協働により個性

豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指す基本理念に沿うものであり、その事業

の目的から競争入札に適しないことから、上記団体を契約の相手方とするものである。 

 

７  問合せ先 課名： アフタースクール課   内線：２２２８ 



特名随意契約の理由書 

 

１ 案件番号   子ア委－15 

 

２ 案件名    宝塚市放課後子ども教室推進事業 

 

３ 案件場所   宝塚市美座２丁目外地内 

 

４ 契約期間   令和6年（2024年）4月 1日～令和7年（2025年）3月 31日 

 

５ 契約相手方 

     住 所：宝塚市美座２丁目6-1 

団体名：みざっ子広場  

 

６ 指定理由 

（根拠） 

地方自治法施行令 第167 条の2 第 1 項 2 号該当  

宝塚市契約規則  第 20 条第1 項ただし書該当 

 

（指定理由） 

市の事業として放課後や週末等に小学校等の施設を利用し、地域の大人の参画と協働に

より、子どもの安全・安心な居場所を確保し、遊びや文化活動、スポーツなどの様々な体

験活動や学習機会の提供を実施している。当該事業においては、契約相手方に運営を委任

しており、この案件における責任の所在は市にあるものである。 

当該事業を委託しようとしている団体は、本市の放課後子ども推進事業を中心的に担っ

ている市民活動団体である。当該団体に委託することで、地域のニーズや課題に即した事

業効果が期待できるとともに、市民参加条例第３条に則り、市民と行政の協働により個性

豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指す基本理念に沿うものであり、その事業

の目的から競争入札に適しないことから、上記団体を契約の相手方とするものである。 

 

７  問合せ先 課名： アフタースクール課   内線：２２２８ 



特名随意契約の理由書 

 

１ 案件番号   子ア委－16 

 

２ 案件名    宝塚市放課後子ども教室推進事業 

 

３ 案件場所   宝塚市光明町外地内 

 

４ 契約期間   令和6年（2024年）4月 1日～令和7年（2025年）3月 31日 

 

５ 契約相手方 

     住 所：宝塚市光明町8-40 

団体名：光明小 放課後遊ぼう会  

 

６ 指定理由 

（根拠） 

地方自治法施行令 第167 条の2 第 1 項 2 号該当  

宝塚市契約規則  第 20 条第1 項ただし書該当 

 

（指定理由） 

市の事業として放課後や週末等に小学校等の施設を利用し、地域の大人の参画と協働に

より、子どもの安全・安心な居場所を確保し、遊びや文化活動、スポーツなどの様々な体

験活動や学習機会の提供を実施している。当該事業においては、契約相手方に運営を委任

しており、この案件における責任の所在は市にあるものである。 

当該事業を委託しようとしている団体は、本市の放課後子ども推進事業を中心的に担っ

ている市民活動団体である。当該団体に委託することで、地域のニーズや課題に即した事

業効果が期待できるとともに、市民参加条例第３条に則り、市民と行政の協働により個性

豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指す基本理念に沿うものであり、その事業

の目的から競争入札に適しないことから、上記団体を契約の相手方とするものである。 

 

７  問合せ先 課名： アフタースクール課   内線：２２２８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

特名随意契約の理由書 

 

１ 案件番号   子ア委－17 

 

２ 案件名    宝塚市放課後子ども教室推進事業 

 

３ 案件場所   宝塚市末広町外地内 

 

４ 契約期間   令和6年（2024年）4月 1日～令和7年（2025年）3月 31日 

 

５ 契約相手方 

     住 所：宝塚市末広町3-1 

団体名：すえひろば  

 

６ 指定理由 

（根拠） 

地方自治法施行令 第167 条の2 第 1 項 2 号該当  

宝塚市契約規則  第 20 条第1 項ただし書該当 

 

（指定理由） 

市の事業として放課後や週末等に小学校等の施設を利用し、地域の大人の参画と協働に

より、子どもの安全・安心な居場所を確保し、遊びや文化活動、スポーツなどの様々な体

験活動や学習機会の提供を実施している。当該事業においては、契約相手方に運営を委任

しており、この案件における責任の所在は市にあるものである。 

当該事業を委託しようとしている団体は、本市の放課後子ども推進事業を中心的に担っ

ている市民活動団体である。当該団体に委託することで、地域のニーズや課題に即した事

業効果が期待できるとともに、市民参加条例第３条に則り、市民と行政の協働により個性

豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指す基本理念に沿うものであり、その事業

の目的から競争入札に適しないことから、上記団体を契約の相手方とするものである。 

 

７  問合せ先 課名： アフタースクール課   内線：２２２８ 



特名随意契約の理由書 

 

１ 案件番号   子ア委－18 

 

２ 案件名    宝塚市放課後子ども教室推進事業 

 

３ 案件場所   宝塚市丸橋４丁目外地内 

 

４ 契約期間   令和6年（2024年）4月 1日～令和7年（2025年）3月 31日 

 

５ 契約相手方 

     住 所：宝塚市山本丸橋４丁目13-1 

団体名：丸橋小あそぼう会  

 

６ 指定理由 

（根拠） 

地方自治法施行令 第167 条の2 第 1 項 2 号該当  

宝塚市契約規則  第 20 条第1 項ただし書該当 

 

（指定理由） 

市の事業として放課後や週末等に小学校等の施設を利用し、地域の大人の参画と協働に

より、子どもの安全・安心な居場所を確保し、遊びや文化活動、スポーツなどの様々な体

験活動や学習機会の提供を実施している。当該事業においては、契約相手方に運営を委任

しており、この案件における責任の所在は市にあるものである。 

当該事業を委託しようとしている団体は、本市の放課後子ども推進事業を中心的に担っ

ている市民活動団体である。当該団体に委託することで、地域のニーズや課題に即した事

業効果が期待できるとともに、市民参加条例第３条に則り、市民と行政の協働により個性

豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指す基本理念に沿うものであり、その事業

の目的から競争入札に適しないことから、上記団体を契約の相手方とするものである。 

 

７  問合せ先 課名： アフタースクール課   内線：２２２８ 



特名随意契約の理由書 

 

１ 案件番号   子ア委－19 

 

２ 案件名    宝塚市放課後子ども教室推進事業 

 

３ 案件場所   宝塚市高司４丁目外地内 

 

４ 契約期間   令和6年（2024年）4月 1日～令和7年（2025年）3月 31日 

 

５ 契約相手方 

     住 所：宝塚市高司４丁目4-55 

団体名：げんきひろば つかさっ子  

 

６ 指定理由 

（根拠） 

地方自治法施行令 第167 条の2 第 1 項 2 号該当  

宝塚市契約規則  第 20 条第1 項ただし書該当 

 

（指定理由） 

市の事業として放課後や週末等に小学校等の施設を利用し、地域の大人の参画と協働に

より、子どもの安全・安心な居場所を確保し、遊びや文化活動、スポーツなどの様々な体

験活動や学習機会の提供を実施している。当該事業においては、契約相手方に運営を委任

しており、この案件における責任の所在は市にあるものである。 

当該事業を委託しようとしている団体は、本市の放課後子ども推進事業を中心的に担っ

ている市民活動団体である。当該団体に委託することで、地域のニーズや課題に即した事

業効果が期待できるとともに、市民参加条例第３条に則り、市民と行政の協働により個性

豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指す基本理念に沿うものであり、その事業

の目的から競争入札に適しないことから、上記団体を契約の相手方とするものである。 

 

７  問合せ先 課名： アフタースクール課   内線：２２２８ 



特名随意契約の理由書 

 

１ 案件番号   子ア委－20 

 

２ 案件名    宝塚市放課後子ども教室推進事業 

 

３ 案件場所   宝塚市すみれガ丘１丁目外地内 

 

４ 契約期間   令和6年（2024年）4月 1日～令和7年（2025年）3月 31日 

 

５ 契約相手方 

     住 所：宝塚市すみれガ丘１丁目5-1 

団体名：すみれっ子広場  

 

６ 指定理由 

（根拠） 

地方自治法施行令 第167 条の2 第 1 項 2 号該当  

宝塚市契約規則  第 20 条第1 項ただし書該当 

 

（指定理由） 

市の事業として放課後や週末等に小学校等の施設を利用し、地域の大人の参画と協働に

より、子どもの安全・安心な居場所を確保し、遊びや文化活動、スポーツなどの様々な体

験活動や学習機会の提供を実施している。当該事業においては、契約相手方に運営を委任

しており、この案件における責任の所在は市にあるものである。 

当該事業を委託しようとしている団体は、本市の放課後子ども推進事業を中心的に担っ

ている市民活動団体である。当該団体に委託することで、地域のニーズや課題に即した事

業効果が期待できるとともに、市民参加条例第３条に則り、市民と行政の協働により個性

豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指す基本理念に沿うものであり、その事業

の目的から競争入札に適しないことから、上記団体を契約の相手方とするものである。 

 

７  問合せ先 課名： アフタースクール課   内線：２２２８ 



特名随意契約の理由書 

 

１ 案件番号   子ア委－21 

 

２ 案件名    宝塚市放課後子ども教室推進事業 

 

３ 案件場所   宝塚市山手台西３丁目外地内 

 

４ 契約期間   令和6年（2024年）4月 1日～令和7年（2025年）3月 31日 

 

５ 契約相手方 

     住 所：宝塚市山手台西３丁目1-1 

団体名：やまやまひろば  

 

６ 指定理由 

（根拠） 

地方自治法施行令 第167 条の2 第 1 項 2 号該当  

宝塚市契約規則  第 20 条第1 項ただし書該当 

 

（指定理由） 

市の事業として放課後や週末等に小学校等の施設を利用し、地域の大人の参画と協働に

より、子どもの安全・安心な居場所を確保し、遊びや文化活動、スポーツなどの様々な体

験活動や学習機会の提供を実施している。当該事業においては、契約相手方に運営を委任

しており、この案件における責任の所在は市にあるものである。 

当該事業を委託しようとしている団体は、本市の放課後子ども推進事業を中心的に担っ

ている市民活動団体である。当該団体に委託することで、地域のニーズや課題に即した事

業効果が期待できるとともに、市民参加条例第３条に則り、市民と行政の協働により個性

豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指す基本理念に沿うものであり、その事業

の目的から競争入札に適しないことから、上記団体を契約の相手方とするものである。 

 

７  問合せ先 課名： アフタースクール課   内線：２２２８ 



 
特名随意契約の理由書 

 
１ 案件番号   子ア委－２２ 
 
 
２ 案件名    育成会システム（Sossian）保守業務委託 
 
 
３ 案件場所   宝塚市東洋町地内 
 
 
４ 契約期間   契約の日から 令和 7 年（2025 年）3 月 31 日まで 
 
 
５ 契約相手方  住所：神戸市中央区播磨町 21 番 1 
          社名：株式会社 さくらケーシーエス   
      
６ 指定理由 

（根拠） 
         地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第２号該当 
 
         宝塚市契約規則   第２０条第１項ただし書該当 
 
        （指定理由） 

現在使用している学童保育システムのリース期間終了に伴い、保守

契約が必要となり、販売等に関する権利を有している納入業者である

株式会社さくらケーシーエス以外では、保守業務を行うことが不可能

なため。 
                    
 
７ 問合わせ先 
         課名：アフタースクール課         内線：２２２８ 
      
     



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   家相委－1 
 
 
２ 案件名    宝塚市 24 時間電話家庭児童相談業務委託 
 
 
３ 案件場所   宝塚市御殿山 地内 
 
 
４ 契約期間   令和 6 年（2024 年）4 月 1 日 ～ 

   令和 7 年（2025 年）3 月 31 日 
 
 
５ 契約相手方  
      住所： 西宮市小松西町２丁目６番３０号 
    
      社名： 社会福祉法人 三光事業団 
      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 2 号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 該当 
 
     （指定理由） 
         本業務では、１８歳未満の子どもを取りまく、家庭問題や子育ての悩みな

どを相談員が受け、困っていることについて一緒に解決の方法を考えるとと

もに、必要に応じて宝塚市と連携し、相談者およびその家庭の支援を行う。 
当該法人は宝塚市で児童養護施設を運営しており、宝塚市の地域性や

地域の雰囲気も理解している。加えてその職員は日々子どもと向き合っ

て業務しており、子どもの相談や保護者からの相談に対しても寄り添っ

た相談が可能だと考える。また相談業務に関しても相談者に助言するだ

けにとどまらず、虐待通告等、内容に応じて宝塚市と連携を要するため、

宝塚市内の児童養護施設が適当だと考える。 
近隣ではこれらの条件を満たし、仕様書と合致している法人は当該法

人以外ないため、当該法人を特名随意契約の相手方とする。 
                 

 
７．問合わせ先 
     課名：家庭児童相談課 内線：4603 
 



特名随意契約の理由書 
 
１ 案件番号   Ｓ－５ 
 
 
２ 案件名    市営火葬場・市営長尾山霊園膜ろ過浄水設備保守点検業務委託 

 

 
３ 案件場所   宝塚市川面字長尾山地内 （長尾山霊園内） 
 
 
４ 契約期間   令和６年（２０２４年）４月１日～令和７年（２０２５年）３月３１日 
 
 
５ 契約相手方  
      住所： 大阪府吹田市江の木町１番６号 
      社名： オルガノプラントサービス株式会社   
         ＴＥＬ ０６－６１９０－６０２１ 
 
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 ２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則  第２０条第１項ただし書該当 
 
     （指定理由） 
 
      膜ろ過浄水設備は、各浄水設備メーカーにより独自の機器を製造し、仕様、

制御等がそれぞれのメーカーで異なっているため、当該装置の保守点検おいて

は、機器の機能を熟知しており、特殊な規格にも対応できる製造元の上記業者

を指定するものです。 
                 
                 
 
７．問合わせ先 
     課名：生活環境課          内線：２６０５ 
 



特名随意契約の理由書 

 

 

１ 案件番号  ＳＴ－１  

 

２ 案 件 名  犬の登録の鑑札及び狂犬病予防注射済票交付事務委託（単価契約） 

 

３ 案件場所  宝塚市市内一円地内 

 

４ 契約期間  令和6年（2024）年4月1日～令和7年（2025）年3月31日 

 

５ 契約相手方  

      住所： 宝塚市中筋３丁目３３－２８ 

      氏名： 兵庫県獣医師会阪神支部 

宝塚市獣医師会 

          会長 井沢 周平 

      

６ 指定理由 

（根拠） 

     地方自治法施行令  第 167 条の 2第 1項 2 号該当 

 

     宝塚市契約規則   第 20 条第１項ただし書該当 

 

     （指定理由） 

           犬の登録鑑札及び狂犬病予防注射済票の交付事務は、平成１２年

４月１日の狂犬病予防法の一部改正により都道府県から市町村に移

譲された事務です。この業務に関する診療および保健衛生の指導を

行う市内唯一の専門職種団体である宝塚市獣医師会に委託する。本

市の事務負担を軽減するとともに、予防注射接種後の注射済票の交

付が円滑になり、市民の利便性の向上が見込まれることから、同会

と特名随意契約を締結するものです。 

 

 

７ 問い合わせ先 

      課名：生活環境課     内線：2522 

 

 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   ＳＮ１－１０  
 
 
２ 案件名    市営火葬場空調用自動制御設備保守点検業務委託 
 
 
３ 案件場所   宝塚市川面字長尾山地内 
 
 
４ 契約期間   令和６年４月 １日 ～ 令和９年 ３月３１日 
         （2024 年）         （2027 年） 
 
５ 契約相手方  
      住所： 大阪市西区靱本町１丁目１１番７号 
             
      社名： ジョンソンコントロールズ株式会社 
      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 ２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則  第２０条１項ただし書該当 
 
     （指定理由） 
         今回発注する空調用自動制御設備は、ジョンソンコントロールズ株式会

社が施工したもので、火葬場の特殊な施設の業務のため、機器の保守点

検にあたっては、施工元の機器類のメンテナンスを実施し又、内部構造

等を熟知した上記の業者でないと完全な整備・点検ができないため。 
         
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
７．問合わせ先 
     課名： 生活環境課     内線：２６０５      
 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号 C2-23  
 
 
２ 案件名 処理不適物再資源化業務委託（単価契約） 
 
 
３ 案件場所 宝塚市小浜１丁目外 地内 
 
 
４ 契約期間   契約日 から 令和 7 年（2025 年）3 月 31 日 まで 
 
 
５ 契約相手方  

（処理処分） 住所：岡山県倉敷市水島川崎通１丁目５番２ 
社名：JFE 条鋼株式会社 水島製造所 

 
（運搬） 住所：岡山県倉敷市塩通 3-3-8 

社名：水島臨海通運株式会社 
      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 第２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 該当 
 
     （指定理由） 

 処理困難物に指定されている廃スプリングマットレスの処理に関して、廃

棄物の処理及び清掃に関する法律第８条第１項の許可（一般廃棄物処理施設の

許可）を有し、本市で発生する廃スプリングマットレスを確実かつ安定的に処

理することができるのは上記業者しかいないため。またそれに伴う運搬業務は、

上記の処理業者の施設への搬入許可を有する上記の運搬業者と随意契約を行

う。 
         
                 
                 
            
                 
                 
                 
 
７ 問合わせ先 
     課名： 管理課     内線：87-4844      
 



特名随意契約の理由書 
 
 

１ 案件番号  Ｃ２－１５ 
 
 
２ 案件名   ごみ焼却施設昇降機保守管理業務委託 
 
 
３ 案件場所  宝塚市小浜１丁目２番１５号 
 
 
４ 契約期間  令和６年（2024年）４月１日 ～ 

平成７年（2025年）３月31日 
 
 
５ 契約相手方  
      住所   大阪市北区天満橋１丁目８番３０号 
      社名   三菱電機ビルソリューションズ株式会社  
 
 
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 ２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則  第２０条第１項 ただし書 該当 
 
     （指定理由） 

 昇降機設備は、機械本体の製造メーカーにより制御、仕様等が異な 
り独自の機器を製造しています。このような特殊性により機械本体に 
損傷を与えず、緊急時に速やかな対応ができ、技術及び点検調整を熟 
知しているメーカーのメンテナンス会社である上記の者と随意契約し 

                ます                                                         
                                                                             
                                                                             
                                                                             
 
７．問合わせ先 
     課名： クリーンセンター管理課         電話：８７－４８４４  



特名随意契約の理由書 

 

 

１ 案件番号   R6-1 

 

２ 案件名    市内店舗キャッシュレスポイント還元事業支援業務委託 

 

３ 案件場所   宝塚市東洋町外 地内 

 

４ 委託期間   契約締結の日 から 令和 6年(2024 年) 9 月 30 日まで 

 

５ 契約相手方  

      住所：東京都港区赤坂五丁目３番１号 

      社名：株式会社博報堂 

      

６ 指定理由 

（根拠） 

     地方自治法施行令  第 167 条の 2第 1項 第 2 号該当 

 

     宝塚市契約規則   第 20 条第 1項 ただし書 該当 

 

     （指定理由） 

本業務は、事業者・消費者双方のキャッシュレス化推進を後押しすると同

時に、市民の消費喚起による地域経済の回復を目的とし、キャッシュレス決

済にかかるポイント還元を令和 6 年 7 月に実施します。受託者は、ポイント

還元部分の補助を実施するにあたり、複数のキャッシュレス決済事業者との

各種調整及びポイント還元部分の補助額の進捗管理などの事務局運営を担う

ものです。 

契約相手方の選定にあたっては、市内事業者の実情などに応じた迅速かつ

臨機応変な対応、決済事業者との円滑な連絡調整力を必要とすることから、

一般競争入札ではなく公募型プロポーザル方式により事業者を広く募集した

結果、当契約相手方を含めた 4 事業者から提案がありました。 

プロポーザル審査会で受けた提案では、事業者及び利用者双方へのフォロ

ー体制、当該業務の目的達成に必要な知識及び経験が高く評価され、当契約

相手方を受託候補者として選定したものです。 

 

７ 問合わせ先 

     課名：商工勤労課     内線：2233 

 



特名随意契約の理由書 

 

 

１ 案件番号   Ｒ６－２ 

 

 

２ 案件名    就職氷河期世代リモート型就労支援事業業務委託 

 

 

３ 案件場所   宝塚市東洋町外 地内 

 

 

４ 契約期間   令和６年（2024 年）４月１日～令和７年（2025 年）３月 31日 

 

 

５ 契約相手方  株式会社 Ｃｏｍｐａｓｓ 

          兵庫県神戸市中央区浪花町 56 起業プラザひょうご内 

      

 

６ 指定理由   （根拠） 

         地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 ２ 号該当 

         宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 該当 

 

     （指定理由） 

本事業は、就職氷河期世代等の不安定な仕事に就いている、または

無業の状態にある方やキャリアアップを望む方に対しＳＮＳ及びＡ

Ｉの技術に加えて、キャリアコンサルタントの専門知識を活用し、オ

ンライン上で相談・支援体制を構築し、就労支援を行う事業で、専門

的かつ高度な技術が求められる。事業開始にあたっては、本業務の性

質が競争入札に適さないため、公募型プロポーザル方式により事業受

託者を選定した。 

令和６年度も引き続き、本事業を実施するにあたり、システムの運

用及びキャリアコンサルティングで収集した個人情報の取扱等、前業

務に引き続き実施する一体の関係にある設計とすることから、地方自

治法施行令 167 条の 2第 1項第 2号の規定により、特名随意契約を行

うものである。 

 

 

７．問合わせ先    課名：商工勤労課  内線：２４０６      



特名随意契約の理由書 
 
１ 委託番号   消セ委 － １ 
 
２ 委託名    消費生活法律相談業務委託 
 
３ 委託場所   宝塚市売布２丁目地内 
 
４ 契約期間   令和 6 年（２０２4 年）４月１日～令和 7 年（２０２5 年）３月３１日 
                 
５ 契約相手方  住所： 神戸市中央区橘通１丁目４番３号    

氏名： 兵庫県弁護士会   
 
６ 指定理由 

（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項２号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第２項第４号該当 
 

（指定理由） 
弁護士法第３２条に基づき、地方裁判所管轄地域を基本に設立されており、

県下の唯一の機関であることから、他に高度な法律専門知識を有する団体がな

いため、特名随意契約を締結します。 
 
７．問合わせ先 
     課名： 宝塚市消費生活センタ－    電話： ０７９７‐８１‐４１８５ 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 委託番号   Ｔ３４－１ 
 
２ 委託名    花き展示会事業委託    
 
３ 委託場所   宝塚市山本東３丁目外地内   
 
４ 契約期間   令和６年（２０２４年） ４月 ８日から 

 令和６年（２０２４年） ４月１５日まで 
 
５ 契約相手方  
      住所：宝塚市東洋町１番１号 
      社名：宝塚市花き園芸協会 
      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 ２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則  第２０条１項ただし書該当 
 
     （指定理由） 
        花き展示会は来場者に対して本市の花き園芸の周知、及び普及を図ること

を目的として、宝塚植木まつりとあわせて実施しています。市内の花き植木

産業の振興及び市内花き園芸団体の育成並びに活性化が期待でき、市内の花

き園芸団体である上記団体は専門知識を有しているため、委託によって高度

な花き展示ができ、さらに、地元の団体であることから円滑な業務遂行でき

る業者は宝塚市花き園芸協会のみとなります。 

以上のことから、宝塚市花き園芸協会と特名随意契約を締結するものです。 

 
７ 問合わせ先 
     課名：農政課    内線：２４１５ 
 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   T３４-２ 
 
 
２ 案件名    農会長事務委託 
 
 
３ 案件場所   宝塚市市内一円 地内 
 
 
４ 契約期間   令和６年（2024 年）４月 1 日から令和７年（2025 年）３月３１日 
 
 
５ 契約相手方  
      住所：  宝塚市東洋町１番１号 
      社名：  宝塚市農会連合会 
      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第 ２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 該当 
 
     （指定理由） 
          
         市が行う農業施策推進のため、その事業内容について速やかに、かつ 
                的確に農家に対して普及、浸透を図るとともに、各種農業施策に関する 
                地域の連絡・調整等の業務の実施を委託する。 
                 宝塚市農会連合会は市内各集落の農会長で構成された団体であり、上 
                記業務の円滑な推進を行える唯一の団体である。 
                 
                 
 
７ 問合わせ先 
     課名： 農政課      内線： ２４１４     
 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   Ｔ３４－６ 
 
 
２ 案件名    宝塚市農地等情報総合ネットワーク管理システム保守業務委託 
 
 
３ 案件場所   宝塚市東洋町地内 
 
 
４ 契約期間   令和６年（2024 年）４月１日～令和７年（2025 年）３月３１日 
 
５ 契約相手方  
      住所： 兵庫県神戸市中央区栄町通６丁目１番２１号 
      社名： 朝日航洋株式会社 神戸支店   
      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項  ２  号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第 １ 項ただし書該当 
 
     （指定理由） 

当市の農地等情報総合ネットワーク管理システムは、農地台帳システムに加え、

農地台帳の情報と地図を直接連動させるシステムを導入し、農地情報と地図情報

を一元的に管理しています。 
委託内容のうち、農地地図情報データの更新作業で必要となる地番図データと

航空写真データは、当市資産税課所管のシステムにおいて当該業者が作成したも

ので、当該業者しか取り扱いできないデータであり、農地台帳の情報と地図との

連動を効率的にシステムを構築できるのは当該業者であるため、特名随意契約を

締結するものです。                 
 
７．問合わせ先 
     課名：農業委員会     内線：２４２６ 
 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   K－１ 
 
 
２ 案件名称   外国人市民学習支援事業委託 
 
 
３ 案件場所   宝塚市中野町 地内ほか 
 
 
４ 履行期間   令和 6年（2024 年）4 月 1日から令和 7年（2025 年）3月 31 日まで 
 
 
５ 契約相手方  住所：宝塚市南口 2丁目 14番 1‐3 号 

名称：特定非営利活動法人宝塚市国際交流協会 
 
６ 指定理由 

（根拠） 
     地方自治法施行令 第 167 条の 2第 1項第 2号該当 

     宝塚市契約規則  第 20 条第 1項ただし書該当 

 

（指定理由） 
当該事業は、外国にルーツのある 18 歳以下の市民等（主に小・中学生）を

対象とした学習支援教室と、保護者を含む成人外国人市民を対象とした日本語

教室を実施するものです。 
こうした業務を推進していくには、本市における国際交流、外国人市民への

対応の全般を熟知し、国際交流事業や外国人市民への支援業務等の実施経験が

豊富であることが必要です。 
当該協会は、市民による任意団体として昭和 63 年に設立されて以来、本市

の国際化のため国内外において積極的に活動を続けており、平成 17 年 4 月に

は NPO 法人格を取得した市民団体です。外国語に堪能で海外の文化に造詣の

深い会員が多く、人材も豊富であり、外国人市民団体とも深いつながりがあり

ます。また、平成 20 年度からは宝塚市立国際・文化センターの指定管理者に

指定され、本市の国際交流、外国人支援の拠点施設の管理運営を行っています。 
当該事業は、平成22年7月に発生した市立中学校生徒宅火災事案を受けて、

中学生がブラジル国籍であったことから、ブラジル国籍等の小・中学生を対象

とした母語（ポルトガル語）教室や、保護者を含む外国人市民を対象とした日

本語教室の実施に至ったことに端を発しており、当該団体は平成 25 年度から

現在に至るまで当該事業を受託し、実施してきたことから、事業の継続性や支

援内容の安定性確保の観点からも委託先として理想的であり、発展的な事業展

開も望めます。 
こうした経緯から、当該業務については、同協会に委託することが最も適切

であると考えるものです。 
 
７ 問合わせ先  課名：文化政策課  内線：2666 



特名随意契約の理由書 

 

 

 

１ 案件番号  Ｔ33－54 

 

 

２ 案件名   手塚治虫記念館企画展業務委託 

 

 

３ 案件場所  宝塚市武庫川町地内 

 

 

４ 契約期間  令和 6年（2024 年）4月 1日～令和 7年（2025 年）3月 31 日 

 

 

５ 契約相手方  

      住所： 東京都新宿区高田馬場４丁目３２番１１号 

      社名： 株式会社手塚プロダクション 

 

 

６ 指定理由 

（根拠） 

     地方自治法施行令 第１６７条の２第１項 第２ 号該当 

 

     宝塚市契約規則 第２０条第１項ただし書 該当 

 

     （指定理由） 

         この業務は、企画展の企画構成・資料収集、解説文執筆、展示物制作及

びこれらを搬入・展示することである。企画展は幅広い視点からテーマを

設定して開催するが、その大半が手塚治虫氏とその作品をテーマにしたも

のである。前記の業者はこれらの一切を、手塚作品の著作権者として監修

すべき立場にあり、さらに、手塚治虫記念館の存在意義や企画展の目的及

び趣旨を熟知している。したがって、本件業務を受託できるのは前記の業

者をおいてほかに無い。 

 

 

７ 問合わせ先 

     課名：手塚治虫記念館   電話：０７９７－８１－２９７０ 

 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号  消－３ 
 
 
２ 案件名   宝塚市消防本部エレベーター保守管理業務委託 
 
 
３ 案件場所  宝塚市伊孑志３丁目地内  
 
 
４ 契約期間  令和 ６年（２０２４年）４月 １日から 

令和１１年（２０２９年）３月３１日まで 
 
 
５ 契約相手方  
      住所：大阪市北区天満橋１丁目８－３０   
      社名：三菱電機ビルソリューションズ株式会社 関西支社  
      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 ２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第 １ 項 ただし書該当 
 
     （指定理由） 

          エレベーターについては、製造メーカー毎に独自のシステムを採

用しており、利用者の安全・安心を確保するためには、製造及び保

守管理において、責任範囲を明確にした適切な保守契約を締結する

必要がある。 
消防本部・西消防署合同庁舎のエレベーターは、三菱電機株式会

社が製造したものであり、上記の三菱ビルソリューションズ株式会

社関西支社については、製造業者の直系メンテナンス業者であると

ともに、設置当初からの保守実績も良好であるため、安全性を重視

し、契約相手に指定する。 
       
                 

７．問合わせ先 
     課名：消防本部総務課  内線：７１－２１０４     
 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   なし 
 
 
２ 案件名    15ｍ級はしご付消防ポンプ自動車分解整備 
 
 
３ 案件場所   宝塚市山本南２丁目地内 
 
 
４ 契約期間   契約日 から 令和６年（2024 年）９月３０日 
 
 
５ 契約相手方 
      住所： 兵庫県三田市テクノパーク３２番地 
      社名： 株式会社 モリタテクノス 
      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第  ２  号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 該当 
 
     （指定理由） 
         はしご付消防自動車は、高所での消火、救助活動等に出動し、整備不良

による不具合が発生した場合、重大な事故につながるおそれがあるため、

消防用車両の安全基準に基づいて、定期的に精密な分解整備を行い、消耗

部品等を交換し、安全な現場活動に万全を期する必要があります。 
本車両は平成２４年に株式会社モリタで製作されたものであり、独自に

開発されている特殊な構造や装置が多々存在し、部品の調達や細部の精密

な調整等については、他の消防ポンプメーカー等での整備は不可能です。 
上記の業者については、本車両の製造業者の直系で整備を専門に行って

いる業者であり、この車両の特殊な装置を整備できる唯一の業者であるた

め、上記の業者と随意契約を行うものです。 
         
 
７ 問合わせ先 
     課名：消防本部部隊管理室警防課   内線：７１－２３０４ 
 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号  消－４４ 
 
 
２ 案件名   宝塚市・川西市・猪名川町消防指令センター 

A 消防救急デジタル無線システム保守業務委託 

 
 
３ 案件場所  宝塚市伊孑志３丁目外 地内 
 
 
４ 契約期間  令和６年（２０２４年）４月 １日 ～ 
        令和７年（２０２５年）３月３１日 
 
 
５ 契約相手方  
      住所：神戸市中央区東町１２６番地 
      社名：日本電気株式会社 神戸支社 
      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 第２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 該当 
 
     （指定理由） 
       宝塚市・川西市・猪名川町消防指令センターが運用している消防救急デジタ

ル無線設備は各市町が単独で整備した無線基地局、移動無線局等の設備（以後

「単独部」という。）と単独部を高機能消防指令システムと連動して利用する

ための無線回線制御装置等、各市町共通して利用する設備（以後「共通部」と

いう。）から構成されており、単独部、共通部及び高機能消防指令システムが

有機的に結合し、消防活動、救急活動時に必要な情報の伝達・共有を行ってい

る設備となります。 

当設備を常時安定稼働させるために単独部や共通部の接続方法や情報伝達の

プロトコル等を把握して、迅速・的確な保守対応を行う必要があります。 

上記に対応できるのは、本システムを開発、設置した日本電気株式会社のみ

であるため、同社を指定するものです。 

 
７ 問合わせ先 
     課名：指令課     内線：７１－２８３０ 



特名随意契約の理由書 
 
１ 案件番号  議会－３ 
 
２ 案件名   本会議質問放送用データ等収録編集業務委託 
 
３ 案件場所  宝塚市東洋町外 地内 
 
４ 契約期間  令和６年（２０２４年）４月 １日から 

令和７年（２０２５年）３月３１日まで 
 
５ 契約相手方  
 
     住所：宝塚市逆瀬川１丁目１１－１ 
     社名：株式会社エフエム宝塚 
      
６ 指定理由 
 

（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第２号該当 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項ただし書該当 
 
     （指定理由） 

本会議の一般質問及び市議会広報用インタビュー等の放送は、幅広く市民に市政

情報を発信するため、市内で唯一のコミュニティＦＭ局である株式会社エフエム宝

塚と市広報課との間で交わされた放送業務委託契約に基づく年間の放送時間枠の

中で放送しています。 
 従って、本契約に基づき収録編集し制作された成果品は、同者において放送予定

枠を事前に調整の上、放送予定日時を設定しています。 
本業務である放送データの編集に当たっては、放送禁止用語の確認や沈黙時間を

５秒以内に設定すること等の規制に対する審査が必要であり、編集データに不備が

あった場合にはデータ作成をやり直す必要が生じます。 
放送者である株式会社エフエム宝塚が収録編集を行う場合は、同業務を遂行する

過程で審査を行うことが可能ですが、他の業者が収録編集を行う場合は、放送者に

よる審査期間が別途必要となるとともに、放送者から編集データの不備が指摘され

る可能性を想定し、データ作成をやり直す期間を設定しておく必要があります。特

に一般質問の放送については、放送日数が長く、次の一般質問までに放送する必要

があるため、放送日程に配慮して、事前調整ができるエフエム宝塚でしか本業務は

できません。 
市民にできる限り早期に放送を提供するには、放送者が責任を持ってデータ作成

を行う必要があり、それができるのは株式会社エフエム宝塚しかありません。 
以上のことから、株式会社エフエム宝塚以外の事業者では本業務に支障を来すと

考えるため、上記の業者と随意契約を行うものです。  
 
７ 問合わせ先 
      

課名：議会事務局 議事調査課  内線：２０９６  



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   教管委－ 
 
 
２ 案件名    通学バス運行委託 
 
 
３ 案件場所   宝塚市西谷地区 
 
 
４ 契約期間   令和 6 年(2024 年) 4 月 1 日 ～ 令和 7 年(2025 年) 3 月 31 日 
 
 
５ 契約相手方   
      住所： 大阪府豊中市岡上の町１丁目１番１６号 
      社名： 阪急バス株式会社 
      
 
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第２号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項ただし書 該当 
 
 
     （指定理由） 
     西谷地区内における通学バス運行委託は、昭和 30 年代の西谷小学校     

上佐曽利分校と切畑分校の廃校及び本校への統合に伴い、遠距離通学・通園を

強いられることになった園児、児童、生徒のために実施されたものである。上

記事業者は、長年にわたり当該地域を営業地域としている唯一の路線バス事業

者であり、その経験から地理や交通状況にも精通しているため、契約相手方と

するものである。 
         
                 
７．問合わせ先 
     課名：教育企画課          内線：2174      
 



特名随意契約の理由書  

 

 

１ 案件番号   教管委－158 

 

２ 案件名    養護学校スクールバス運行管理業務委託（R6 臨時） 

 

３ 案件場所   宝塚市立 養護学校 

 

４ 契約期間   契約日から令和 7年（2025 年）3月 31 日まで 

 

５ 契約相手方  

住所： 伊丹市池尻 3丁目 224-3 

社名： フクユ観光バス株式会社 

 

６ 指定理由 

（根拠） 

地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第 2号該当 

 

宝塚市契約規則  第２０条第 1項ただし書   該当 

 

（指定理由） 

当該案件は市立養護学校に通う児童・生徒の通学時に、感染症拡

大の予防としてスクールバス内で密集状態を避けるため、また最大

乗車時間を 1時間以内となるよう増便を行っている。 

令和 3 年度に養護学校が有する通学バスと同等のリフト付き車

両を持込可能な業者へ見積したところ現契約相手方の 1 者のみで

あったため、令和 3年 9月から同社と委託契約と締結している。 

乗車する児童・生徒は全て支援を要する者で、スクールバス利

用に当たり特別な配慮が必要であり、バス運行者との信頼関係

が特に重要であるところ、入札実施により事業者が変更となっ

た場合、児童・生徒及びその保護者、学校と委託事業者（及び

事業者運転手等）との間でこれまでに構築された信頼関係の再

構築を余儀なくされ、場合によっては業務の円滑な実施に支障

が生ずる可能性も十分にあり得ることから、引き続き現在の委

託事業者に継続して委託することが望ましい。 

よって地方自治法施行令第 167 条の 2第 1項第 2号により、車両

持込で業務遂行が可能であるフクユ観光バス株式会社を指定する。 

                                

 ７．問合わせ先 

課名：教育企画課 

内線：２１７５ 

 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号     
 
 
２ 案件名    小学校教師用教科書・指導書①（単価契約） 
 
 
３ 案件場所   良元小外 
 
 
４ 契約期間   令和６年（2024 年） 4 月 1 日 ～ 

   令和７年（2025 年） 3 月 31 日 
 
 
５ 契約相手方  
      住所：   伊丹市中央 1 丁目 2 番 14 号 
      社名：   森田昌宏堂 
      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 第２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第２項 第３ 号該当 
 
     （指定理由） 
       教科書及び指導書については、官報等で価格が定められている。また、都道

府県ごとにおおむね 1 ヶ所ずつある教科書供給会社が、その管内の教科書取扱

書店を指定しており、その教科書取扱店を通じてでしか購入することができな

い。上記業者は、その指定された教科書取扱店であるため、その担当小学校の

教科書・指導書購入分について、指定を行うものである。 
         
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
７．問合わせ先 
     課名：教育企画課          内線： ２１７４ 
 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号     
 
 
２ 案件名    小学校教師用教科書・指導書②（単価契約） 
 
 
３ 案件場所   西谷小外 
 
 
４ 契約期間   令和６年（2024 年） 4 月 1 日 ～ 

   令和７年（2025 年） 3 月 31 日 
 
 
５ 契約相手方  
      住所：   川西市多田院 1-1-15 
      社名：   森田書店 
      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 第２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第２項 第３ 号該当 
 
     （指定理由） 
       教科書及び指導書については、官報等で価格が定められている。また、都道

府県ごとにおおむね 1 ヶ所ずつある教科書供給会社が、その管内の教科書取扱

書店を指定しており、その教科書取扱店を通じてでしか購入することができな

い。上記業者は、その指定された教科書取扱店であるため、その担当小学校の

教科書・指導書購入分について、指定を行うものである。 
         
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
７．問合わせ先 
     課名：教育企画課          内線： ２１７４ 
 



特名随意契約の理由書 
 
 
 
 
１ 案件名    小学校指導者用デジタル教科書使用に関する契約 
 
 
２ 案件場所   宝塚市小浜 1 丁目地内 
 
 
３ 契約期間   令和６年４月１日 ～ 令和７年３月３１日 
 
 
４ 契約相手方   
      住所： 大阪市淀川区宮原３－４－３０ 
      社名： Ｓｋｙ（株） 
      
 
５ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第２号 該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項ただし書 該当 
 
（指定理由） 
      小学校指導者用デジタル教科書は、学校における教員の働き方改革の観点か

ら、教員用校務系端末へのインストールやアップデート作業に係る教員の事務

負担軽減を考慮し、教育コンテンツ配信サービス「Edumall」を利用したサー

バー配信型を採用している。 
 
「Edumall」を利用した小学校指導者用デジタル教科書利用に係るシステム

構築や保守管理に関しては、「Edumall」導入を含めた学校の ICT 環境整備に係

る契約を締結している上記の業者以外に、発注及び設定作業を依頼することが

できないため、契約相手方として指定する。 
 
 
６ 問合わせ先 
     課名：教育企画課          内線：２１７５ 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号    教管委－515 号 
 
 
２ 案件名     学校給食用昇降機保守点検業務委託 
 
 
３ 案件場所    宝塚市小林 5 丁目 外 地内 
 
 
４ 契約期間    令和 6 年(2024 年)4 月 1 日から 

令和 7 年(2025 年)3 月 31 日まで 
 
５ 契約相手方  
      住所： 大阪市東淀川区相川 2-20-9     
      社名： 有限会社ダイキンエレベーター   
      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第 167 条の 2 第 1 項 2 号該当 
 
     宝塚市契約規則   第 20 条第 1 項 ただし書 該当 
 
     （指定理由） 
          当該保守点検を行う学校給食用昇降機は 9 つの製造会社の昇降機が設

置されています。各製造会社に当該保守点検を依頼したが、既に他業者

の定期点検により自社製以外の部品を使用していることや、購入後長期

間が経っていることから責任をもって修繕することが出来ないとの回答

でありました。 
         本見積業者は平成 25 年度の昇降機大規模修繕において、各製造会社

の昇降機に対応した部品交換をしており、各学校の昇降機の状況を熟知

しています。また、本見積業者とは、平成 30 年から令和 5 年まで当該

保守点検業務委託契約をしており、点検内容も熟知しています。本見積

業者と契約締結することにより、安全で迅速な保守管理が行えることか

ら、特名随意契約を締結するものです。 
 
７．問合わせ先 
     課名： 学事課   内線： 2178 



特名随意契約の理由書 
 
１ 案件番号   教管委－４２５ 
 
２ 案件名    学校保健管理指導委託 
 
３ 案件場所   宝塚市小浜４丁目地内 
 
４ 契約期間   令和６年（2024 年）４月１日～令和７年（2025 年）３月３１日 
 
５ 契約相手方  住所  宝塚市小浜４丁目５番４号 
         社名  一般社団法人 宝塚市医師会 
               
６ 指定理由 
  （根拠） 
         地方自治法施行令 第１６７条の２第１項第２号該当 
         宝塚市契約規則  第２０条第２項第４号 
 
         （指定理由） 
           当該事業を委託しようとしている団体は、幼稚園・小中学校・高

校等に校医を派遣し健診事業を実施するほか、児童生徒教師の健康

管理に従事しています。また、感染症による学級閉鎖や感染拡大防

止のため助言・協議など学校保健事業推進のための中枢機関として

活動している団体で、今後についても持続可能な学校保健の管理指

導を行っていくことができます。 
           よって、本団体を契約の相手方として指名するものです。 
 
７ 問合せ先   学事課   内線番号 ２２０４ 
 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号    教管賃－40 
 
２ 案件名    市立宝塚小学校 仮設校舎賃貸借 
 
３ 案件場所   宝塚市 川面 1 丁目 地内 
 
４ 契約期間   令和 6 年(2024 年)4 月 1 日から令和 7 年(2025 年)3 月 31 日まで         
 
５ 契約相手方  住所：芦屋市浜町 2 番 13 号 

社名：大和金属工業 株式会社 
      
６ 指定理由 

（根拠） 
地方自治法施行令  第 167 条の 2 第 1 項 2 号該当 

 
宝塚市契約規則   第 20 条第 1 項ただし書該当 

 
（指定理由） 

本契約の対象である仮設校舎については、児童増による教室不足を理

由として、平成 19 年(2007 年)3 月 2 日付で賃貸借契約を大和金属工業

株式会社と締結し、以後継続使用してきた経緯があります。 
本校の教室不足はいまだ解消しておらず、仮設校舎が不要となる時期

の目途が立っていません。以上の理由により、現在の仮設校舎を引き続

き使用するため、上記事業者と再度契約を行います。 
 
７ 問合わせ先 

課名： 施設課        内線： 2187 



(別 紙 ２) 
 特名随意契約の理由書 
 
１ 案件番号   学教委―１０１ 
 
 
２ 案件名    人権・同和教育振興委託  
 
 
３ 案件場所   宝塚市内一円地内 
 
 
４ 契約期間   令和６年（2024 年）４月１日～令和７年（2025 年）３月３１日 
 
 
５ 契約相手方   
          住 所： 宝塚市東洋町１番１号     
          名 称： 宝塚市人権・同和教育協議会   
      
６ 指定理由 

（根拠） 
    地方自治法施行令  第１６７条の２第１項２号該当 

宝塚市契約規則  第２０条第２項第４号該当 
                                                                                                                             

（指定理由） 
当該事業は宝塚市における人権・同和教育の推進と啓発の推進をめざすものである。

そのために、当案件における責任の所在は当該事業をつかさどる市にあるものとして、

昭和４８年６月に部落差別の完全解消と同和問題の正しい理解の普及への取り組みを

図るために発足した宝塚市人権・同和教育協議会に当該事業を委託しようとするもので

ある。 
また、当該事業を委託しようとしている同協議会は、人権教育の推進と啓発活動を通

して人権文化都市の創造を図ることをめざし、市内の各種団体、機関及び個人をもって

成る組織である。今日まで人権教育、啓発に係る調査研究・実践、研究会・市民集会等

の開催など、市民の各層に人権尊重の理念を正しく浸透させるための人権教育及び啓発

に取り組んできており、本市と連携協働しながら、これまでの取り組みから培った知識

と経験を活かした人権・同和教育の継続的な啓発と推進が可能であり、本事業を推進す

るにふさわしい団体である。 
よって、その事業の目的から同協議会以外に適した団体は存在せず、同協議会と契約

を行うものである。 
 

                      
７ 問合わせ 

課名：学校教育課  内線：２２７２ 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   教学委-102～114 
 
 
２ 案件名    「トライやる・ウィーク」推進事業委託 
 
 
３ 案件場所   宝塚市仁川うぐいす台１丁目地内 
 
 
４ 契約期間   契約締結日～令和７年(2025 年)2 月 28 日 
 
 
５ 契約相手方  
      住所：宝塚市立中学校     
      名称：宝塚市立中学校区「トライやる・ウィーク」推進委員会 他   
          
 
６ 指定理由 
（根拠） 
  地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号該当 
  宝塚市契約規則第 20 条第 1 項ただし書該当 
  地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」実施要項 
  地域連携推進活動（地域に活かす「トライやる」アクション）実施要項 

県教委交付金交付要綱 
 

 
（指定理由） 
  当該事業は兵庫県教育委員会が示す上記実施要項の主旨に基づき学校教育活動として、

中学校区により体験活動を推進するものである。そのために、当案件における責任の所

在は当該事業をつかさどる市にあるものとして、各中学校区「トライやる・ウィーク」

推進委員会に当該事業を委託しようとするものである。 
また、当該事業を委託しようとしている団体は、当該中学校の校長を代表とする団体

で、「トライやる・ウィーク」事業を円滑に推進することを目的としており、市立中学校

長や教頭、その他教諭等が構成委員であるので、各中学校での教育活動の課題や地域の

状況・効果的な実施について充分把握していることから、本事業を推進するにふさわし

い団体である。 
よって、その事業の目的から競争入札に適しないことから当該団体と契約を行うもの

である。 
          
 
                  
 
７ 問合わせ先 
  学校教育課（内線：2272）    
 



 
特名随意契約の理由書 

 
 
１ 案件番号   教学委―１１５～１３７ 
 
 
２ 案件名    小学校体験活動事業委託 
          
 
３ 案件場所   宝塚市内各小学校 地内 
         （良元小・宝塚第一小・小浜小・宝塚小・長尾小・西谷小・仁川小・ 
         西山小・売布小・長尾南小・末成小・安倉小・長尾台小・逆瀬台小・ 
         美座小・光明小・末広小・丸橋小・高司小・安倉北小・すみれガ丘小・ 
         山手台小・中山台小） 
 
４ 契約期間   契約日 ～ 令和７年（2025 年）２月２１日 
 
５ 契約相手方  
      住所：宝塚市内各小学校    
      社名：小学校体験活動推進委員会  
         （良元小・宝塚第一小・小浜小・宝塚小・長尾小・西谷小・仁川小・ 
         西山小・売布小・長尾南小・末成小・安倉小・長尾台小・逆瀬台小・ 
         美座小・光明小・末広小・丸橋小・高司小・安倉北小・すみれガ丘小・ 
         山手台小・中山台小） 
 
６ 指定理由 
（根拠） 
  地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号該当 
  宝塚市契約規則第 20 条第 1 項ただし書該当 
  環境体験事業実施要項及び自然学校推進事業実施要項 
 

 
（指定理由） 

当該事業は兵庫県教育委員会が示す上記実施要項の主旨に基づき学校教育活動として、

小学校体験活動推進委員会により体験活動を推進するものである。そのために、当案件

における責任の所在は当該事業をつかさどる市にあるものとして、各小学校体験活動推

進委員会に当該事業を委託しようとするものである。 
また、当該事業を委託しようとしている団体は、当該小学校の校長を代表とする団体

で、小学校体験活動推進事業を円滑に推進することを目的としており、市立小学校長や

教頭、その他教諭等が構成委員であるので、各小学校での教育活動の課題や地域の状況・

効果的な実施について充分把握していることから、本事業を推進するにふさわしい団体

である。 
よって、その事業の目的から競争入札に適しないことから当該団体と契約を行うもの

である。 
          
                  
７ 問合わせ先 
     課名： 学校教育課       内線： ２２７２   
 



特名随意契約の理由書

１ 案件番号 教社委－３

２ 案件名 令和６年度宝塚市学校支援地域本部事業業務委託

３ 案件場所 宝塚市 市内一円 地内

４ 契約期間 令和６年（2024 年）４月１日～令和７年（2025 年）３月 ３１日 

５ 契約相手方 

住所：宝塚市東洋町１番１号 

社名：宝塚市学校支援地域本部事業実行委員会 

６ 指定理由

（根拠）  

地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第２号 該当

宝塚市契約規則 第２０条第１項ただし書 該当

（指定理由）

 宝塚市においては、学校・家庭・地域が一体となって「地域ぐるみで子ども

を育てる」体制づくりを進めている。その推進にあたって、市は平成２０年度

より地域全体で学校教育を支援することを通して、地域と学校との連携体制の

構築を図ることを目的として、契約相手方にその事業を委任しており、この案

件における責任の所在は市にある。

当該事業を委託しようとしている団体は、学校支援ボランティア活動に関係

する、社会教育委員、ＰＴＡ代表、ボランティア、学校長等が構成員であり、

学校を地域が支援することについて、それぞれ豊かな知識や実践経験があり、

本事業を推進するにふさわしい団体である。

７ 問合わせ先

課名：社会教育課 内線：２２２１ 



1 案 件 番 号 中図委　第２号

２ 案 件 名 宝塚市立図書館中山台分室窓口等業務委託契約

３ 案 件 場 所 宝塚市立図書館中山台分室

宝塚市中山桜台５丁目15番２号 (中山台コミュニティセンター2階)

４ 契 約 期 間 から まで

５ 契 約 相 手 方
住所 宝塚市中山桜台５丁目15番２

号社名 中山台コミュニティ

６ 指 定 理 由

（根拠規定） 地方自治法施行令 第167条の２第１項第２号

宝塚市契約規則 第20条第１項ただし書

（指定理由） 中山台コミュニティは、住民交流と住民主体の文化・学習・健康増進・福祉活動を促

進し、住民が連携して地域コミュニティづくりに寄与することを目的に中山台ニュータウ

ン区域内の住民によって設立された組織である。

市立図書館中山台分室は、同団体が指定管理者となっている中山台コミュニティ

センター内にあり、同団体の「まちづくり計画」（平成16年11月策定）においても住民

主体の管理運営が検討されており、本市が示す「宝塚市協働の指針」の概念とも

一致することから平成22年度から同団体に窓口等業務委託を締結している。

当該年度も、中山台コミュニティセンター内での本業務において、市民協働の

目的を達成する相手方としては、同団体のほかには契約の相手方はないため。

７ 問 い 合 せ 先 課名： 中央図書館 電話番号： 84-6149

特名随意契約の理由書

令和6年(2024年)  4月1日 令和7年(2025年)  3月31日



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   中図委―４ 
 
 
２ 案件名    市立中央図書館 エレベーター保守管理業務委託 
 
 
３ 案件場所   宝塚市清荒神１丁目 地内 
 
 
４ 契約期間   令和 6 年(2024 年)4 月 1 日 ～ 令和 11 年(2029 年)3 月 31 日 
 
 
５ 契約相手方  
      住所：大阪市北区梅田 1-13-1 
      社名：フジテック株式会社 近畿統括本部    
      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第２号該当 
 
     宝塚市契約規則  第２０条第１項ただし書該当 
 
     （指定理由） 
           エレベーター設備は、制御方法や仕様が製造するメーカーによって

大きく異なる。また、エレベーター設備は、ひとたび事故が起これば、

人命にかかわるものであることから、機械の構造に熟知し、専用技術

を有している当該エレベーターのメーカーである上記業者と契約する。 
                           
 
７．問合わせ先 
     課名：中央図書館    内線：84-6121      
 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   中図委－13 
 
 
２ 案件名    市立中央図書館、ベガ・ホール 中央監視装置等保守管理業務委託 
 
 
３ 案件場所   宝塚市清荒神１丁目 地内 
 
 
４ 契約期間   令和 6 年(2024 年)4 月 1 日 ～ 令和 11 年(2029 年)3 月 31 日 
 
 
５ 契約相手方  
      住所：大阪市東淀川区西淡路 1-3-26     
      社名：株式会社綜合電装 
      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第２号該当 
 
     宝塚市契約規則  第２０条第１項ただし書該当 
 
     （指定理由） 
       本件については、令和 6 年（2024 年）3 月 5 日開札の通常型指名競争入札 

の結果、応札者が１者のみであったことから入札取止めとなったものです。 
本件案件の中央監視装置は、空調機器の制御を集中的に行う機器類であっ 

て、来館する利用者に適正な環境を提供する特殊性の機器システムであるため、 
      再度、入札を行うとしても、新たな応札業者が現れる可能性は低く、業者決定

まで日数を要し、空調設備の安定な運用に支障が生じることから上記業者と特

名随意契約を行うものです。 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
７．問合わせ先 
     課名：中央図書館    内線：84-6121      
 



1 案 件 番 号 中図単　第１号

２ 案 件 名 新刊図書全件マーク（単価契約）

３ 案 件 場 所 宝塚市立中央図書館　他

宝塚市内全図書館（分館、移動図書館含む）

宝塚市清荒神１丁目２番18号　他

４ 契 約 期 間 令和6年(2024年)  4月1日 から

令和7年(2025年)  3月31日 まで

５ 契 約 相 手 方
住所 大阪府吹田市広芝町18番24号

社名 ㈱図書館流通センター 関西支社

６ 指 定 理 由

（根拠規定） 地方自治法施行令 第167条の２第１項第２号　該当

宝塚市契約規則 第20条第１項ただし書　該当

（指定理由） コンピュータ用図書データについては、図書購入当初から㈱図書館流通センターの

マークを採用しており、途中からの変更はコンピュータプログラムの変更等を要すること、

及びこれまで大量に発注し蓄積してきた図書データが使用不可になるため、経費等を

考慮し、上記業者と契約する。

７ 問合わせ先 中央図書館　　電話：84-6121

特名随意契約の理由書



                                   
特名随意契約の理由書 

 
 
１ 案件番号   Ｓ１－１ 
 
 
２ 案件名    市立スポーツセンタープールろ過機修繕 
 
 
３ 案件場所   宝塚市小浜１丁目 地内 
 
 
４ 契約期間   締結日 ～ 

 令和 ６年（２０２４年） １２月２７日 
 
 
５ 契約相手方  
      住所： 大阪市北区南森町１丁目４番１０号 
      社名： 理水化学株式会社 
      
６ 指定理由 

（根拠） 
地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第２号該当 

 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項ただし書該当 
 
      

（指定理由） 
ろ過機のろ材及び操作弁は、製造メーカーにより材質等が異なっているため、

本件のろ過機に適合するろ材及び操作弁は、自ずと製造メーカーのもののみと

なる。従って、本業務は、本設備の製造業者である上記事業者が唯一履行でき

るものである。 
よって、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号及び宝塚市契約規則

第２０条第１項ただし書きの規定により同事業者を随意契約の相手方とする。 
 

         
 
７．問合わせ先 
     課名：スポーツ振興課          内線：２２１５ 
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